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序章 課題と方法 

 

第一節 本研究の課題と背景  

本研究の課題は、病院給食における地場産農産物導入の今日的意義を明らか

にするとともに、展開方策を提言することにある。  

近年、地産地消が活発化しており、その代表的な活動として、学校給食にお

ける地場産農産物の使用がある。学校給食では、食育推進基本計画の中に、地

場産農産物の使用割合の増加に関して数値目標が掲げられ、政策的な裏付けが

なされている。また、地場産農産物の使用に留まらず、「生きる教材」として教

育的観点からの有用性が示されている 1）。しかしながら、活動の促進条件を多

く持つ学校給食においても、食育推進基本計画の目標としていた「地場産農産

物の使用率を 30％以上まで引き上げる」といった具体的数値には達しておらず、

第二次計画まで持ち越されたのが現状である。  

また、『平成 25 年版食料・農業・農村白書』では、地産地消の取り組みの中

で、学校給食とともに老人ホームにおける地場産物の利用が取り上げられ、一

部で取り組みがみられるものの、全国的な取り組みとして発展するまでには至

っていない状況であることが報告されている 2）。  

このように、給食分野では、政策的に裏付けのある学校給食においても、そ

の推進は容易ではなく、なおかつ、その他の給食分野は事例紹介や検討の範囲

に留まり、活発な活動展開がなされているとは言い難い。とくに、学校給食と

同様に、特定多数の対象者へ栄養管理がなされている食事を一日三回提供して

いる病院給食に関する検討は極めて少ない。学校と病院では、その対象や、給

食の目的は異なるものの、食事を提供する場とされる点では共通している。そ

れ故、本研究では、これまで活発に議論されてこなかった病院給食を調査の対

象とする。  

ではなぜ給食分野における地産地消の導入が困難であるのか。それは、地産

地消の意義と展開を見ていけば明らかである。  

伊東［5］は地産地消という概念について、次のように整理している 3）。  

まず、農林水産省では、『食料・農業・農村基本計画』の「第 2 食料自給率

の目標」のなかで、地産地消について、「地域の消費者ニーズに即応した農業生

1 
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産と、生産された農産物を地域で消費しようとする活動を通じて、生産者と消

費者を結び付ける」取り組みとして定義している。さらに、蔦谷は、同じく『食

料・農業・農村基本計画』の「第 3 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計

画的に講ずべき施策」において、「『生産者と消費者との「顔が見え、話ができ

る」関係の中で、消費者に地域の農産物や食品を購入する機会を提供すること

をつうじて、地域の農業と関連産業の活性化を図っていくこと』が地産地消の

ねらいとされており、ここではこれを地産地消の定義としておきたいと語って

いる。また、二木は、「地産地消活動は、一般的に表現すると、わが国のあるべ

き『高付加価値型の地域循環型環境保全農業』をビジョンとして据えて、そこ

へ向けた農業者と消費者（子どもを含む）、そして地域内の諸産業との確かな共

生関係づくりを、地域の諸条件のなかで確実に推進し、このビジョンへ向けて

筋道を拓くという理念をもった活動である」と述べている。さらに、下平尾は、

「地産地消というのは地元で生産された産品を住民が積極的に消費することに

よって生産を刺激し、関連産業を発展させ、地域の資金循環を活発にし、地域

を活性化する一つの方法である。」と定義している。このような、地産地消の定

義を受け、伊東は、農林水産省と蔦谷、さらに二木の定義と下平尾の定義の根

本的な違いを、①地産地消の対象範囲が、前者では農業・農産物に限定してい

るのに対し、後者では、農業・農産物のみならず、地場産業を含む製造業、商

業など対象範囲を広く捉えている点、②下平尾が地産地消を地域経済循環の活

性化策として捉えている点、をあげながら、下平尾の定義に賛同している。  

以上のように、地産地消の概念における統一はなされておらず、対象範囲や、

対象産物、その理念でさえも研究者ごとに統一をみない。ただし、生産者と消

費者の交流や、地域内での資金や物資もしくは人の交流という循環を通じて、

地域の活性化を図るといった視点は、本活動の本質であると指摘したい。  

さらに、これまで地産地消の中心的役割を果たしてきたのは、直売所であっ

た。直売所では、生産者と消費者の交流または、それを通じた農産物の販売が

行われ、消費者と生産者の乖離を埋めるとともに、これまで市場には出荷でき

なかった規格外品や少量生産品目に対応し、農家が農産物販売を通じた現金収

入を得られる販路ともなった。このような直売所はまさに地産地消の代表的な

場である。  



3 

 

次に、その活動の展開理由 4）をみていこう。  

橋本ら［8］によれば、交通手段や物流機能が未発達な戦前あるいは戦後復興

期までの農産物の需給構造は、地産地消が基本的な形態であったとされている。

しかし高度経済成長とともに、農村から都市へと人口が集中し、都市における

農産物の需要の高まりと、「農業基本法」（1961 年）、「野菜生産出荷安定法」

（1966 年）、「卸売市場法」（1971 年）などの制定により単一品目型遠隔大産地

の形成と広域大量流通が進展した。このことに加え、農産物輸入の自由化によ

る安価な農産物の輸入が拡大、食品加工業や外食産業の成長は、これらに拍車

をかけた。このような高度経済成長期以降における社会環境の変化は、都市住

民の生活環境悪化と農村の過疎化を進展させていく。さらに、単一品目遠隔大

産地の形成は、地域の食文化と密接に結びついた在来品種や都市近郊農業をは

じめとする多品目型の小規模産地の衰退を生んだ。一方で、大消費地への輸送

には、エネルギー消費や流通経費の増大、過剰包装などを生み、嗜好性よりも

輸送性が重要視されるようになった。さらに、収益性と生産効率を重視した農

薬や化学肥料の大量使用は農業者の農薬中毒、環境汚染を引き起こし、消費者

の安全性への不信や不安を招いた。また、輸入農産物の増大による自給率低下

のみならず、輸入農産物における使用禁止農薬や基準値以上の残留農薬の検出、

遺伝子組み換え食品、BSE などの消費者の輸入農産物に対する不信と不安を招

いた。  

以上のように、消費者の新鮮・安全・安心・本物志向の高まりにより、地元

の農業・農産物や食文化を見直す動きが活発化している。一方、産地でも出荷・

調整労働や出荷経費を削減できる地元の消費者や実需者への直接販売を重視す

る生産者が増えているだけでなく、新鮮で安全な農産物を地元の消費者へ供給

することによって、やり甲斐や生き甲斐を感じ、地域農業の重要性を理解して

もらいたいと考える生産者も増えている。  

このように、地産地消は本来、生産者と消費者の乖離を背景に、その解消と、

地場産農産物を消費することで、地域農業もしくは地域産業を振興するという

活動が基本であろう。とくに、今日では、直売所などが各地に設置される中で、

一面的にみれば、消費者が地場産農産物を購入することは、容易になった。  

しかし、本研究が対象とする給食分野においては、病院が食材選択と調理を
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行い、患者に提供するため、農産物の購入と最終消費者（喫食者）が一致しな

い。また、個人消費に比べ、地場産農産物を意識的に購入するには、既存の取

引先の見直しなど、その購入先を変える、もしくは増やすことは容易ではない。

すなわち、給食分野における地産地消には、直売所などから個人が地場産農産

物を購入するような行動とは、その活動の本質が異なるのである。さらに、病

院給食の目的に鑑みれば、それは治療の一環であり、地場産農産物の選択的使

用が優先されることは少ない。  

では、本研究が対象とする給食分野において、地産地消を行う意義はどこに

あるのかを次に検討していく。  

第一に、二木［9］は、「地産地消活動は、輸入農産物に対する国産農産物の

優位性を、消費者のなかで広め深める活動と帰一するものといってよい。」と述

べた上で、『「食育」等の国民運動は、いわば“お祭り騒ぎ”だけでは、食料自

給率向上の効果は少ないといわざるを得ない。』とし、『地産地消活動は（筆者

加筆）、やはり地域に根差した「食」と「農」と「健康」と「環境」に関する農

業者と消費者（子どもを含む）の啓蒙・啓発・学習・体験等諸活動の積み重ね

のなかから培われていくべきもので、新しい生活価値観の形成・共有というこ

と』としている。  

この中で注目すべきは、地産地消が国産農産物に対する優位性を高めるとい

う点である。集団給食においては、喫食者へ原材料の表示義務はなく、ともす

ればコスト面からの安価な輸入農産物やそれに準ずる加工品の使用も多くなる

可能性を含んでいる。このような場において、地場産農産物（もくしくは、国

産農産物）を優位に選択される環境を整備するためには、地産地消の概念を、

給食に関わるステイクホルダー全員が共通認識として保有しながら、学習し、

活動を継続しつづけることが重要である。  

第二に、この地産地消の概念を病院給食に適応する理由として、池上 [10]が

提唱する「アグロ・メディコ・ポリス」がある。アグロ・メディコ・ポリスと

は、「農村の地域キャピタルが医療・保健・福祉と緊密に結びつき、それぞれの

間に経済的循環と物質的循環が形成される地域社会」を指している。このとき

の地域キャピタルとは、「農や食はもちろんその対象であるが、「遊び」や「ゆ

とり」といった「無用のもの」も含んでいる」としている。さらに、池上は「ア
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グロ・メディコ・ポリス」が構想されるべき理由として、『地域社会のみんなが、

属性や立場を超えて、安心して生き生きと暮らす（良く生きる）ためには、医

療・保健・福祉が地域社会に根ざしていなければならない。さらに、安全な食

べ物と健全な環境と生命あふれる世界がその基盤をなすはずである。』と論じ、

ここにこそ、農業・農村と医療・保健・福祉が有機的・複合的に結びつくアグ

ロ・メディコ・ポリスの根拠がある。この結びつきを媒介するのが、食（食文

化）であり、それぞれの主体を取り結ぶのが地域文化である。としている。  

 このように、地域の医療機関は、人々の健康の維持や疾病の回復に寄与する

という機能に加えて、そこにあることで地域の人々が安心して暮らすことがで

きる社会資本といえる。このような場において、地域の農業と病院の農産物を

通じた循環は一定の意義があるといえる。  

以上より、本研究では病院給食における地場産農産物導入を目指し、今日的

意義を明らかにし、その展開方策を提言する。なお、この課題への接近方法と

して、事例分析および全国的な病院給食に対するアンケート調査 5）（以下、こ

こから、特別に断りのない限り、アンケート調査と略す）を用いた。また、本

研究では、病院給食における地場産農産物活用は地産地消の取り組みの一部で

あるという視点に立脚しながら論文を展開していく。  

 

 第二節  本研究の構成－課題への接近方法－  

 以上の課題に対して、本研究では五つの章によってアプローチする。  

第一章では、病院給食における一般的特徴を示し、食材購入経路を明らかに

した上で、地場産農産物の全国的な使用状況について考察を行う。そのために、

まず、給食における関連法規、経営管理上の特徴を、既存の資料、文献より整

理し、その特徴を整序する。次に、病院給食の一般的特徴を有している事例分

析を行い、病院給食の運営方法の特徴と納品者に求められる要件を示す。さら

に、既存の流通経路を活用しながら地場産農産物を使用する方法について事例

分析から考察を行う。また、学校給食における地場産農産物使用の実態を既存

の資料、文献から明らかにすることで、学校給食と病院給食における地産地消

の推進要因の差異を明らかにし、病院給食における地場産農産物使用の可能性

について検討を行う。最後に、全国の病院を対象に行ったアンケート調査の結
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果から、全国的な地場産農産物使用の動向を把握する。  

 第二章では、厚生連病院の地場産農産物使用状況を明確化し、農業協同組合

の一員としての病院給食のあり方を示す。  

まず、本章の理論展開の基軸となる池上の提唱する「アグロ・メディコ・ポ

リス」について、理論的枠組みを示し、病院給食と地域農業の循環についてそ

の特徴を示す。次に、厚生連病院の成り立ちと組織概要について整理しながら、

厚生連病院における本活動との関係性を明らかにする。さらに、農村医療を中

心に発展してきた大規模厚生連病院と、山間地域にて地域の医療を支える小規

模厚生連病院の二事例を取り上げ、前者からは地域農業への貢献方策を、後者

からは地場産農産物使用に対する動機づけを醸成する環境について明らかにす

る。最後に、アンケート調査から全国の厚生連病院における活動の普及率や展

開の実態、JA グループとしての影響について考察を行う。以上の検討を通じて

病院給食の地場産農産物導入における厚生連病院のあり方を明らかにする。  

第三章では、病院給食における地場産農産物使用に JA が果たす役割と課題

を検討する。はじめに、協同組合としてのあり方と地域対応について確認を行

う。次に、農産物流通における歴史と役割を概観しながら、地場流通への対応

と地産地消の方針をみていく。さらに、生産者組織と病院間における調整役と

しての役割について事例分析を行う。さらに、直接病院給食に納品を行う事例

から、JA が直販事業のなかでも病院給食に対応する意義を明らかにする。  

第四章では、年々増加する病院給食の業務委託化が、地場産農産物使用に及

ぼす影響を明らかにするとともに、業務委託された中での地場産農産物使用の

展開方策を示す。  

まず、病院給食にける業務委託化の歴史と市場規模、これからの市場動向に

ついて、文献を中心に整理する。次に、アンケート調査から給食の業務委託化

が、地場産農産物の使用に及ぼす影響を整序する。次に、全面委託給食を実施

している病院における事例分析を行うことで、全面委託給食の導入動機、運営

方法、委託化のメリットについて検討する。また、一部委託しながら地場産農

産物活用を行う病院の事例分析から、地場産農産物導入において重要な要素を

明らかにする。さらに、全国の病院・福祉施設を中心に給食業務の委託を行う

A 社を対象に調査を行い、給食委託会社が保有する食材購入ルートを明らかに
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するとともに、業務委託における地場産農産物使用に必要な要素を抽出する。  

第五章では、ここまで蓄積してきた知見と新たな事例分析から、病院給食全

般における地場産農産物導入の意義と展開方策を示す。  

まず、一般病院の事例を取り上げ、その活動の効果を、部署内、部門間、病

院外の視点から考察する。さらに、本事例では、一般病院における地場産農産

物活用の課題を整理する。次に、これまでの事例分析にさらに検討を加え、病

院給食における地場産農産物の具体的な意義と効果について明らかにする。さ

らに、病院給食における地場産農産物活用の定義づけを行い、本活動の展開方

向を明らかにする。最後に、病院給食において地場産農産物導入が活発化する

ための普及方向について明らかにする。  

 

 

注 1）大江［2］、pp.71～96 を参照。  

2）農林水産省［4］pp.246～248 を参照。  

3）伊東［5］pp．7～10 を参照。  

4）橋本ほか［8］pp.49～51 を参照。  

5）アンケート調査の概要は、対象を、全国の厚生連病院（112 病院）と一般

病院（316 病院）の合計 428 病院とした。なお、一般病院とは、全国的に

農村医療を中心として展開する厚生連病院と比較するため、同じく全国に

展開する複数の病院グループである。調査期間は、2013 年 2 月 1 日～2013

年 2 月 28 日。結果、回収数 259（回収率：60.5％）、うち協力不可 4、無

効回答 3 のため、252 を解析対象とした。有効回答数 252（有効回答率：

58.9％）であった。とくに、厚生連病院の有効回答数は 75（回収率：67.0％）、

一般病院では有効回答数は 177（回収率：56.0％）となった。  
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第一章 病院給食における食材調達の特徴と全国的な地場産農産物

使用の実態 

 

 本章では、本研究が対象とする病院給食の特徴を示し、地場産農産物使用の

全国的動向を明らかにする。具体的には、以下の四点を検討する。  

 第一に、給食における関連法規、経営管理上の特徴を、既存の資料、文献よ

り整理し、その特徴を明示する。第二に、前節より明らかとなった病院給食の

一般的特徴を有している二事例を取り上げる。まず、広島県府中市にある府中

市病院機構府中市民病院（以下、府中市民病院と略す）とその納品先である河
こう

面
も

食料品店を取り上げ、病院給食の運営方法の特徴と納品者に求められる要件

を示す。次に、香川県厚生農業協同組合連合会屋島総合病院（以下、屋島総合

病院と略す）と有限会社丸二青果（以下、丸二青果と略す）の事例を取り上げ、

既存の流通経路を活用しながら地場産農産物を使用する方策を明らかにする。

第三に、学校給食における地場産農産物使用の実態を含めた地産地消に関する

文献を参考に、学校給食と病院給食における成り立ち、制度、地産地消の推進

要因の差異を明らかにし、病院給食における地場産農産物使用の可能性につい

て検討を行う。第四に、全国の病院を対象に行ったアンケート調査の結果から、

全国的な地場産農産物使用の全体像を把握する。  

 以上、四点の検討を通じて、病院給食における給食経営管理の特徴とその食

品流通システムを示し、全国的な地場産農産物の使用状況を明らかにする。  

 

第一節 病院における給食経営管理の特徴  

 

1 給食の概念と特定給食施設  

 給食とは、給食経営管理用語辞典によると、「特定集団を対象にした栄養管理

の実施プロセスにおいて食事を提供すること、および提供する食事」される。

その特定集団には、学校、事業所、病院、保育所などがある。これらは、外食

産業統計調査において、給食主体部門の集団給食に分類されており、飲食店や

宿泊施設などといった営業給食とは区別されている。とくに、特定集団を対象

に継続した食事を提供する施設を特定給食施設とし、その法的根拠として、健
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康増進法と健康増進法施行規則がある。  

 まずは、健康増進法に基づく特定給食施設の特徴をみていく。はじめに、「特

定給食施設は、特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を提供する施設のう

ち、栄養管理が必要なものとして、厚生労働省令で定めるもの（第 20 条）」と

される。次に、「特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生

労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該

給食施設に管理栄養士を置かなければならない。また、適切な栄養管理を行わ

なければならない（第 21 条）」、「栄養管理実施の強化（第 22 条）」、「それらが

行われていない場合の勧告、命令、立ち入り検査の措置（第 23 条、第 24 条）」

といった内容があげられており、栄養管理の必要性を強く示している。さらに、

健康増進法施行規則によると、法第 20 条第一項の厚生労働省令で定める施設

は、「継続的に 1 回 100 食以上又は 1 日 250 食以上の食事を提供する施設とす

る」と定義づけられている。  

 また、特定給食の目的は、給食の対象となる限定された喫食者別に設定され、

事業所では労働者の健康維持・増進や労働生産性の向上、学校給食では、成長

期の児童・生徒に対する身体的発達はもちろん教育の一環とされる。病院給食

においては、後に詳しく述べる（本節 3 項参照）が、各対象に合わせた目的に

より食事が提供される点が、営業給食とは大きく異なる。  

 富岡は、このような特定給食施設において、対象が限定されるがゆえに、食

事提供が独占的となり、競争原理が働く余地がなく、一般に給食を行う主導権

は給食施設側にあるため、給食を受ける側にたった心遣い、すなわち気持ちよ

く喜んで食べていただくというサービスの心構えが欠落しがちである、と指摘

し、現在では、これらが給食関係者の努力によって改善されつつあるとも述べ

ている 1）。  

 以上から、特定給食施設は、健康増進法の下で、特定かつ多数の者を対象に、

継続的に、栄養管理された食事を提供するものと定められ、飲食店などとはそ

の性格が異なるとともに、いわば特定集団に対する独占的な食事提供であるこ

とがその特徴である。  

 次項では、その給食施設が有する運営上の特徴を考察していく。  
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2 栄養管理と経営管理から成り立つ給食管理  

 鈴木は、給食経営とは、「栄養管理的側面と、経営管理学の理論と手法を適用

した経営学的側面から、管理・統治すること」としている。  

 この給食の栄養管理とは、対象者個々人の健康・栄養状態の維持・増進、あ

るいは疾病からの回復と QOL の向上を目標において実施するものである。こ

のプロセスとして、①対象者の身体の状況、栄養状態のアセスメント、②栄養

ケアの計画、③栄養ケアの実施、④モニタリング・チェック、⑤評価があり、

これらの活動が給食施設において実施されるよう、業務体系が構築されている。

次に、給食の経営管理は、給食施設が企業活動を行う組織体として、経営管理

学のマネジメント理論を適用して、効率的に運営することである。その中には、

①給食の経営計画、②給食システム計画、③給食の運営経費、④生産管理、⑤

給食の経営管理の評価、があげられる。  

給食経営は、健康増進法に規定されるように、栄養管理的側面を強く有しなが

ら、なおかつ経営管理を行うという 2 つの視点から運営されていることがわか

る。  

このことについて、富岡は、給食と企業活動の視点から、給食はサービス業

務であるから、特別な営業活動は行わないが、食材料を使用して料理を作り、

それを食事として対象者に提供している。このことは、生産と販売を行ってい

ることに当たり、企業活動を行っていることになる。企業は常に利潤を追求し

なければならないが、企業内のサービス部門の場合は、利潤はなくとも、最低

限赤字を出さない努力は必要である、と述べている 2）。  

 以上のように、給食経営は、栄養管理と経営管理という二つの視点を有して

いる。とくに、経営管理は、企業活動と同様、もしくはそれに準じる運営を求

められていることがわかる。よって、給食施設の運営は、企業活動により利潤

を追求する営業給食とは異なり、栄養管理、経営管理の両者とも充足したもの

にしなければならないという特徴を有しているといえる。  

 これまで、給食施設における運営上の特徴を示してきたが、以下では、とく

に本研究の対象となる病院給食の目的と特徴について考察していく。  
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3 病院給食の目的と特徴  

 清水は、病院給食の目的を、入院している患者に、医療の一環として病態に

応じた適切な食事を提供することにより、病気の治療、回復をはかることであ

る、としている。さらに、患者は過去の生活環境、病状などが異なっており、

一律の給食では治療目的を果たしにくく、また、病院生活では活動の低下、食

欲が減退する場合も多いため、個人の病状に合わせた適切な栄養量を給与する

とともに、生活状況、心理状況をも考慮して、患者の嗜好を尊重した食事を供

給することも必要である、と述べている 3）。このように、病院給食における最

大の目的は、医療の一環として、患者の回復に寄与するものである。よって、

本研究の課題である地場産農産物導入が、この目的達成のために、どのような

影響を及ぼすのか検討することは重要な視点であり、第五章にて後述する。  

次に、食材を購入する際に重要となるのは、その費用であり、給食費用を規

定しているのは入院時食事療養費である。その基本構造を図 1－1 に示す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入院時食事療養（Ⅰ） 

（1 食につき）640 円 

特別食加算（1 食につき）76 円 

食堂加算（1 日につき）50 円 

入院時食事療養（Ⅱ） 

（1 食につき）506 円 

特別メニ

ューの食

事（1 食当

たり標準

額17円） 

患者自己負担額 （Ⅰ）の入院時食事療養費支給額 

 

入院時食事療養標準負担額 

（1 食につき）260 円 

基準額 

（Ⅱ）の入院時食事療養費支給額 

 

図 1-1 入院時食事療養の基本構造  

資料：韓順子、大中佳子 [6]、p.16  

注）特別メニューの食事とは、通常の食事療養費では提供が困難な高価な食材

や異なる材料を使用して調理する行事食メニューや、標準ではない複数メニュ

ーを選択した場合の選択メニューなど、特別のメニューを提供した場合のこ

と。  
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この入院時食事療養には、保険医療機関が、厚生労働大臣の定める基準に基

づき食事療養を行うことを、地方社会保険事務局長に届け出て受理された場合

を入院時食事療養（Ⅰ）として、それに当てはまらないものを（Ⅱ）としてい

る 4）。本研究が対象としている病院の多くが入院時食事療養（Ⅰ）を算定して

いる病院であり 5）、この時、1 食につき 640 円が算定できる 6）。さらに、厚生

労働大臣が定める特別食を提供したときは、1 食につき 76 円、食堂における食

事療養の場合は 1 日につき 50 円を加算できる 7）。この金額がそれぞれ、食事

提供における対価として、病院の収入となる。  

尾高［7］は、この給食にかかる収入の制約を、食材料予算や調理要員節約的

な仕入れ形態など、食材選択に影響を及ぼしていると指摘し、病院給食の質を

維持し、食材料費や、それを捻出するための入院時食事療養の費用の水準は再

評価されてもよいのではないか、と述べている 8）。  

 

第二節 小売店中心型の食材調達  

 

1 病院給食の食材購入先  

 農林水産省が 1994 年に行った外食産業原材料需要構造調査によると、病

院給食における野菜の仕入先は、「スーパー・小売店」（ 63.1％）が最も多

く、「食材卸問屋」（21.5％）、「卸売市場（卸売会社、仲卸を含む）」

（15.3％）、「産地等（生産者、農・漁協等）」（0.0％）と続いている。ま

た、尾高も、病院給食における納品者として、集荷・配荷・保管機能および

物流機能から小売業者が一般的であることを指摘している 8）。  

 では、次項では、これまでみてきた病院給食の特徴を確認しながら、小売

店、およびそれと類似した機能を持つ仲卸業者からの購入実態について整理

していく。  

 

2 病院給食における納品者としての小売店  

（1）府中市民病院（旧 JA 府中総合病院）の概要と食材購入  

広島県府中市にある、府中病院は、1936 年に府中町立病院として開設、その

後、JA 広島厚生連府中総合病院として、地域の医療に貢献してきた。 2012 年
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から、地方独立行政法人府中病院機構府中市民病院に組織変更されている。許

可病床数は 150 床（一般 100 床・療養 50 床）である。  

給食提供業務を行う栄養科 9）  は、調理業務の一部委託を実施しているが、

献立などは病院側の管理栄養士が作成している。人員構成は、病院側の管理栄

養士 3 名、栄養士 1 名と、委託側の栄養士 2 名、調理師 2 名、調理員 13 名か

らなる。調理方式は、従来からのクックサーブ方式 10）  である。平均食数は約

345 食 /日（一回約 115 食）であり、食材料費は約 200 円 /食（一日約 500～600

円）であった。また、調理から提供までの時間的経過としては、朝食は、食数

変更締切時間が提供前日の 18 時、調理開始が 5 時 30 分、提供時間が 8 時とな

り、昼食は食数変更締切時間が 10 時 30 分、調理開始時間は 9 時、提供時間は

12 時となり、夕食は食数変更締切時間が 16 時 30 分、調理開始時間が 15 時、

提供時間が 18 時となっている。さらに、患者の病状に合わせた食事提供を行

うために、食種は 77 種類にのぼり、この食種のなかで、さらに細かい分類がな

されている。  

このように、病院給食は、入院患者に合わせた個別対応に加え、絶えず毎食

の食数の管理と変更への対応を迫られている。さらに、当該事例の管理栄養士

から聞き取った業務内容として、献立作成に加えて、栄養指導業務、NST11） を

含めた病棟業務を行っており、その活動範囲は多岐にわたっている。病院給食

においては、前述したとおり、栄養管理的側面と経営管理的側面があることが

特徴であったが、両者を現実に管理運営していくことはかなりの作業量となる。

業務委託することを除けば、一般的にこれらの両者を行うことが、病院管理栄

養士の業務であり、食材料の管理にかけることができる時間は限られている。

このことは、新たな購入経路の検討など地場産農産物活用の際の課題となる可

能性も含んでいる。  

次に、食材の購入先を見ていく。府中市民病院は、野菜や乾物、小麦粉など

を地元の小売店である河面食料品店から購入しており、その他に地域のスーパ

ーマーケット、地元農家から野菜を購入している。  

まず、河面食料品店から食材を購入する理由として、次の三点を挙げている。

第一に、急な注文に対して、即時の対応が可能であること。第二に、グラム単

位の正確な納品が可能なこと。第三に、価格が安い、鮮度がよい、旬の食材が
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あるといった情報を提供してくれることである。河面食料品店は、日曜日を除

く毎日、当日に使用する食材を病院に納品していることも特徴的である。次に、

スーパーマーケットからの購入は、河面食料品店からの購入と並行して行って

いる。これは、欠品リスクの分散をはかるためである。最後に、地元からの農

産物購入として、1999 年から専業のネギ農家 1 軒から青ネギの仕入れを行っ

ている。購入価格は、約 500 円 /kg の契約で、基本的には価格の変化はなく、2

～3 日に 1 回の購入頻度である。  

 

（2）河面食料品店の概要と食材納品の特徴  

 河面食料品店は 12）、広島県府中市の商店街にて野菜、果物、加工食品などを

販売している。構成員は社長、店長を務める後継者、家族、古くからの従業員

の 6 人である。河面食料品店の農産物仕入先は、①JA 福山市府中青果市場、②

地方卸売市場にある仲卸業者、および③農家であった。  

主な販売先は、店頭での消費者への販売、病院、老人福祉施設、保育所、養

護学校、個人料理店などであり、最近では、学校給食センターへの納品も開始

した。  

府中市民病院との取引関係は、1936 年に町立病院として開設された当初から

続いており、長い期間をかけて信頼関係を構築している。納品食品は、野菜、

果物、乾物などであり、日曜日以外は毎日、店長か従業員が納品を行っている。

また、納品の数量に関しては、グラム単位の調整が必要なものには、可能な限

り調整するという対応を行っている。また、受注商品の欠品については、数日

前に注文を受け取るため、欠品することは少ないが、もし欠品が発生した場合

は、病院に連絡し、代わりの食材を用意するなどの対応を行っていた。病院の

管理栄養士との関わりは、定期的な話し合いなどは行っていないが、納品予定

の商品の価格高騰や、旬の農産物などの情報がある場合には、その情報を納品

時に伝えるようにしている。  

 

（3）病院給食における食材料購入の特徴と納品者の要件  

 本事例から病院給食における食材料購入の特徴と納品者の要件をみていく。

病院給食は、一日三食かつ各患者の病状にあったものを提供しなければならな
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いが、その購入先管理を行う管理栄養士は給食管理と栄養指導などの多様な業

務を担っている。このような中で、小売店からの購入は、野菜や果物はもちろ

ん、小麦粉、片栗粉、缶詰、調味料なども同時に購入が可能であり、取引先を

絞り込むことで、検収時間の短縮、発注の煩雑さの減少などが可能となる。こ

のことより、病院給食における食材の調達先として、集荷機能と分荷機能に加

え、臨機応変な配達機能を持つ地域の小売店が選択されてきたことがわかる。  

 

3 病院給食の納品者としての仲卸業者と地産地消  

（1）屋島総合病院における地産地消の概要  

前項では、病院給食における納品者として、小売店が選択されてきた理由

を、事例検討を通じて明らかにしてきたが、本項では、小売店と同様に、集

荷・分荷・配達機能を有する市場内の仲卸業者を取り上げ、既存の流通経路を

利用した地場産農産物活用について検討する。  

まず、地産地消を行う屋島総合病院は、1948 年に設立され、高松市東部地

区の医療を担う病院として発展してきた。給食部門を担う栄養科の概要 13）

は、人員構成が管理栄養士 3 名、常勤調理師 5 名、パート調理師 5 名に、調

理員パート 3 名である。給食運営方法は直営であり、従来からのクックサー

ブによる食事提供を行っている。平均食数は約 567 食 /日（一回約 189 食）、

食材料費は約 252 円 /食（一日約 756 円）であった。  

屋島総合病院では、2010 年  6 月より病院経営側の働きかけを契機に、香川

県産農産物の優先的な購入が開始された。購入先は、本取り組みのために新た

に JA 香川県が紹介した高松市中央卸売市場内の仲卸業者である有限会社丸二

青果である。活動内容は、給食への県内産農産物の常用と、地産地消の日を設

け意識的に県内産農産物を使用するとともに、病棟へ掲示する献立表に活動を

載せ、患者へ周知することである。  

 ここでは、屋島総合病院の具体的な県内産農産物の選択的購入の実態をみて

いく。  

まず、当該事例の青果物の購入先は、活動開始以前は、小売店 1 軒のみから

の単価契約にて運営を行ってきたが、現在は丸二青果と、以前から単価契約を

行う小売店の 2 軒である。県内産農産物の購入については、JA 香川県の生産
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時期を記したカレンダーをもとに、丸二青果に発注している。丸二青果は、病

院の活動を理解しているため、県内産農産物を納品しており、欠品がある場合

には連絡がある。また、その場合にも、市場から他県産を調達し、納品してい

る。ただし、この時に課題となるのは価格である。これまで屋島総合病院は、

単価契約による青果物の購入を行っており、これによって価格変動による食材

料費の変動リスクを抑制してきた。しかしながら、丸二青果からの購入は時価

での納品であり、丸二青果からの県内産農産物の購入価格が上昇してきた場合

は、担当者が小売店からの購入へと変更している。  

   このような取り組みについて、当該病院の担当者は、以下の点を指摘してい

る。まず、丸二青果からの購入品目の増加については、県内産の農産物につい

て、さらに使用数量や品目の増加を検討すべきだと感じるが、日常業務の中で

発注時間のみに多くの時間を割くことは困難であること。次に、地元の JA と

の具体的な連携はできておらず、旬の情報などを通じた連携ができれば理想的

だが、お互い日常業務をこなす中で、その実現には至っていないことをあげて

いた。一方で、県内産農産物を使用することで、患者からは、野菜がおいしい

という評価や、鮮度の高さを感じていた。  

 

   （2）地場産農産物納品者としての仲卸業者  

   屋島総合病院へ県内産農産物を納品する丸二青果は 14）、1967 年高松市中央

卸売市場が設立されたと同時に、青果物販売を目的として創業し、92 年に有限

会社化した。その主な販売先は、スーパーマーケット、小売店、病院給食、老

人ホーム、ホテル、飲食店などである。販売金額としては、スーパーマーケッ

トが多くを占めるが、屋島総合病院を含めた四つの総合病院へ納品を行ってい

ることに特徴がある。その構成員は、創業者である社長と家族である取締役 3

名に、従業員を 3 名雇用している。主な仕入先は、同市場内の卸売業者である

高松青果株式会社と大一青果株式会社であり、一部促成野菜のみ大阪中央卸売

市場にある仲卸業者から購入している。  

 屋島総合病院との取引について、その特徴は開始の経緯にある。2010 年 4 月

頃、厚生連病院で地産地消を実施したいとの要望から、香川県青果連から卸売

業者である高松青果へ依頼があり、仲卸である丸二青果がこの納品を引き受け
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ることになった。この依頼以前から、500 以上の病床を持つ病院へ 20 年以上納

品していたため、納品に対する抵抗はなかった。これより、JA 香川県の農産物

は市場を介して卸売業者から仲卸業者、病院という従来の市場流通を利用した

納品形態となった。  

 

 （3）厚生連病院における地場産農産物活用と仲卸業者  

 屋島総合病院は、JA グループの一員であることから、経営側からの県内産農

産物使用方針が出されたことで、とくに優先的な購入が開始されている。この

厚生連病院に関しては、次章について詳しい検討を行うが、その納品先として、

小売店と同様に集荷・分荷・配達機能を有する仲卸業者が選定されたことは、

既存の流通システムにおいても使用方針を明確にすることで、地場産農産物が

使用可能であることを示唆している。とくに、市場内にある仲卸業者の場合は、

県内産がない場合、他産地の農産物を購入するという調達機能を有しており、

欠品リスクの低減につながる。このような、既存の市場流通システムを活用し

た選択的な地場産農産物活用は、地場産農産物導入において、比較的容易な導

入経路であるといえよう。  

 

第三節 学校給食における地産地消  

 

1 学校給食の歴史的変遷  

 本項では、その使用率の増加には課題を抱えるものの、地産地消の政策的推

進の一つである学校給食について検討を行い、そこから病院給食における地場

産農産物導入のための方策を検討していきたい。  

はじめに、学校給食における歴史的変遷をみていく。  

まず、わが国における学校給食のはじまりは、1889 年山形県鶴岡私立忠愛小

学校で、貧困家庭の児童を対象に実施されたことであった。その後、太平洋戦

争以前の学校給食は、 23 年から 26 年に児童の栄養改善のための方法が推奨さ

れるなど、一部の児童を対象に行われていたが、本格的な実施は第二次世界大

戦後となる。  

 戦後、1946 年 12 月に GHQ より給食用物資の贈呈式が永田町小学校で行わ
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れ、同時期に、文部・厚生・農林三省次官通達において「学校給食実施の普及

奨励について」が発され、戦後の学校給食の方針が出された。翌年 1 月からは

ララ物資を受け、全国都市の児童に対し週 2 回の給食がはじめられた。このと

き、文部省に代わって学校給食用物資の安定的集荷・供給を行うため同年 4 月

に財団法人日本学校衛生会学校給食事業部が発足した。この部署は、50 年 4 月

に財団法人日本学校給食会に業務移管している。また、 48 年 12 月文部省体育

局長通達「学校給食用物資の取り扱いについて」により各都道府県に物資の受

け入れ体制について指示が出された。これが現在の都道府県学校給食会の前身

である。  

 次に、49 年 10 月ユニセフ（国際連合児童基金）から脱脂粉乳の寄贈により

ミルク給食が開始される。さらに翌年からはガリオア基金により 8 大都市の小

学校児童に、パン、ミルク、おかずの完全給食が実施される。このように全国

的に完全給食が広がり始めた一方で、51 年には、サンフランシスコ講和条約調

印に伴い、ガリオア資金が打ち切られた。このため、国庫補助金による学校給

食の継続を要望が強く、52 年には小麦粉の半額国庫補助金が開始され、日本学

校給食会が脱脂粉乳の輸入業務を始めた。  

 54 年 6 月には、「学校給食法」が成立し、これにより実施体制が整った。翌

年 8 月には同法が公布され、10 月には日本学校給食会が発足している。さら

に、56 年には「米国余剰農産物に関する日米協定等」が調印され、アメリカの

小麦粉、脱脂粉乳の贈与が開始された。  

 ここまで戦前、戦後と児童の栄養改善を目的として実施されてきた学校給食

だが、58 年新学習指導要領の中で、学校給食が「学校行事」の中に位置づけら

れ、69 年にはその改訂により、学校給食が「特別活動における学級指導」とな

った。このころから教育の一環としての学校給食の歴史が始まったといえる。  

 このように学校給食が教育的視点を持ち始めた 50 年代には、その普及率は

伸び悩み、制度そのものの再検討が行われるようになった。この中で、学校給

食の完全実施を図るべきであり、共同調理場（センター）方式が最も合理的で

あるという指針が示された。これを受け、学校給食共同調理場の施設設備費、

学校栄養職員の設置費について補助制度が設けられた。  

 1970 年には保健体育審議会から文部大臣に対して「学校給食の改善方策につ
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いて」答申がなされ、食事内容の充実向上、給食実務の合理化、物資需給体制

の強化が取り上げられた。これは、統一献立、共同購入、共同調理の推進と、

物資のコールドチェーン化と大型冷蔵庫の設置を促すとともに、加工食品や冷

凍食品の使用増加につながった。  

 64 年には「学校給食牛乳供給事業の実施について」により脱脂粉乳から牛乳

へと切り替えられ、76 年には学校給食施行規則の改正により米飯給食が開始さ

れた。この頃より、これまでの脱脂粉乳や小麦粉の給食から、わが国の農業を

視野に入れた給食が始まった。  

 その後、学校給食の主たる動きは、業務運営の合理化に主眼が置かれ、共同

調理場方式への転換、非常勤職員の雇用、民間委託が進んでいく。  

 近年では、児童の食生活の乱れなどが注目を集め、食育の必要性が高まった。

これを受け、2005 年 4 月から栄養教諭制度が開始され、6 月には食育基本法が

公布、翌年 3 月には食育推進基本計画が策定された。さらに、08 年には学校給

食法の改正、13 年には第二次食育推進基本計画が出されている。  

 以上から、学校給食の特徴として、使用する給食食材はもちろん、その運営

に関して国の政策が大きく反映してきたことがわかる。学校給食においても、

その合理化路線は病院給食と同様であるが、教育的側面は強く認識されており、

給食提供における食材購入に関しても教育的配慮がなされていることが病院と

は異なる。  

 

  2 学校給食の実施状況  

 文部科学省が実施した調査によると 2010 年の学校給食の実施率は、小学校

は 99.2％、中学校は 85.4％であり、うち完全給食は小学校 98.1％、中学校 76.9％

となっている。また、調理方式別の完全給食実施状況は、単独調理場方式が

43.1％、共同調理場方式が 54.8％、その他調理方式 2.1％となっている。また、

外部委託状況については、運搬の 40.7％が最も多く委託化されており、調理が

31.1％、食器洗浄が 29.3％と続いている。さらに、その給食費は、小学校（中

学年）で月額 4,136 円、中学校で 4,707 円となっている。  

 ほとんどの小学校で完全給食が実施されているが、調理業務等の委託化に関

しては 3 割であり、直営で行う学校が多いことがわかる。  
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3 学校給食における食材調達経路  

 学校給食における食材調達は、自治体や学校ごとに独自の仕組みがあるとさ

れるが、先行研究より示された主な調達先を見ていく。  

 尾高は、地場産以外の国産野菜の調達のための生産・流通システムについて、

調理場は基本的に卸売市場に出荷されたものを納入業者経由で調達するシステ

ムとなっている、としたうえで、この理由を、価格の乱高下や地場産に比べる

と鮮度が低いことはあっても、卸売市場に出荷されたもののうち指定の規格を

調達しているために基本的には規格の問題はなく、数量確保の確実性は高いた

め、としている 15）。  

さらに、学校給食における食材購入の流通経路は、①財団法人学校給食研究

改善協会から都道府県学校給食会および市町村（学校給食会）を経由するルー

ト、②都道府県学校給食会および市町村（学校給食会）を経由するルート、③

市町村（学校給食会）を経由するルート、④業者から各学校や共同調理場が直

接購入するルートの四つに大別される。  

かつて、①や②においては、国の助成による米、小麦粉、脱脂粉乳、輸入牛

肉と、それらを原料として製造された製品等の指定物資および加工食品等の承

認物資の使用、都道府県学校給食会による指定物資、承認物資のほかに、調味

料、缶詰め製品、乾物類、冷凍食品などを取り扱いがみられた 16）。  

片岡は、このような食材供給について、調理方式の大規模化・合理化と相ま

って、保護者負担を抑えた安定的で均質化された学校給食の供給に寄与する一

方で、地域農業との関係を希薄化させた 17）、と述べている点には注目すべきで

ある。  

しかしながら、国が政策的に構築してきたルート（①と②）が減少するなか

で、市町村ごとでまとまって全物資あるいは一部物資の共同購入を実施すると

ころが増えており、地域や学校の実情に応じた食材が学校給食に利用されるよ

うになってきている。そのようななかで、都道府県学校給食会でも、地域の特

産物を活用して学校給食用物資を開発するなどの取り組みがみられるようにな

っている 13）。これは、優遇措置の廃止とともに、食育基本法の制定などから、

学校給食自体が食に関する指導として、教育的意味を強めてきたことを表して

いる。  
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4 学校給食における地場産農産物の使用状況  

 農林水産省が 2012 年に報告した調査によれば、公立小学校、給食センター、

共同調理場において、地場産物を利用した割合は、「ほぼ毎日利用」が 49.2％

であり、「積極的に利用することはない」、「無回答」を除く、利用率は 96.1％と

なっている。また、同じく農林水産省が 05 年に公表した農林水産統計では、

小・中学校の給食での地場産農産物の使用状況は、「恒常的に使用している」が

76.6％となっており、品目別にみると野菜は 87.9％であった。さらに、農畜産

業振興機構による 05 年の報告では、学校給食における地場産農産物の利用状

況として、「利用している」と回答した割合は 94.2％であり、うち野菜に関し

ては、「通年」が 44.4％、「季節的」が 55.6％となっている。  

 以上のように、いずれの調査からも、学校給食における地場産農産物の使用

率は高い傾向がみられる。次に、品目ベースの割合について検討していく。  

 2005 年の食育基本法公布をうけ、翌年食育推進基本計画が開始された。この

中で、学校給食においては、「学校給食における地場産物を使用する割合の増加」

として、2010 度までに 30％以上を目指すとして活動が展開されている。この

数値目標こそが品目ベースの使用率である。その実態 18）は、活動開始以前の

2004 度が 21.2％、開始時の 2006 度が 22.4％、そして 2012 度で 25.1％であっ

た。このように、その目標値には達せず、引き続き 2015 度までの延長が決ま

っている。  

 以上のように、使用率と品目ベースの使用率では、その捉え方は異なり、一

概に学校給食では地場産農産物の使用率が高いとは判断できない。品目ベース

の使用率も、活動開始当初よりは微増ながら上昇しており、活動の一定の成果

であると評価できるが、一方で使用品目を増加させることは容易でないことも

指摘できる。  

 

5 学校給食における地場産農産物の購入経路  

 農林水産省の 2012 年の調査によれば、地場産物の納入業者は「生産者・生

産者グループ」32.6％、「農協・漁協」14.4％、「流通業者（市場・八百屋等）」

37.5％、「直売所」3.4％となっている。  

 さらに、05 年の農林水産統計においては、地場農産物の仕入先として、「学
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校給食会」47.2％、「農協・JA 全農等」43.2％、「一般小売店」39.0％、「農家

（生産者団体含む）」38.7％があげられた。  

 また、同じく 05 年の農畜産業振興機構の報告では、地場産農産物の中でも、

地場産野菜のみで購入先をみていくと、「流通業者」36.9％、「生産者」23.8％、

「農協」22.0％、「直売所」7.8％、「学校給食会」6.3％となっていた。  

 このように、地場産農産物の購入先は、市場を経由した小売業者が 40％近く

を占めている一方で、生産者や農協といった購入経路があることが指摘される。

とくに、学校給食における地場産農産物の購入には、生産者や農協が積極的に

関わる事例が報告されている。  

 

6 学校給食における地場産農産物使用の課題  

 学校給食における地場産農産物使用の課題をみていく。  

まず、農林水産省が実施した 12 年に行った調査から、全国的な動向をみて

いくと、地場産物の利用を拡大するための課題として、「必要数量の確保」の

51.3％が最も多く、「必要品目の確保」が 32.3％、「品質の均質化」が 28.9％、

「価格の低下」が 20.7％、「関係者の相互理解の促進」が 19.0％となっている。  

この「数量の確保」、「品目の確保」、「品質の均質化」については、内藤らが

行った人口五万人以上都市および東京都区部の教育員会を対象に実施したアン

ケート調査でも類似した結果が報告されている 19）。  

新澤らは、石川県金沢市を事例にあげ、地場農産物学校給食利用拡大検討会

において、その問題点は、数量、価格、時期であるとしている。とくに時期に

ついては、年間で献立立案を行うために、出荷時期が明確に予定できない農産

物は使用が困難であるとしている 20）。  

また、農畜産業振興機構の調査からは、地場農産物を利用していない理由と

して「連携できる組織がない」としており、前述した内藤らの調査においても

同様の結果が指摘されている 21）。  

さらに、中村らは、学校栄養士を対象としたアンケート調査から、規格やサ

イズ、単価の上昇、安定供給への不安をあげた上で、「栄養士の地場産農産物に

関する知識や情報不足」、「栄養士に地元のネットワークがない」という課題を

あげている。これは、数年に一度転勤があるが故に、農家や農産物の情報に接
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する機会がないことが原因だと指摘している 22）。  

このように、学校給食における地場産農産物使用の課題には、「必要数量の確

保」、「必要品目の確保」、「価格に対する不安」が大きいことが指摘される。そ

の他に、栄養士のネットワークの不足など、使用環境が整わない原因として調

理側の課題もあげられていることがわかる。  

 

7 学校給食におけるコーディネーターの必要性  

 前項で指摘された「連携できる組織がない」といった課題に対して、先行研

究において、コーディネーターの必要性があげられている。  

 中村らは、農業関係者の 9 割以上は、地場産給食を推進するのは教育委員会

や栄養士と考え、これまでの学校給食における先進事例は、栄養士の本来の業

務でないことを、その「がんばり」に任せてきたからこその成功であるとして

いる。しかしながら、地産地消は農業政策における課題であり、地場の生産者

の掘り起こしと流通の確立は農政の仕事であると述べている。さらに、それを

利用し、食農教育として、きちんと子どもたちを教育するのが教育行政の仕事

である、としている 23）。  

 次に、尾高は、農畜産業振興機構と中村らの結果をふまえた上で、栄養職員

が単独で、地場産農産物を調達するための新たな生産・流通システムを構築す

ることは限界があるということであり、システムを構築するためには、栄養職

員以外の誰かが調理場と生産者の間の情報のコーディネーターを担う必要があ

る、としている 24）。  

 このように学校給食の先進事例地域においては、学校栄養士の熱心な活動が

その取り組みを牽引してきており、給食提供側の積極性は必要不可欠である。

一方で、活動を継続的に行うには、行政等の積極的な取り組みも重要であると

いう点は、病院給食においても同様である。  

 

8 社会的認知度と活動評価の高さ  

 学校給食における地産地消の特徴として、社会的認知度の高さと、活動に対

する評価の高さがある。  

 山田らは、学校給食への地場産食材の利用は、すでに長年の間に形成されて
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いた大量仕入れ・大量調理という「経済合理的」なシステムの改革を迫るもの

であり、その変換、導入においては地元の生産者、学校給食関係者、すなわち

地場食材の提供者と利用者双方の連携が、そして定着過程ではなによりも生徒・

父母など関係者全体の合意が必要である、としている。さらに、父母たちは地

場食材を学校給食に利用する良い点として「地域のよさを知る」をあげ、現状

またはそれ以上に地場食材を給食に取り入れることを望む父母は 95.6％に達

していることから、その継続拡大が受け入れられていたことを報告している 25）。 

 次に、中村らは、学校給食で食習慣を身につけた子どもたちが、食料の消費

構造を通して、将来の農業・食関連産業に影響を与えることは必至であると述

べている。  

 さらに、尾高は、地場産の使用割合が低いこと自体よりも、農協を含めた農

業生産の現場と、消費者や実需者との距離が大きく離れてしまったことの方が

深刻ではないか、としながら、学校給食における地場産農産物使用の取り組み

では、生産者が実需者である調理場のニーズや消費者である子どもたちの反応

を直接受け取り、さらに地域の関係者、とくに調理場と生産側が相互理解を通

じてよりよい解決法を見出すという過程に要点がある、と指摘している 26）。  

 このような指摘から、学校給食における地場産農産物の使用は、社会的評価

が高く、実施側である学校や農政のみでなく、消費側（児童・生徒）の保護者

からの継続・拡大の意向があることは大きな強みである。さらに、これらの活

動が、子どもたちの成長や食料選択にも影響があると認識されることでその重

要性も高まる。加えて、農業と食の乖離といった問題に対する一つの糸口とし

てもその活動は評価されていることがわかる。  

以上のように、学校給食において地場産農産産物を使用するという活動は社

会的に評価の高い活動であるがゆえに、今日の活動展開の根拠となっているこ

とが明らかとなった。この活動根拠とその効果は、病院給食に欠如している点

であり、本研究が明らかにすべき課題である。  
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第四節 病院給食における全国的な地場産農産物使用の動向  

 

1 病院給食における野菜の購入実態  

これまで、病院給食における給食経営管理と食材調達の一般的特徴、学校給

食における地場産農産物使用の実態をみてきたが、本節では、本研究が調査対

象とする病院給食における食材の購入経路と地場産農産物使用の動向を検討し

ていく。  

アンケート調査によれば生鮮野菜の購入先については、取引件数は「 2～3 軒」

57.0％が最も多く、「１軒」が 17.3％、「4～5 軒」が 14.9％と続いている。こ

の中で、最も購入金額の多い購入先は、「小売店」の 58.0％であり、「業務用食

材卸売業者」が 14.3％、「卸売市場（仲卸含む）」が 11.0％となっている。なお、

JA と答えた病院は 13 病院であり全体の 5.3％、全農と答えた病院は 1 病院の

0.4％であった。  

 このような購入先との取引年数は、「10 年以上」の 61.9％が最も多く、「5～

10 年未満」が 21.1％、「3～5 年未満」が 9.3％となり、取引関係は長い傾向が

みられた。また、購入先の変更については、「定期的ではないが、見直している」

47.0％、「定期的に見直している」が 27.1％、「見直してはいない」が 25.9％と、

7 割以上の病院でなんらかの検討を行っていることが示唆された。  

 さらに、購入時に重要となる価格の決定（確認）の方法については、「数社に

見積もりを依頼し、確認後購入」が 47.2％、「時価だが、価格変動が大きい場合

などは、知らせてもらうよう購入業者に依頼」が 31.2％、「契約取引のため一

定期間は固定性」が 8.8％であった。複数の業者からの見積もりのためには、複

数の購入先が必要であり、購入先件数が 2～3 軒であることと整合している。  

 購入業者へ要請している内容としては、「新鮮さ」（92.4％）が最も多く、「価

格帯」（69.7％）、「産地の明示」（67.3％）の順となっている。  

 購入業者へ依頼している中でも、3 位となった「産地の明示」であるが、生

鮮野菜を購入する際の産地意識としては、「国内産を意識している」が 58.8％、

「とくに意識していない」が 19.2％、「都道府県内産を意識している」が 13.2％

であった。なお、「市町村内産を意識している」と回答したのは 6.0％であり、

国内・都道府県内・市町村内産をそれぞれ意識している回答者は 7 割以上の一
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方で、意識していない回答者も 2 割程度いることがわかる。  

 産地については、大量調理施設衛生管理マニュアル 27）の中で、検品時に記

載することが義務付けられており、納品時には必ず確認するものの、その意識

には違いがあることが推測される。  

 また、現在の給食食材の中では、生鮮野菜とともに、冷凍野菜やカット野菜

が使用されているが、その使用割合を尋ねると、生鮮野菜の使用が「 7 割」と

するものが 22.2％、「8 割」が 15.1％、「6 割」が 13.5％と、多くの病院で主に

は生鮮野菜を使用していることがわかる。次に、冷凍野菜の使用割合は、「 2 割」

が 24.2％、「3 割」が 24.2％、「1 割」が 21.0％となり、カット野菜では、「0 割」

が 61.1％、「1 割」が 18.0％、「2 割」と「3 割」がともに 4.1％となっている。

生鮮野菜の 7～8 割の購入を補うのは冷凍野菜であり、カット野菜については

導入率が低いことがみてとれる。  

 

  2 全国的な地場産農産物の使用状況とその購入先  

 病院給食において地場産農産物の使用状況とその購入先を米・野菜・果物に

分類を行い検討する。  

 まず、地場産米であるが、その使用頻度は、「ほぼ毎日使用」の 71.6％が最も

多く、「まったく使用していない」が 24.7％、「ときどき使用」が 3.7％と続く。

その購入先は、「JA」が 37.4％、「小売店」が 23.0％、「業務用食材卸売業者」

が 15.3％であった。これより、各地域において県産米の使用率は高く、その購

入先として JA、小売店が半数以上を占めることがわかった。米については、貯

蔵性も高く、毎日購入する食材ではないため、使用の有無で「毎日使用」もし

くは「まったく使用しない」に分類されたことがわかる。  

 次に、地場産野菜については、使用頻度は、「ほぼ毎日使用」が 56.3％、「と

きどき使用」が 31.3％、「まったく使用していない」が 12.5％となり、購入先

は「小売店」が 67.1％、「業務用食材卸売業者」が 14.5％、「卸売業者（仲卸含

む）」が 12.3％であった。なお、「JA」は 11.4％、「生産者組織」は 4.4％、「個

人農家」は 3.5％、「直売所」は 2.6％、「全農」は 0.9％となっていた。  

 地場産野菜に関しては、米と比較しても、恒常的な使用率は低下するが、毎

日納品される食材の中で、8 割以上の病院において使用経験があることがわか
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る。ただし、その購入先は、JA や生産者とのつながりではなく、既存の流通機

能の中からの購入であることが示唆される。  

 最後に、地場産果物の使用頻度と購入先である。使用頻度は、「ときどき使用」

が 66.9％、「まったく使用していない」が 21.3％、「ほぼ毎日使用」が 11.7％、

となり、購入先は「小売店」が 64.0％、「業務用食材卸売業者」が 11.3％、「卸

売市場（仲卸含む）」が 12.2％であった。  

 果物について、「ときどき使用」が最も多かった理由として、病院給食におい

て毎食提供されるものではなく、また旬の出回り時期にも大きく左右されるた

めであろう。ただし、「まったく使用していない」と回答した割合も 2 割以上み

られることは注視すべきである。また、購入先については、地場産野菜と同様

の結果が得られており、野菜と果物については同業者から購入していることが

わかる。  

 

  3 全国的な地場産農産物の活用状況と患者の評価  

 地場産農産物の使用の経緯については、「従来から使用」 38.9％で最も多く、

「給食提供部門の意思」が 28.1％、「病院グループとしての意向」が 12.3％と

続く。従来から使用については、その明確な開始理由が把握できないが、これ

までの使用を継続していることがみてとれる。他方、給食提供部門で開始した

病院は全体の約 3 割程度であり、多いとは言い難い。  

 次に、使用目的は、「給食の質の向上」が 57.0％、「喫食者の満足度の向上」

が 53.1％といった給食サービスの向上における意見が多くを占めている。他方、

農業振興を目的とした意見として「地域農業活性化への貢献」の 36.7％、「農

業者や JA との関係強化」の 14.5％、「地場産農産物の認知度の向上」の 10.6％

があげられている。全体から見れば高いとは言い難いが、農業に関心を持つ病

院があることは、今後の活動展開における可能性が感じられる。  

  さらに、とくに意識して取り組んでいる活動として、「地場産農産物を使用し、

季節や旬を意識した食事を提供」が 65.2％と、「地場産農産物を使用し、郷土

食の提供」が 33.3％で上位となっている。他方、「とくに意識していない」病院

も 28.5％で 3 割近く存在しており、活動は行っていない病院があることも指摘

できる。  
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  なお、少数ではあるが、「購入先（JA、生産者、生産者組織など）との交流の

場の設置」を行っている病院が 6 病院（2.9％）あることは、全国的にみれば稀

な活動ではあるが、取り組みの実態があることは特筆すべき点である。  

 次に、地場産農産物を使用することでの影響をみる。  

 第一に、使用におけるメリットであるが、「鮮度がよい」（ 73.1％）、「安心感

がある」（54.8％）、「安全性が高い」（37.5％）の順となっており、鮮度の高さ

を評価していることがわかる。  

 第二に、患者の評価であるが、「どちらともいえない」（ 48.3％）、「良い」

（42.6％）、「たいへん良い」（9.1％）となっている。「悪い」、「たいへん悪い」

といった選択肢が 0 であったことには注目しておかなければならない。  

 第三に、喫食率であるが、「変化なし」（61.3％）、「良い」（34.8％）、「たいへ

ん良い」（3.9％）であるが、患者の評価と同様に、「悪い」、「たいへん悪い」と

いった選択肢は 0 であった。  

 とくに、患者の評価と喫食率においては、患者ではなく病院の管理栄養士の

意見ではあるが、マイナスの評価がないことが最も重要であるといえる。  

 

4 地場産農産物活用に向けた課題とその解決方法  

 今後、病院給食において地場産農産物を活用するための課題を図 1-2 に示し

た。1 位から 5 位まで選択を依頼した。この結果、1 位から 5 位に選択された

項目をすべて 1 としてカウントすると、1 位「必要数量の不足」（63.6％）、2 位

「必要品目の不足」（56.6％）、3 位「価格が不安定」（45.0％）、4 位「欠品リス

クの高さ」（40.9％）、5 位「収穫時期の不明確さ」（37.6％）となる。  
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この課題については、本章の第 3 節 6 項で、学校給食における使用課題を示

したが、必要数量と品目の確保においては、共通の課題であることが指摘され

る。  

 また、3 位となった「価格が不安定」とともに、6 位に「価格が高い」36.0％

が上がっており、価格の変動に対する課題を強く感じていることがわかる。価

格については、学校給食においても、類似した結果が示されている。  

 さらに、「どのような地場産農産物があるかわからない」と回答した病院が

24.0％あったことから、その認知度の低さは大きな課題であり、給食分野にお

ける広報活動の必要性を示唆している。  

 次に、課題の解決方法について図 1-3 に示す。なお、課題の解決方法につい

ても、1 位から 5 位まで選択を依頼し、同様の方法で集計を行った。結果、1 位

「数量を確保するための体制の整備」（69.3％）、2 位「天候等で欠品となった

場合の補完体制の構築」（60.7％）、3 位「品目を確保するための体制の整備」

（57.8％）、4 位「品質・規格に関する基準作成」（46.3％）、5 位「収穫時期な

ど生産に関する情報の共有」（44.3％）となり、使用課題に対する解決として整

合性のとれたものとなっている。  
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注 1）富岡ほか［5］pp.23～24 を参照。  

2）富岡ほか［5］p.39 を参照。  

3）富岡ほか［5］pp.242～243 を参照。  

4）入院時食事療養（Ⅰ）の算定には、管理栄養士・栄養士による食事療養、

適時適温での食事提供などの基準が存在している。  

5）アンケート調査より、94.1%の病院が入院時食事療養（Ⅰ）を算定してい

た。  

6）入院時食事療養（Ⅱ）では、１食につき、506 円の算定となる。  

7）この 640 円の内訳は、図 1-1 に示すように、健康保険からまかなわれる

入院時食事療養費支給額と、入院時食事療養標準負担額として患者負担（1

食につき 260 円）を合わせた額となる。なお、特別食加算と食堂加算につ

いては、入院時食事療養費支給額からの支給である。  

8）尾高［7］pp.123～137 を参照。  

9）2012 年 4 月のリアリング調査を参照。  

10）クックサーブとは、食材を加熱調理した後、速やかに提供する方法。  
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資料：アンケート調査より筆者作成  
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11）NST（nutritional support team）栄養サポートチームとは、患者に対し

て最適な栄養管理サービスを医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床

検査技師などの多職種で構成するチームで行うことである。  

12）2012 年 5 月のヒアリング調査を参照。  

13）2013 年 8 月のヒアリング調査を参照。  

14）2013 年 8 月のヒアリング調査を参照。  

15）尾高［11］p.15 を参照。  

16）内藤ら［9］pp.23～26 を参照。  

17）片岡［12］p.3 を参照。  

18）文部科学省では、平成 24 年度の調査対象期間を、（1）6 月 11 日～15 日

（2）11 月 12 日～16 日とし、完全給食を実施する公立の小学校、中学

校、および中等教育学校戦記課程、夜間定時制高等学校のうち、単独調

理場方式の学校については 50 校に 1 校の割合で、共同調理場方式につ

いては 50 場に 1 場の割合で、各都道府県教育委員会が選定した 458 校

（調理場）を対象に調査を実施している。また、内容は各 5 日間の学校

給食の献立に使用した食品のうち、当該都道府県で生産、収穫、水揚さ

れた食材の使用率である。［16］を参照。  

19）内藤ら［9］p.67 を参照。  

20）新澤ら［17］p.238 を参照。  

21）農畜産業振興機構［15］p.3 と、内藤ら［9］p.67 を参照。  

22）中村ら［17］p.98 を参照。  

23）中村ら［17］pp.102～103 を参照。  

24）尾高［11］pp.26～pp27 を参照。  

25）山田ら［18］p.260 を参照。  

26）尾高［11］p.110 を参照。  

27）給食施設における衛生管理の要領について示したものであり、給食管理

者にとって日常業務の具体的な給食運営上の参考指針となるもの。

HACCP の概念を取り入れ、調理過程（原材料の受け入れ段階から提供

まで）における重要管理事項を示すとともに、衛生管理体制を確立し、

これらの重要管理事項について点検・記録を行い、必要な改善措置を講



33 

 

じる必要があるとしている。  
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第二章 農業協同組合の厚生事業を担う厚生連病院における

給食のあり方 

 

第一節 はじめに  

本章では、厚生連病院の地場産農産物使用状況を明確化し、農業協同組合の

一員としての病院給食のあり方を示す。そのために、病院給食における地場産

農産物の使用を、池上の提唱している「農村の地域キャピタルと医療・福祉・

介護が結びつき、経済的循環と物質的循環が形成される社会である『アグロ・

メディコ・ポリス』」を援用し、その検討を進めていく。  

厚生連病院については、第一章において屋島総合病院をとりあげ、JA グルー

プの病院であることを意識した取り組みが存在することを明らかにした。さら

に、尾高によれば、2009 年度に 84.9％の厚生連病院が地場産野菜を使用して

いたとの報告がなされており、この他にも厚生連病院に勤務する管理栄養士自

身の当該活動における研究報告、新聞報道など、近年、厚生連病院に着目すれ

ば、地場産農産物活用が複数報告されつつある。  

ただし、現在では、全国的な厚生連病院での活動の普及率や展開の実態、JA

グループとしての意向や意識などは不明であるとともに、厚生連病院における

給食といえども、他病院と同様に、多くの制度や食材料費の制約といった条件

は存在している。よって、厚生連病院における地場産農産物の使用の現状から

課題を抽出し、その事例を検討していくことは、全国的な取り組みに敷衍する

際の一つの指標ともなりえる。  

そのために、本章では、以下の検討を行っていく。  

第一に、本章の理論展開の基軸となる「アグロ・メディコ・ポリス」につい

て、理論的枠組みを整理し、病院給食と地域農業との循環について考察を行う。

第二に、厚生連病院の成り立ちと組織概要について整序し、厚生連病院のあり

方について検討する。  

さらに、農村医療の中心ともいわれる JA 長野厚生連の 2 病院の事例を取り

上げる。そのため、第三には、厚生連病院の中でも、その農村医療活動が多く

取り上げられる JA 長野厚生連佐久総合病院（以下、佐久病院と略す）におい

て、複数の分院を持ち、地域拠点病院としてセントラルキッチン化を図る一方
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で、佐久浅間農業協同組合野菜加工センター（以下、加工センターと略す）と

の国産カット野菜導入による地域農業活性化への貢献の方策を検討する。第四

に、JA 長野厚生連新町病院（以下、新町病院と略す）と、A・コープしんまち

店（以下、A コープと略す）の事例から、山間地域の厚生連病院における長期

間の系統利用と、その購入動機を醸成する要因を明らかにしていく。第五に、

厚生連病院における地場産農産物使用の実態と特徴を、アンケート調査の結果

から検討していく。  

 

第二節 アグロ・メディコ・ポリスと病院給食  

 

1 アグロ・メディコ・ポリスの理論的枠組み  

アグロ・メディコ・ポリスとは、池上が 1996 年に『持続的農村の形成』にお

いて、はじめて提起した。その後、2013 年の『農の福祉力』の中で、この概念

を「農村の地域キャピタルが、医療、保健、福祉と緊密に結びつき、それぞれ

の間に経済的循環と、物的循環が形成されている地域社会を指す。」としている。

このアグロ・メディコ・ポリスとは、三つの領域からなっており、アグロとは

agriculture つまり農業、メディコとは medical care すなわち医療、ポリスと

は、古代ギリシャの都市社会 polis から、あるまとまった範囲の社会を示して

いる。  

次に、ここでの地域キャピタルとは、実際上役立っていたり商品として使わ

れていたりする地域資源だけでなく、「遊び」あるいは「ゆとり」を含んでいる。

つまり、有用価値や利用可能性、あるいは使用価値や交換価値を超えた「無用

のもの」こそが、地域資源の価値を発現したりその存在を持続的にしたりする

うえで重要なキャピタルと定義されている。この意味から、農や食はいうまで

もなく、それが営まれる生活、社会関係と自然空間の全体が地域キャピタルの

対象となる。  

この地域キャピタル論について、池上は、ソーシャル・キャピタル論や社会

的共通資本をあげ、これらは基本的に経済発展あるいは市場価値の増大に奉仕

する（少なくともそれを前提とする）「キャピタル」としての性格、すなわちフ

ローの源泉という意味合いが強いといってよい。しかし、そうした把握の方法
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では、（日本の）農村地域における豊かさとその淵源（背景・基盤）にある地域

キャピタルを十分に説明できない。つまり、「そこのあること」の豊かさが見え

るような認識枠組みが地域キャピタルである、としている。  

このように、地域キャピタルとは、地域資源を資本に置き換えるのではなく、

資本に置き換えることが不可能な存在を地域、とりわけ農村地域における豊か

さを理論化している。そのため、アグロ・メディコ・ポリスが形成される場と

しての健全な農業・農村環境は、必ずしも経済的意味は大きくないか、ほとん

ど持たない地域キャピタルであるにも関わらず、それがないと、アグロ・メデ

ィコ・ポリスが成り立たないとされているのである。  

 

  2 アグロ・メディコ・ポリスの機能  

アグロ・メディコ・ポリスを機能面からみていくと、その機能は①医療・保

健・介護の側面、②環境的側面、③個人・集団・組織の社会関係と制度に関す

る側面、④産業的側面の四点に整序される。  

まず、①医療・保健・介護の側面においては、その本来の業務に他ならない

が、とくに地域内での病院を中心とした医療運動や健康管理があげられる。次

に、②環境的側面には、景観や生態系保全があげられるが、アグロ・メディコ・

ポリスにおいて、環境的側面が重要なのは、暮らしのウェルビーイングを高め

るうえで不可欠の要素であるだけでなく、農村地域キャピタルの淵源になって

いるからである。さらに、③個人・集団・組織の社会関係と制度に関する側面

として、農村文化活動があげられる。農村文化活動自身は精神的充実や生きが

いの強化という面で大きな成果をあげるが、どちらかというと私的な性格が強

いと理解されがちである。しかしながら、農村文化活動が社会的にも重要なの

は人びとの交流・移動が活発になり、そのことによってさまざまなネットワー

クの結び目が生まれたり、異なった機能・領域の取り組みを連携させて実践す

る際に重要なお互いの共通理解あるいは「共通言語」をえたりすることが可能

となるためである。最後に、④産業的側面についてみていく。アグロ・メディ

コ・ポリスの産業的側面は、三つの圏域に分けられている。 1 次圏は病院、医

院や診療所といった医療機関、薬局、医療や看護の教育機関、医療研究所など

からなる。2 次圏は、介護・介護関連サービス機関、シルバー・ビレッジ、給食
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やリネンなどのサービス提供機関などである。 3 次圏は食材の供給や配送、病

院での直売所運営グループなどから構成されている。このように、地域に病院

があることで、医療の提供やそのための専門職の養成はもとより、介護施設の

充足や、取引業者や近隣の小売店などへの波及効果も含めた経済的循環、物的

循環がみてとれる。  

このアグロ・メディコ・ポリスが構想される理由として、「地域社会のみんな

が属性や立場を超えて、安心して生き生きと暮らす（良く生きる）ためには、

医療、保健、福祉が地域社会に根ざしてしなければならない。さらに、安全な

食べ物と健全な環境と生命あふれる世界がその基盤をなすはずである。」とい

う考えに立脚している。ここにこそ、農業・農村と医療・保健・福祉が有機的・

複合的に結びつくアグロ・メディコ・ポリスの根拠がある。この結びつきを媒

介するのが、食（食文化）であり、それぞれの主体を取り結ぶのが地域文化で

ある。  

 

  3 病院給食におけるアグロ・メディコ・ポリスからの示唆  

これまで、池上の提唱するアグロ・メディコ・ポリスをみてきたが、本研究

において、その理論的枠組みは示唆的である。  

第一に、農業・農村と医療における循環の必要性を指摘している点である。

とくに、医療を中心に地域再生を図る「産業（雇用）創出」というのみでなく、

農業にまで視点を広げ、加えて、その地域における経済的循環と物的循環を示

しており、これを病院給食、とくに、厚生連病院において地域で生産された農

産物を使用することの意義と重複する。  

第二に、アグロ・メディコ・ポリスにおいて、健全な農業・農村環境は、必

ずしも経済的意味が大きくないが、それらがなければアグロ・メディコ・ポリ

スは成立しないという、前提条件が指摘されている点である。病院給食は、ひ

とつの総合病院においても、一品目の使用量は多いとは言い難い。そのため、

地場産農産物を使用することでの急激な需要拡大への貢献度は小さい。しかし

ながら、地域農業を食材の購入先ととらえ、購入を継続していくことは、今あ

る地域農業を買い支えるという病院から農村への視点と、地域の病院に農産物

を継続的に納品することで、安定的な販売経路の確保と病院給食の質的向上へ
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寄与するという意義において農村から病院への視点は重要である。  

第三に、農業・農村と医療・保健・福祉を媒介するものとして食（食文化）

をあげている点である。食とは本来もっとも個人的な行動であり、その選択は

個々人に委ねられるべきものである。しかしながら、病院給食とは、それらの

個人的選択行為を、受動的行為に変えた上、治療の一環としての機能を付加し

ている。この食事に、いわゆる風土や季節を感じることができる地場産農産物

を使用することは、農村すなわち生活の場や自宅といった生活を患者に意識さ

せ、有機的につなげる役割を食事が担っているといえよう。  

 

第三節 厚生連病院の成り立ちと組織概要  

 

  1 厚生連病院の歴史的変遷  

 厚生連病院の成り立ちを、協同組合の思想、歴史、現状などを一冊にまとめ

た『新版 協同組合事典』よりみていく。  

 わが国の医療制度は、明治の初期、開業医制度を中心に発達したが、自由主

義経済のなかで、医療機関は都市部に集中し、農村では無医村地区が増加し、

地域住民の貧困と相まって医療を求めることが容易ではなかった。このような

中、産業組合による医療利用組合がわが国に初めて誕生したのは、1919 年、島

根県鹿足郡青原村の無限責任青原村信用販売購買利用組合においてであり、医

療費軽減を目的として実費診療所を開設し、医療事業を兼営した。その後、大

正末期から昭和初期までのころに、産業組合による診療所経営は全国各地に広

がったが、小規模な経営組織では、経営的にも不安定であり、有効な事業運営

も達成できないことから、1928 年に、青森市に 1 市 1 町 21 か村から成る広区

域医療組合が設立され、ここに初めて農民による病院が誕生することとなった。

これを契機に、各地に広区域医療組合が設立された。  

 このころまで自主的発展過程にあった医療組合運動も、1937 年の日中戦争に

始まる戦時体制のもとで、41 年には全国購買販売組合連合会に統合される。さ

らに、43 年 3 月の農業団体の再編成にあたり、翌 2 月には、都道府県農業会の

経営に移管されることとなったが、病院、診療所施設は、その後も戦時下にお

ける農村の保健衛生は重要であるとして続々と新設され、47 年の農業会解散時



40 

 

には 169 病院、347 診療所にのぼった。  

 47 年の農業会の解散にともなって農業協同組合制度が発足し、翌 6 月から設

立の始まっていた厚生農業協同組合連合会（厚生連）が旧農業会の医療・保健

事業を継承することとなった。  

 この旧農業会からの医療・保健事業の引継ぎは、旧農業会が保有していた膨

大な欠損金の影響を受けることにより、厚生連自身の自己資本の造成が思うよ

うにいかず、病院経営の基本的問題を抱えたままでの運営を迫られた。さらに、

時を同じくして 48 年 7 月に医療法が制定され、近代的な病院管理運営が推し

進められることとなり、施設の設備充実や看護・給食部門の画期的な改善が求

められたが、当時の厚生連には、先の理由と、戦後のインフレーションにより、

困難な状況であった。さらに、農協組織による経営の役割は終わったとの考え

もあり、複数県において県や市町村にその経営を移管、解散するなどの動きも

みられた。  

 そんな中、51 年、厚生連は、日本赤十字社、済生会とともに医療法に基づく

公的医療機関の指定を受け、これを契機として、固定資産税や登録税などの免

除も実現し、国庫補助金導入の足掛かりができ、さらに 53 年には、農林漁業資

金導入など制度融資の道が開かれた。次に、84 年の法人税法の改正により「厚

生連の行う医療保健業に係る法人税非課税措置」が 85 年から実現した。これ

は、厚生連の全身である産業組合による医療組合運動が農村の医療福祉に貢献

した実績、さらに第 2 次世界大戦後から現在に至る間、公的医療機関としてへ

き地の医療確保に果たしてきた実績が評価されたといえる。  

 また、今後の農協組織における医療保健事業の運営にあたっては、公益の増

進に寄与する観点に立ち、地域医療の確保について、つぎのような方策の進展

を図ることとしている。①会員農協組合員に対する健康管理活動により積極的

な対応を図る。②公的医療機関としての使命の達成と医療の質的向上を図る。

③利益計上分は、法定準備金および特別積立金として積み立て、その残余は翌

期に繰り越すよう内部保留に努める。④医療施設の整備にあたっては、別途資

本の調達方策を検討し、ひきつづき固定資金の造成に努める。⑤病院施設をも

たない厚生連は、公的医療機関として公益増進に寄与する事業を営むに足りる

保健施設の整備に努める。  
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 以上が、厚生連病院の成り立ちから歴史的変遷であるが、厚生連病院は、農

村地域における医療確保を目的として、農民の手により設立されてきた歴史的

背景がみてとれる。なお、近年では、その役割を公的医療機関として担うこと

が求められている。  

 

  2 厚生連病院の特性  

 前項では、厚生連病院における成り立ちと歴史的変遷をみてきたが、次に、

現在の厚生連病院の特性を全国厚生農業協同組合連合会の発行する「平成 24 年  

厚生連事業の概要」から考察していく。  

 厚生連の施設数は病院 114、診療所 63 であり、その他に介護老人保健施設

32、訪問看護ステーション 104、在宅介護支援センター12 などに上る。その特

徴的な事業としてへき地巡回診療車や、生活習慣病検診車を多く保有し、農村

検診センターを併設するなど地域保健活動に積極的な点があげられる。  

 立地条件として、厚生連の 41.7％が人口 5 万人未満の市町村に立地してい

る。日本赤十字社の 17.5％、済生会の 12.5％と比較すると、厚生連病院の特徴

の一つが明らかとなる。  

 また、へき地医療においても、21 の病院が拠点病院の指定を受けており、へ

き地における巡回診療、へき地診療所への医師の派遣等を行っている。  

 この他にも、地域住民の健康管理を目的とした検診や、臨床研修指定病院と

して医師の臨床研修、看護師養成所の設置による看護師の育成から、近年では

老人福祉事業も展開しており、農村地域における医療・保健・介護の担い手と

して機能していることがみてとれる。  

 

  3 厚生連病院と農業・農村との関係性  

これまでみてきたように、JA グループの厚生事業を担う厚生連病院は、農村

を中心に発展してきており、現在では、公的医療機関としての立場が強く求め

られている。都市部にも複数の厚生連病院を持つようになった今日においても、

いまだ日本赤十字社や済生会といった公的病院に比べ、人口 5 万人未満の市町

村に多く、公的病院の中でも、へき地医療拠点病院の指定を受けている施設が

多いことはその特徴であり、農村地域の総合的な医療・福祉・介護の担い手で
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あることは、その存在意義ともいえる。  

そもそも、厚生連病院は、JA グループの一員であり、間接的ではあるが、組

合員の出資によって成り立っている。このことから、協同組合の特性としての、

組合員の「三位一体性」は無視できない。つまり、患者が組合員であれば、出

資者（所有者）であり、事業利用者であり、運営参画者でもある。  

協同組合が組合員に対して有益な活動を行うことは基本であり、このことを

前提条件に事業は展開されていくべきである。なおかつ、今日の農協には、協

同組合としての共益性（メンバーシップ）に加えて、地域に対する公益性（地

域公益性）を持つことが指摘されており 1）、このことは医療機関である厚生連

病院においても基本的性格は同じである。よって、厚生連病院は、その事業を

通じて、組合員、地域への対応を行うことが求められているのである。  

 

第四節  地域拠点病院としてのセントラルキッチン化と JA カット

野菜導入  

 

1 JA 長野厚生連の概要  

はじめに、本節と次節において事例を取り上げる JA 長野厚生連の概要につ

いて整理しておきたい 2）。  

JA 長野厚生連の歴史は、1934 年の上伊那南部病院組合 11 村の産業組合に

よる有限責任購買利用組合昭和病院設立許可と、翌年の病院開設から始まる。

その後、43 年に、長野県農業会が設立され、昭和病院は県農業会に移譲される。

44 年には、県農業会佐久病院開設（のちに、佐久総合病院と改称）、翌年には

県農業会北信病院開設（のちに、北信総合病院と改称）と、次々と病院が設立

されてきた。そして、50 年に、現在の長野県厚生農業協同組合連合会が発足し

た。  

施設としては、13 年 3 月 31 日時点で、主な施設として、病院が 14（付属病

院含む）であり、病床数は 4,217 床、診療所が 11、訪問看護ステーションが 21、

介護老人保健施設が 10 となっている。さらに、この病院の中には、へき地医療

拠点病院や、災害拠点病院、救命救急センターなどが存在し、地域医療、救急

医療、へき地医療といった幅広い医療体制を提供している。  
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また、JA 長野厚生連の中でも、佐久総合病院における地域活動は、特筆すべ

き活動といえる。発足当初の佐久総合病院は、院長、看護婦（当時）、事務員、

薬剤師、運転手の 7 名でスタートしたが、1945 年に、赴任した若月俊一医師に

より、病院の発展がはじまった。若月医師は、赴任時の 12 月から出張診療活動

を開始し、農村に自らが出向くことで、潜在疾病や手遅れが多かった患者を診

療した。さらに、診療の後には、衛生講話と演劇を行い予防教育に力を入れた。

また、コーラス、吹奏楽団などの音楽活動や舞踊など文化活動を通じて地域へ

出ていき、地域住民と病院との仲間意識を深めた。このような活動を行うこと

で、医療と地域、病院と地域を結び付けた。本活動を行うことで、農家の暮ら

しを観察し、その地域における衛生環境の問題点を抽出し、改善につなげるこ

とが可能となった。  

さらに若月医師は、1947 年に、第一回農村医学研究会を佐久総合病院で開催

し、1952 年には、日本農村医学会を設立、現在佐久総合病院には日本農村医学

研究所がある。  

以上のように、JA 長野厚生連は、山間地域を多く包括しており、その歴史か

ら、農村医療や地域医療の発展に大きく貢献してきたことがわかる。さらに、

この佐久総合病院は、池上の提唱する『アグロ・メディコ・ポリス』の構想の

中心としても取り上げられている。  

 

  2 佐久総合病院の概要と食材調達  

 佐久病院は、前節で述べたとおり、1944 年に県農業会佐久病院として開設さ

れた。佐久病院の所在する長野県佐久市は、長野県下四つの平の一つ佐久平の

中央に位置し、四方を浅間山、八ヶ岳、蓼科山、荒船山などの山々に囲まれた

高原都市である。当病院の特徴は、地域の拠点病院として、地域医療ネットワ

ークを持つことである。その診療圏は、神奈川県よりやや広いが、人口密度は

20 分の 1 というように、広域的で人口密度は低い。とくに南部には多くの過疎

地が存在し、医療機関は極端に少ない。このような地域のすべての国保診療所

に常勤医師を派遣し、その中核となる分院や付属診療所、老人保健施設、特別

養護老人ホーム、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、地域包括支援

センター、宅老所を運営し、これらを有機的、機能的にネットワークを形成し、
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地域包括的医療を担っている。病床数は、佐久病院が 821 床、美里分院が 120

床、小海分院が 99 床である。  

 佐久病院の栄養科 3）は、管理栄養士 16 名、栄養士 8 名、調理師 5 名、調理

員（技術員助手）37 名からなる。給食運営を直営（ただし、分院は委託化）で

行っており、平均食数は約 1620 食 /日（一回約 540 食）、食材料費は約 260 円 /

食（一日約 780 円）であった。調理方法はクックサーブにて、食事を提供して

いる。  

 佐久病院は、2013 年度に基幹医療センター開設をはじめとした、病院の再構

築を図っている。栄養科における大きな変化として、セントラルキッチン化が

ある。セントラルキッチンでは、佐久病院のみでなく分院と地域への治療食の

宅配を含めて、その提供可能食数は 2,800 食となることが計画されている。  

 セントラルキッチン稼働後も、業務委託等は行わず、今の人員のままでの運

営を行う予定であるが、食材調達においては、その購入先が大きく変化した。

それは、管内にある JA 佐久浅間からのカット野菜の購入である。このために、

栄養科では、2011 年から試験的にカット野菜の使用を開始し、病院で使用する

規格に合わせたカット野菜の開発を加工センターと共同で行っている。なお、

2013 年 4 月現在では、日曜を除く毎日、きゃべつ、人参、白菜、タマネギとい

った品目が納品されている。  

 また、それ以外の生鮮野菜については、病院の給食提供開始時から取引のあ

る仲卸業者から購入している。  

 

  3 多様な地場産農産物の活用と今後の方針   

 野菜の主な購入先は、前述した仲卸業者と加工センターだが、この他にも、

品目ごとに、独自の購入ルートを持っている。まず、肉や米、りんごジュース

といった食材は県産のものを、長いも、じゃがいもは旬の時期には地元農家か

ら生産されたものを購入している。長いもに関しては、低農薬で生産されてお

り、農家からの依頼で使用を開始した。また、食事と同時に提供するお茶は、

静岡の農家から無農薬栽培で作られたものを購入している。これも農家からの

働きかけにより実現したものであり、お茶農家は病院祭にも参加するなど、実

際の交流もある。価格は高いが、注文すると病院用にお茶を作ってくれ、その



45 

 

取引関係は 10 年以上継続している。この他にも、静岡の農家から、無農薬のみ

かんやレモンを購入している。  

 このような食材購入に関して、開始理由を当時の栄養科担当者にヒアリング

調査を行った。その結果は、以下の通りである。  

担当者は給食の食材にも使われる輸入品の実態を確認するため、病院の研究

員や他県の管理栄養士たちと横浜の港を見学した。その際に、輸入野菜の鮮度

や表示について疑問を持ち、患者には安全なものを提供したいと感じた。その

ためには、地域、県内産、国産という優先順位で使用するという意識につなが

り、地産地消に限らず、安全な食事を提供したいとの思いから、地元農家やこ

だわりのある農家との取引を続けてきた。このような取り組みに関しては、患

者へのアピールなどは行っていないが、食事内容とそれに伴う対応も含め、現

在の形を維持してほしいという要望があるため、セントラルキッチンへ移行し

ても、継続したいと考えている。  

 

4 JA 佐久浅間野菜加工開発センターの概要  

 当病院にカット野菜を納品しているのは、 JA 佐久浅間の施設である野菜加

工開発センターである 4）。加工センターは、ファストフードを中心とした外食

産業の発展と、レタスやキャベツなど高原野菜産地農家のニーズを結びつける

ために旧小沼農業協同組合が 1980 年から取り組んだカット野菜試験製造施設

に始まる。その後、組合の合併により JA 佐久浅間の施設となった。  

主に、大手ファストフードチェーンへのカットレタスの製造販売が 97％であ

り、残りの 3％は、佐久病院、給食委託会社、地元宿泊業者、地元青果店への

販売となっている。  

従業員数は、2 工場で 85 名、うちセンターは 24 名が勤務しているが、病院

用の製造に関する人員の増加は行っていない。  

主な主原料の仕入先は、①市場、②JA、③契約産地、④輸入業者である。現

在は、欠品リスクも低く、生産履歴も明確なことから、市場からの購入が 80～

85％（金額ベース）を占めている。  
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5 加工センターと佐久病院との取引関係  

 加工センターと佐久病院の取引は、佐久病院のセントラルキッチン化に向け

た計画立案段階で、トップダウン方式で開始され、 2010 年 1 月に、佐久病院、

長野厚生連、JA の三者による打ち合わせ会が実施された。その後、複数回の具

体的な打ち合わせを経て、翌年 4 月にはタマネギの納品を開始した。このタマ

ネギの納品に関しては、主な販路であるファストフードチェーンへ生食用を納

品しており、製造ノウハウを持っていたため、その導入は比較的容易であった。

その後、人参、大根、レタス、白菜、キャベツ、長ネギ、と取り扱い品目も増

加している。この取扱品目の増加の背景には、病院の細かな規格に対応する機

械導入と、製造室内の改造等の設備投資を行ったことがある。  

 加工センターでは、病院のニーズに合わせた規格に野菜をカットしており、

その一部を表 2-1 に示す。規格についての打ち合わせは当初は対面で数回実施

したが、現在ではメール、電話を使用し、病院側は要望する規格を実際に加工

センターに送り、加工センターはそれをもとにサンプルを作成し、納品商品と

ともに配送する形をとっている。このような細やかな対応により、病院内で調

理師らが調理するのと同様の調理形態を維持できる環境を整えている。  

 納品については、当院では、以前から米や卵を JA 佐久浅間組織購買センタ

ー（以下、購買センター）から購入しており、その配送ルートと時間を図 2-1

と表 2-2 に示すが、日曜日を除く週 6 回、朝・昼・夕の使用量にそれぞれ小分

けし、購買センターで一晩保管した後、他の食材とともに翌日病院へ届けられ

る。病院への納品時間が 9 時であり、他の配送ルートも存在するため、一晩保

管するという納品方法を取っている。  

 現在の納品量は約 100kg/日であり、平均で月 60 万円程度の売り上げである。

今後、セントラルキッチンが本格稼働すれば、2～3 倍の売り上げになると担当

者は見ている。  
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表 2-1 JA 佐久浅間の佐久病院向けカット野菜規格表  

資料：JA 佐久浅間提供資料  
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 6 JA としての役割と課題  

 佐久病院は、輸入物は使用せず、可能な限り地域産、県産、国産を使用して

いく考えであり、加工センターの担当者も強く意識している。それを実践する

うえでは、次のような課題がある。  

第一に、年間を通じた国産野菜の確保である。現在の納品品目は国産で対応

可能だが、国産がない場合の検討が必要である。第二に加工センターの安価な

野菜の買取価格である。加工センターとして、生産履歴が明確であれば購入先

は限定しないが、加工用農産物として安価であること、規格が統一されている

図 2-1 JA 佐久浅間の佐久病院への納品経路  

資料：JA 佐久浅間提供資料  

表 2-2 JA 佐久浅間の佐久病院への納品時間  

資料：JA 佐久浅間提供資料  
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こと、歩留まりの高い品質であること、が条件であり、組合員である農家にと

っては加工センターの提示金額は農家の再生産価格より低い場合があり、JA が

利益を得る一方、農家の収入が低下するという矛盾が生じる場合もある。この

ため、地元農家は、市場に出して再生産価格以上で報酬を確保する方が良いの

ではないかと考えることになる。第三に、安全性の確保である。突発的な地場

産農産物の使用は、生産履歴や農薬の使用歴などの管理が間に合わず、安全性

を確保できない。第四に、加工用に対する生産者の意識である。業務・加工用

が一般化されつつある現在においても、生産者の中には、加工用への農産物の

販売は市場出荷の次であるという意識も根強く残っている。第五に、JA 佐久浅

間の農業の特徴が、大規模な専業農家であり、少量多品目の農家が少なく、品

目は限られていることである。第六に、特定農家からの購入は困難であること

である。JA が特定の農家だけから農産物を購入する事は、立場上難しい。  

 以上のように、JA の加工センターであるがゆえの制約も大きいが、地場産や

国産を意識して使用したいという厚生連病院の意向に関しては、JA だから要

望されており、お互いによりよい取引関係を継続していきたいとしていた。  

 

 7 地域拠点病院としての合理性と厚生連病院としてのあり方  

 これまで、佐久病院と加工センターにおける事例をみてきた。佐久病院は、

前述した通り、厚生連病院の中でも、農村医療の発展に寄与し、長野県という

山間部を多く抱える地域で、その医療の中心を担っている。とくに、このよう

な地域において、品目限定的に複数の農家や地域農業とつながり、地場産農産

物を使用してきたことは特筆すべき点である。しかしながら、セントラルキッ

チン化は、いわば合理化のための手段であり、この導入が、今後、これらの使

用に与える影響は注視しなければならない。ただし、病院と加工センターの連

携は、厚生連病院ならではの取り組みであり、協同によるカット野菜の規格開

発などは評価すべきものである。加工センター自身もその原材料において、可

能な限り国産や地場産を使用したい意向を示しており、全面導入が開始されれ

ば、佐久病院と加工センターの両者に互恵的な関係が構築できる可能性を含ん

でいる。  

 また、この関係におい重要視すべき点として、佐久病院自身が、セントラル
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キッチン化は合理化であることを念頭に置きながらも、原材料として地場産、  

国産を優先的に使用する方針を明確にしている点である。この使用方針自体を

公表し、宣言していることが、組織としてのあり方を規定し、活動の継続性を

担保すると考えられる。  

 

第五節 厚生連病院における系統利用と購入動機  

 

1 新町病院の概要  

 JA 長野厚生連新町病院は、1962 年に上水内郡信州新町（現、長野市信州新

町）設立され、2012 年には 50 周年を迎えた。  

信州新町は、長野県北部、長野地域広域圏の中心となる長野市の西に広がる

犀峡西山地区のほぼ中央に位置している。町のほぼ中央を北アルプスに源を発

する犀川が流れ、その流域にわずかな平坦地がある。ここに町の中心がある他

は、突起の多い山間急傾斜地帯であり、山間部のいたるところに大小約 120 の

集落が点在している。  

この西山犀峡地区で唯一の病院として保健、医療、福祉事業を担っているの

が、新町病院である。病床数は 140 床であり、訪問看護ステーションしんまち

を開設するなど、地域医療を担っている。また、療養型病床を減少させ、介護

療養型病床を増加させるといった介護療養型医療施設への移行を行い、回復期

リハビリテーション病棟を増設するなど、地域の高齢化へ対応を図っている。  

 

2 新町病院栄養科の概要と食材購入  

 新町病院の栄養科 5）は、管理栄養士 3 名、栄養士 2 名、調理師 2 名、パート

の調理員 4 名から構成されている。給食業務は直営で行われており、調理方法

は、クックサーブであり、平均食数は約 270 食 /日（一回約 90 食）、食材料費は

約 260 円 /食（一日約 780 円）である。  

野菜は主に A コープと仲卸業者から購入している。A コープとは 50 年以上、

卸売業者とは 30 年以上の購入年数を持ち、長く取引関係を続けている。この

背景には、山間地域であり、業者を選定するよりも、納品可能な業者が、この

2 軒であったと推測できる。とくに、A コープに関しては、病院から数分の距
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離に店舗を構えており、野菜以外にも、肉、魚（一部）、米、牛乳、干物、雑貨、

調味料（一部）など、かなりの品目を購入しており、系統利用の意識は根強い

ことが伺える。  

 野菜の購入先である 2 軒の特徴について次にみていく。A コープは毎日納品

しており、納品数量は 0.5kg などの細かい対応が可能だが、価格の変動が大き

いと担当者は感じている。また、仲卸業者は、週 1 回の納品で、発注数量は 10kg

や箱単位であるが、市場内にある仲卸業者であるため、旬の情報提供や価格の

変動は少ない。  

 このように、新町病院は、従来型の給食経営であり、その特徴は、長きにわ

たるコープとの取引関係にみる系統利用である。  

 

3 地場産農産物の積極的購入とその背景  

新町病院では、以前から A コープとの取引を通じて、県内産の農産物を使用

してきた。その使用を、積極的な活動へと転換したのは、長野厚生連本所業務

課が 2010 年に実施した「献立からの食材購入状況調査」及び「地産地消と系

統利用についてのアンケート」であった。アンケートに答える中で、栄養科担

当者は県産野菜の使用に対する意識を改めて考えたという。その後、厚生連の

理事長からも、給食に使用する野菜の産地を調査してみてはどうかという働き

かけもあり、栄養科担当者が独自で、納品伝票の産地を確認し、毎月の県内産

野菜の使用率を調査した。このデータを基に、使用率の高い野菜を確認し、今

後の献立作成に生かしたいとしている。  

また、これらの調査と並行して、12 年は地産地消の日を 2 回実施した。県内

産野菜については、A コープに産地を指定して発注し、患者へは県内産をアピ

ールするためにメッセージカードも食事に添付した。13 年には、野菜だけでな

く、他の食材も視野に入れ、すべての行事食に地産地消を実施したいとしてい

る。  

 この取り組みは、病院の 13 年度事業計画においても、「JA との連携による

地産地消を推進する」という具体的実施事項が盛り込まれている。さらに、こ

のような活動は栄養科が食品の安心安全を提供するといった視点から、病院の

機能評価を受ける際にも重要であった。  
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 担当者の、地産地消における取り組みについての考えは下記のとおりである。 

長野厚生連の病院では、長年地産地消について積極的な活動が行われている

ところもあり、県厚生連全体としても意識が高く、活動を行う環境が整ってい

る。また、患者からも、JA の病院だから、新鮮な食材であるだろうという期待

も感じると話す。さらに、担当者は、新町病院が厚生連の病院であることから、

山間地において、地域に必要であると望まれ、地域に支えられ設立されてきた

という経緯を強く感じており、その中で、地場産農産物を使用することは、当

たり前のようで難しく、義務のようであり貴重なことだと感謝している、と述

べている。そのため、地産地消を行うことで少しでも地域に貢献したい、とし

ていた。  

 その一方で、ほかの病院では納品者との連携会議などの活動も聞くが、今の

ところそのような活動が行えておらず、連携不足ではないかとも感じていた。  

 このように、新町病院においては、コープからの系統利用に加えて、栄養科

の担当者が意識的な活動をはじめたことがわかる。この活動への転換要因は次

のように整理される。  

第一に、同じ厚生連病院において、積極的な取り組みを行っていた先行事例

があることから、活動に対する意識が高かった。第二に、担当者自身が、当該

活動を行うことが、厚生連病院という成り立ちを理解した上で、必要であると

感じていた。第三に、経営陣である理事長や院長に、活動に対する理解があっ

た。第四に、同地域に、A コープという野菜のみならず多くの県内産の食材を

複合的に購入できる環境があった。これらの要因を背景に、当病院では地産地

消が推進できる環境が整えられている。  

 

4 食材納品者としての A・コープしんまち店  

A・コープしんまち店は、1965 年 12 月に開店し、現在の店舗は 2000 年 10

月から営業を行っている 6）。店舗開設時から新町病院と取引している。主な業

務内容は、①店頭販売、②個別宅配（個人からの電話注文や買い物客の購入品

の宅配）、③学校給食への納品、④料理店への納品、⑤病院給食への納品、⑥お

買いものバスの運行などである。このお買いものバスは、信州新町管内に送迎

バスを走らせ、これにより店舗での買い物や併設する JA 店舗にて金融の利用
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を推進している。  

 取り扱う商品の仕入れルートは次の 3 点である。はじめに、青果物の 90％以

上が、株式会社アグリフレッシュ便からの購入である。このアグリフレッシュ

便は、青果物に関しては、長野・松本・諏訪・飯田の 4 か所に拠点があり、こ

この市場を介して県内産農産物を中心に納品されてくる。次に、農家の直接持

ち込みである。店舗内には、生産者直売コーナーが設置されており、農家が直

接店舗に持ち込み、売れた商品代金のみを JA の金融事業を利用して農家に振

り込む仕組みを導入している。登録農家は 101 人、年間の出荷者は 70～80 人

程度である。さらに、営農センターからの直接仕入れとして、市場に出荷でき

なかった規格外品などを依頼がある場合は店舗販売している。  

 A コープでは、病院への納品は新町病院のみであり、納品商品に関しては、

原則、アグリフレッシュ便から仕入れたものを納めている。ただし、山菜など、

市場流通で欠品が発生する場合は、農家に問い合わせることもある。  

 納品は、毎日 2 回、肉は午前 9 時に、それ以外の食材は 9 時半ごろ配達して

いる。また、急な注文へもその都度対応し、食材の加工も、野菜であれば kg 単

位の調整も店舗内で行っている。  

 A コープの店長は、新町病院が地産地消の日などの活動を行っていることは、

知らなかったが、仕入先を聞かれれば店の評判にもなるとしている。さらに、

長野県 A・コープの基本理念の店舗コンセプトとして『ふだんの暮らしをより

豊かに支え、地元産、県産、国産にこだわった農畜産物を中心に、「新鮮・安全・

健康・環境」に配慮した商品を、心のこもったサービスで提供する JA コミュ

ニケーションマーケット』とし、野菜に関しては、2006 年 4 月 1 日より「生鮮

野菜 県産優先・国産こだわり宣言」を行い、地元産・県産を中心とした品ぞ

ろえに努めることを宣言した。このようなコンセプトの中で、同じ JA グルー

プである新町病院のことは意識しており、患者には県内産を食べてもらいたい

と思っている。また、野菜のみでなく、肉など、地産地消にこだわったすべて

の食材を納品できることは強みである、と述べている。  

 

5 厚生連病院と A・コープから見る地域内循環  

 新町病院と A コープの関係性からは、中山間地域における協同組合の存在意
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義と、経済的循環、物的循環がみてとれる。新町病院は、高齢化していく農村

地域において、地区では唯一の総合的な医療機関として機能している。しかし

ながら、その経営状況は、2005 年より悪化しており、院長自身がその原因を、

「少子高齢化にともなう地域の著しい人口減少」、「新医師臨床研修制度後の医

師不足」、「医療制度改正に伴う診療報酬の引き下げ」としており 7）、地域医療

を支える病院においても、その継続性は必ずしも保証されているわけではない。

ただし、このような状況においても、地域に求められる医療を提供することは、

厚生連病院の存在価値の一つともいえる。また、A コープにおいても、その業

務内容には、店舗販売に加えて、学校給食や、病院給食といった公的機関への

配達、地域への配達、近年その取り組みが注目されている買い物弱者と呼ばれ

る人々への対応も古くから行っており、地域のライフラインといえる。  

 当院は、A コープから食材を購入することで、A コープの売り上げに貢献し、

A コープは、県内産の野菜のみならず多くの食材を病院の要望に沿ったかたち

で納品することで病院給食の地産地消理念に貢献する。このようにして経済的

循環と物的循環が実現されている。  

 さらに、注目すべき点として、病院担当者の地域貢献への強い意識があげら

れる。この動機づけとなったのは、①外部環境として、同地域の複数の厚生連

病院が類似した活動を行っており、その活動を行うことは厚生連病院として重

要な活動であるという認識があったこと、②内部環境として経営者の積極的な

推進ということがあげられた。  

 

 第六節 厚生連病院における地場産農産物使用の実態  

 

1 厚生連病院における給食運営の特徴  

 アンケート調査の結果から、厚生連病院と一般病院を比較することで、厚生

連病院の特徴を見ていく。  

 厚生連病院の成り立ちについては前述したが、アンケート調査の結果からも、

厚生連病院と一般病院において立地の違いはみられている。全体集計にて最も

多かった項目は市街地（41.4％）であり、次いで、郊外（住宅地）（28.7％）農

業地域（12.0％）であった。この内訳をみていくと、厚生連病院、一般病院と
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もに最も多いのは市街地であるが、二番目に多いのが、厚生連病院では「農業

地域」（28.0％）となり、一般病院では「郊外（住宅地）」（33.5％）となり、有

意な差（p＝0.0000）が見られた。よって、厚生連病院と一般病院には明らかな

立地の差がみられる。  

 

 

 

 

 

次に、給食運営方法については、全体では、「一部委託」（ 53.4％）が最も多

く、「直営」（24.7％）、「全面委託」（21.9％）となっているが、病院別にみてい

くと、厚生連病院では「直営」（56.8％）が、一般病院は「一部委託」（68.4％）

が最も多くなっている。また、一般病院においては、一部委託が半数以上を占

めており、全面委託（ 20.3％）を含めると 88.7％が委託を行っている。本項目

についても有意な差（p＝0.0000）が見られており、近年、給食運営の委託化が

進展する中で、厚生連病院において、直営での運営の割合が高いことは、注目

すべきことといえる。  

 

 

  

 

市街地 郊外（住宅地） 農業地域 沿岸地域 山間地域 その他 合計

28 13 21 4 9 0 75

37.3 17.3 28 5.3 12 0 100
76 59 9 16 13 3 176

43.2 33.5 5.1 9.1 7.4 1.7 100
104 72 30 20 22 3 251
41.4 28.7 12 8 8.8 1.2 100

厚生連病院

一般病院

合計

上段：回答数（単数回答）　下段：％

直営 全面委託 一部委託 合計
42 19 13 74

56.8 25.7 17.6 100
20 36 121 177

11.3 20.3 68.4 100
62 55 134 251

24.7 21.9 53.4 100

厚生連病院

一般病院

合計

上段：回答数（単数回答）　下段：％

表 2-3 病院別の立地条件  

資料：アンケート調査より筆者作成  

表 2-4 病院別の業務委託率  

資料：アンケート調査より筆者作成  
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さらに、提供食数については、最も多いのが「100~199 食」（30.1％）と「200~299

食」（30.1％）で、ついで「300~399 食」（20.8％）となっている。このとき、

厚生連病院では「100~199 食」（43.3％）、一般病院では「200~299 食」（32.2％）

が最も多くなっているが、有意な差はみられない。  

 

2 厚生連病院での地場産農産物の使用状況と購入先  

 地場産農産物を米・野菜・果物に分類し、その使用状況（表 2-5）と購入先

（表 2-6）をみる。  

まず、地場産米について、厚生連病院では、全体の使用率が 97.3％、うち「ほ

ぼ毎日使用」と回答した割合は 95.9％、一般病院では、65.6％と 60.9％であっ

た。この項目は、病院間で有意な差がみられており（P＝0.0000）、ほとんどの

厚生連病院において、地場産米を使用していることがわかる。また、注目すべ

き点として、一般病院においては、34.3％の病院が「まったく使用していない」

と回答していた。このことは、一般病院の中でも、地場産米の使用に関して差

があることが推測される。  

さらに、その購入先において注目すべきは、厚生連病院の 85.3％が「JA」か

ら仕入れており、一般病院では地場産米の購入先が、「小売店」が 29.9％、「業

務用食材卸売業者」が 23.1％、「JA」が 12.9％となっている点である。多くの

厚生連病院において JA との取引があることを示す一方で、一般病院において

は、その購入先が分散している。  

 次いで、地場産野菜に関しては、厚生連病院の 93.3％が地場産野菜を使用し

ており、うち「ほぼ毎日使用」と回答した割合は 52.0％、一般病院では、84.9％

と 58.2％となり、病院間で有意な差（p＝0.0322）がみられた。この項目につ

いて残差分析を行ったところ、厚生連病院において「ときどき使用」する割合

が多く（期待値 23 に対し、実数 31）、一般病院においては有意に低かった（期

待値 51 に対し、実数 44）。  

このことより、「ほぼ毎日使用」することに対して病院間には差はみられない

が、「ときどき使用」する病院は、厚生連病院の方が多いことがわかる。  

 また、地場産野菜の使用割合については、地場産米の使用とはやや異なる傾

向がみられる。これは、保存性の高い米は、「ほぼ毎日使用」もしくは、「まっ
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たく使用しない」に大別されるが、保存性が低く、毎日購入する必要のある野

菜に関しては、使用率は高い一方で、毎日使用するとした場合は、その割合が

低下する。これは、地場産野菜を毎日使用することにはなんらかの課題がある

ことを示唆している。  

 地場産野菜の購入先については、厚生連病院の 60.6％が「小売店」から仕入

れており、次いで「JA」が 31.0％、「生産者組織」が 11.3％となる。一方、一

般病院では、70.1％が「小売店」からの仕入れであり、「業務用食材卸売業者」

が 16.6％、「卸売市場（仲卸含む）」が 13.4％と続く。このように、どちらの病

院においても、小売店からの購入が半数以上を占めるが、厚生連病院において

は、JA や生産者組織といった農業者との関係がみられ、一般病院では、仲卸等

からの購入が特徴的である。とくに、「 JA」、「全農」、「個人農家」、「直売所」、

「生産者組織」といった農業者や農業に関連する項目に関しては、厚生連病院

では 44 病院存在したが、一般病院では 8 病院となっていた。地場産米に比べ

てその使用割合は少ないものの、厚生連病院においては、JA や農業者との関係

がみられることが推察された。  

最後に、地場産果物に関しては、厚生連病院における、全体の使用率は 82.7％、

うち「ほぼ毎日使用」と回答した割合は 10.7％、一般病院では、76.8％と 21.2％

であった。果物は、米や野菜と異なり、毎日提供するかは不確かであり、さら

に、旬や地域性も大きく影響するため、「ときどき使用」するという選択肢に着

目した。「ときどき使用する」と回答した病院は、全体が 66.9％、厚生連病院で

72.0％、一般病院で 64.6％、となった。病院間で有意な差はみられず、全国的

にみても多くの病院が、旬の時期には使用していることが推察された。  

地場産果物の購入先は、厚生連病院の 57.4％が「小売店」から仕入れており、

続いて「JA」の 27.9％、「個人農家」と「卸売市場（仲卸含む）」が同数で 8.8％

となっている。一般病院では 66.9％が「小売店」から仕入れており、「卸売市場

（仲卸含む）」の 13.6％、「業務用食材卸売業者」の 13.0％が続く。このように、

両病院でも野菜と同様の傾向がみられ、野菜と果物は、同様の購入先から仕入

れている場合が推測される。なお、一般病院においては、野菜よりさらに顕著

に「JA」、「全農」、「個人農家」、「直売所」、「生産者組織」といった農業者や農

業に関連する項目を選択する病院が少ない点には、注目すべきである。  
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ほぼ毎日使用 ときどき使用 まったく使用していない 合計

厚生連病院 39（52.0％） 31（41.3％） 5（6.7％） 75（100.0％）

一般病院 96（58.2％） 44（26.7％） 25（15.2％） 165（100.0％）

合計 135（56.3％） 75（31.3％） 30（12.5％） 240（100.0％）

ほぼ毎日使用 ときどき使用 まったく使用していない 合計

厚生連病院 71（95.9％） 1（1.4％） 2（2.7％） 74（100％）

一般病院 103（60.9％） 8（4.7％） 58（34.3％） 169（100.0％）

合計 174（71.6％） 9（3.7％） 60（24.7％） 243（100.0％）

ほぼ毎日使用 ときどき使用 まったく使用していない 合計

厚生連病院 8（10.7％） 54（72.0％） 13（17.3％） 75（100.0％）

一般病院 20（12.2％） 106（64.6％） 38（23.2％） 164（100.0％）

合計 28（11.7％） 160（66.9％） 51（21.3％） 239（100.0％）

回答数［単数回答]（％）

  地場産野菜の使用頻度

 地場産米の使用頻度

 地場産果物の使用頻度

小売店 JA 全農 個人農家 直売所 生産者組織 給食委託会社
業務用食材卸

売業者
卸売市場（仲卸

含む）
その他 購入先なし 合計

厚生連病院 43(60.6) 22(31.0) 2(2.8) 7(9.9) 5(7.0) 8(11.3) 4(5.6) 7(9.9) 7(9.9) 2(2.8) -                 71(100.0)

一般病院 110(70.1) 4(2.5) -               1(0.6) 1(0.6) 2(1.3) 16(10.2) 26(16.6) 21(13.4) -               3(1.9) 157(100.0)

合計 153(67.1) 26(11.4) 2(0.9) 8(3.5) 6(2.6) 10(4.4) 20(8.8) 33(14.5) 28(12.3) 2(0.9) 3(1.3) 228(100.0)

小売店 JA 全農 個人農家 直売所 生産者組織 給食委託会社
業務用食材卸

売業者

卸売市場（仲卸

含む）
その他 購入先なし 合計

厚生連病院 7(9.3) 64(85.3) 5(6.7) -               1(1.3) 1(1.3) 2(2.7) -                  1(1.3) -               -                 75(100.0)

一般病院 44(29.9) 19(12.9) 7(4.8) 3(2.0) 10(6.8) 6(4.1) 16(10.9) 34(23.1) 7(4.8) 10(6.8) 6(4.1) 147(100.0 )

合計 51(23.0) 83(37.4) 12(5.4) 3(1.4) 11(5.0) 7(3.2) 18(8.1) 34(15.3) 8(3.6) 10(4.5) 6(2.7) 222(100.0)

小売店 JA 全農 個人農家 直売所 生産者組織 給食委託会社
業務用食材卸

売業者
卸売市場（仲卸

含む）
その他 購入先なし 合計

厚生連病院 39(57.4) 19(27.9) 1(1.5) 6(8.8) 2(2.9) 3(4.4) 3(4.4) 5(7.4) 6(8.8) 1(1.5) 1(1.5) 68(100.0)

一般病院 103(66.9) 3(1.9) -               -               -               1(0.6) 16(10.4) 20(13.0) 21(13.6) 2(1.3) 5(3.2) 154(100.0)

合計 142(64.0) 22(9.9) 1(0.5) 6(2.7) 2(0.9) 4(1.8) 19(8.6) 25(11.3) 27(12.2) 3(1.4) 6(2.7) 222(100.0)

地場産米の購入先

地場産果物の購入先

回答数[複数回答]（％）

地場産野菜の購入先

表 2-5 病院別地場産農産物の使用頻度  

資料：アンケート調査より筆者作成  

表 2-6 病院別地場産農産物の購入先  

資料：アンケート調査より筆者作成  
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3 JA グループを意識した地場産農産物使用と活動展開  

 地場産農産物の使用の経緯について、厚生連病院では、36.4％が「病院グル

ープとしての意向」をあげており、「従来から使用」の 24.2％、「給食部門の意

思」の 21.2％が続く。一般病院では、46.0％が「従来から使用」を最も多く選

択しており、「給食部門の意思」の 31.4％、「その他」の 16.1％が続く。このよ

うに、地場産農産物の使用について、厚生連病院では、「病院グループとしての

意向」を強く意識していることがわかり、農業協同組合の一員であることの影

響が示唆される。  

 なお、使用の経緯として「県・市町村からの働きかけ」はなく、学校給食に

おける政策的推進と比べると、その取り組みがなされてこなかったことがうか

がえる。また、「JA からの働きかけ」も少数であり、JA の積極的な姿勢も見受

けられない。この二点に関しては、病院給食における地場産農産物使用におけ

る連携先不足や、推進体制の不足を示唆しており、今後の課題といえよう。  

 

 

 

  

 

 

地場産農産物使用の目的については、病院間で、「給食の質の向上」が最も多

いことには変化はみられなかったが、「地域農業活性化への貢献」や「農業者や

JA との関係強化」といった選択肢に対して、厚生連病院では、48.6％と 42.9％

の病院が選択しており、一般病院の 30.7％と 0％に比べて、より地域農業を意

識していることが推察された。  

 

 

従来から使用
給食提供部
門の意思

病院グループ
としての意向

病院経営者
の意向

JAからの働
きかけ

個人農家からの
働きかけ

県・市町村から
の働きかけ

その他 合計

16               14             24               8              2             1                  -                  1             66          

24.2             21.2           36.4             12.1          3.0           1.5                -                  1.5           100.0      

63               43             1                 7              1             -                   -                  22           137        

46.0             31.4           0.7               5.1            0.7           -                   -                  16.1         100.0      

79               57             25               15            3             1                  -                  23           203        

38.9             28.1           12.3             7.4            1.5           0.5                -                  11.3         100.0      

上段：回答数（単数回答）　下段：％

厚生連病院

一般病院

合計

表 2-7 病院別地場産農産物使用の経緯  

資料：アンケート調査より筆者作成  
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とくに意識して取り組んでいる活動としては、どちらの病院においても「地

場産農産物を使用し、季節や旬を意識した食事を提供」（厚生連病院で 77.5％、

一般病院で 58.8％）が最も多いが、その割合は厚生連病院の方が高いことがわ

かる。さらに、厚生連病院では、「地場産農産物を給食に常に使用」が 32.4％、

「地場産農産物に関する情報を記したカードなどを食事に添える」が 32.4％と、

日常の使用や具体的活動を意識していた。一般病院では、「地場産農産物を使用

し、郷土食の提供」が 37.5％、「とくに意識していない」が 36.8％と上位にあ

がっており、給食の質を向上するという目的と整合する一方で、意識した取り

組みは行っていないという実態も指摘できる。  

さらに、厚生連病院において特徴的な取り組みが次の二点である。まず、「カ

ードなどを食事に添える」といった活動とともに、「食堂や病棟に地場産農産物

に関する情報を掲示」、「地場産農産物の使用状況などを広報誌などに掲載」と

いった活動を行っている病院も見受けられ、患者への情報の提供を意識してい

ることがわかる。次に、「購入先（JA、生産者、生産者組織など）との交流の場

の設置」を 6 つの厚生連病院で行っている点である。全体の割合からは少ない

活動であるが、このような取り組みが厚生連病院で行われていることは、一般

病院とは異なる。  

 

 

給食の質

の向上

喫食者の満

足度の向上

地域農業活性

化への貢献

食材料費の

抑制

農業者やJAとの

関係強化

地場産農産物の認

知度の向上

給食業務の新

たな取り組み

給食サービ

スの差別化

環境負

荷軽減

病院の認知

度の向上
その他 合計

40         32             34               12           30                  8                     8                  4              -          4             1           70          

57.1       45.7           48.6             17.1         42.9                11.4                  11.4              5.7            -          5.7           1.4         100.0       

78         78             42               41           -                    14                    9                  6              8         2             17          137         

56.9       56.9           30.7             29.9         -                    10.2                  6.6                4.4            5.8       1.5           12.4        100.0       

118        110            76               53           30                  22                    17                10            8         6             18          207         

57.0       53.1           36.7             25.6         14.5                10.6                  8.2                4.8            3.9       2.9           8.7         100.0       

上段:回答数（複数回答）　下段：％

厚生連病院

一般病院

合計

表 2-8 病院別地場産農産物使用の目的  

資料：アンケート調査より筆者作成  
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4 病院間で異なる地場産農産物活用の課題と解決方法  

 地場産農産物使用の課題について、各病院間における検定結果と選択された

割合を図 2-2 に示す。  

 病院間で、統計的に有意であった項目は、「関係者相互の連携不足」（P＝

0.0012）、「対応可能な人材不足」（P＝0.0087）、「経営側の理解・協力が得にく

い」（P=0.0285）の 3 課題であった。   

これらの結果とその選択率から、厚生連病院では、「関係者相互の連携不足」、

「通常業務に加えての業務量の増加」、「対応可能な人材不足」といった、課題

を意識している傾向がみられた。一方、一般病院では、「経営側の理解・協力が

得にくい」、「価格が不安定」、「価格が高い」、「品質の不揃い」といった課題を

意識していた。  

なお、「どのような地場産農産物があるかわからない」といった課題を厚生連

病院で 17.8％、一般病院で 26.6％の管理栄養士が選択しており、地場産農産物

の認知度の低さは注目すべき点である。  

地場産農産
物を使用し、

季節や旬を
意識した食
事を提供

地場産農産

物を使用し、
郷土食の提
供

とくに意識し
ていない

地場産農産

物を給食に
常に使用

地場産農産
物に関する

情報を記した
カードなどを
食事に添え
る

食堂や病棟
に地場産農

産物に関す
る情報を掲
示

地場産農産
物の使用状

況などを広
報誌などに
掲載

院内で地場
産農産物に

関するイベン
トを企画・開
催

購入先（JA,
生産者、生

産者組織な
ど）との交流
の場の設置

院内で日常
的に地場産

農産物もしく
はその加工
品などを販
売

院内で臨時
的に地場産

農産物もしく
はその加工
品などを販
売

その他 合計

55            18            9              23            23            16            12            5              6              5              3              1              71            

77.5          25.4          12.7          32.4          32.4          22.5          16.9          7.0            8.5            7.0            4.2            1.4            100.0         

80            51            50            25            18            7              6              8              -               -               1              1              136           

58.8          37.5          36.8          18.4          13.2          5.1            4.4            5.9            -               -               0.7            0.7            100.0         

135           69            59            48            41            23            18            13            6              5              4              2              207           

65.2          33.3          28.5          23.2          19.8          11.1          8.7            6.3            2.9            2.4            1.9            1.0            100.0         

上段:回答数（複数回答）　下段：％

厚生連病院

一般病院

合計

表 2-9 病院別とくに意識して取り組んでいる活動  

資料：アンケート調査より筆者作成  
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次に、地場産農産物使用課題の解決方法について、各病院間における検定結

果と選択された割合を図 2-3 に示す。  

病院間で有意な項目は、「JA や直売所などからの連携依頼」（P＝0.0240）の

1 課題のみであった。この結果と選択率からみれば、厚生連病院では、「JA や

直売所などからの連携依頼」、「経営側の積極的な推進」、「生産・流通を理解し

た人材の確保・育成」、「収穫時期など生産に関する情報の共有」という課題を

一般病院に比べ選択しており、地場産農産物の使用を行うことを前提に、その

推進環境を整備することを要望していることが示唆された。一方、一般病院で

は、「品質・規格に関する基準作成」、「大量調理における衛生管理を理解した供

給体制の構築」を意識している傾向がみられる。これは、地場産農産物に対す

る品質・規格の不揃いや衛生管理に対する不安を感じていることが推察される。 

 

-

必要数

量の不

足

必要品

目の不

足

価格が

不安定

欠品リス

クの高さ

収穫時

期の不

明確さ

価格が

高い

品質の

不揃い

規格の

不揃い

どのよう

な地場

産農産

物がある
かわから

ない

関係者

相互の

連携不

足

連携でき

る組織

がない

通常業

務に加え

ての業

務量の

増加

対応可

能な人

材不足

衛生管

理に対

する不安

経営側

の理解・

協力が

得にくい

産地から

長距離

過剰包

装

地場産

農産物

が給食

に適さな

い

その他

厚生連病院 63.0 64.4 35.6 37.0 39.7 28.8 24.7 32.9 17.8 37.0 19.2 21.9 21.9 8.2 4.1 2.7 2.7 - 9.6 

一般病院 63.9 53.3 49.1 42.6 36.7 39.1 34.3 29.6 26.6 17.8 24.9 12.4 9.5 13.6 13.6 3.6 - 1.2 5.9 

-

10.0 

20.0 

30.0 

40.0 

50.0 

60.0 

70.0 

%

＊＊

＊

＊＊

図 2-2 病院別地場産農産物の使用課題  

資料：アンケート調査より筆者作成  

注）＊＊： 1％有意  ＊： 5%有意  
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5 厚生連病院における地場産農産物活用の特徴   

（1）系統利用型の地場産農産物購入  

アンケート調査において、厚生連病院における地場産野菜の使用率は、93.3％

であり、うちほぼ毎日使用している病院は 52.0％であった。尾高［2］より 2009

年度に 84.9％の厚生連病院が地場産の生鮮野菜を使用しており、うち通年使用

が 60.5％であったことから、ほぼ同様の結果が得られているといえる。  

次に、その購入先については、厚生連病院では、小売店が 60.0％、系統利用

もしくは生産者、およびそれらの組織からが 62.0％となっている。一方、一般

病院では、小売店が 70.1％を占めており、JA グループもしくは生産者組織か

らの購入は少数である。これらより、厚生連病院における系統利用の実態があ

るのは明らかである。  
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図 2-3 病院別地場産農産物の使用課題の解決方法  

資料：アンケート調査より筆者作成  

注）＊＊： 1％有意  ＊： 5%有意  
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（2）地場産農産物を使用可能な給食運営体制  

地場産農産物が使用可能な背景として、厚生連病院の直営率の高さがあげら

れる。厚生連病院の直営率は 56.8％であり、全面委託の 25.7％、一部委託の

17.6％が続き、一般病院が、直営 11.3％、全面委託 20.3％、一部委託 68.4％で

あるのと比較すると明らかに異なる傾向である。厚生連病院が系統利用を行え

る環境として、直営給食の柔軟な対応と、JA グループの病院としての意向が反

映しやすい部門運営であることが推察される。  

 

（3）JA グループの一員であることを意識した地場産農産物活用  

アンケート調査からわかる厚生連病院の特徴を次に述べていく。  

まず、地場産農産物使用の経緯として「病院グループとしての意向」があり、

組織的な推進背景が存在していることがわかる。次に、使用の目的として、「地

域農業活性化への貢献」や「農業者や JA との関係強化」を意識している傾向

がみられた。さらに、活動内容として、地場産農産物の使用に加え、患者への

情報提供を行っていることがあげられた。  

これらの特徴と、地場産農産物の使用課題である「関係者相互の連携不足」、

「業務量の増加」、「人材不足」が上位になっていること、その解決方法として、

「JA や直売所などからの連携依頼」、「経営側の積極的な推進」、「人材の確保・

育成」、「生産に関する情報の共有」があげられていることを照らし合わせると、

活動を求められている立場であるがゆえに、その課題を強く感じていることが

推察された。  

このように、厚生連病院においては、  JA グループとしての立場を意識しな

がら地場産農産物を使用しており、それが活動内容や使用課題に反映されてい

るといえる。  

 

（4）病院給食における地場産農産物購入のための環境整備の必要性  

本調査の結果から、病院給食が地場産農産物活用の場、いわゆる「地産地消

の場」として認知されていないことが指摘される。  

その理由として、第一に、病院への「県・市町村からの働きかけ」がまった

くなかったことである。学校給食への地場産農産物の積極的な使用推進の一方
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で、病院給食をその領域とは認識していないようである。  

なお、行政における病院給食の地産地消推進策については、2006 年 10 月に、

高知県が「第 2 期高知県地産地消推進プログラム」を公表しており、その取り

組みの四つの分野として、「直売所・直販店」、「観光」、「食農教育・食育」に加

えて、「医療・福祉施設」への新たな展開を視野に入れている。活動期間は、2008

年度までであるが 8）、医療・福祉分野における地域食材の活用について、個々

の事例に対応した支援を行うことを高知県として方針づけていた。このような、

行政における取り組みが、アンケート調査の結果からは表れているとは言えな

いが、今後行政からの働きかけは、地場産農産物を使用するという環境づくり

には必須であろう。第二に、同じく JA グループである厚生連病院でさえ「JA

からの働きかけ」が少数であったことである。第三に、地場産農産物自体の認

知度の低さである。給食を提供する管理栄養士は、使用課題の中で、「どのよう

な地場産農産物があるかわからない」と指摘しており、生産側の広報不足と病

院側の地場産農産物に対する意識の低さを示している。  

今後、JA の積極的な介入と行政による活動の推奨といった環境整備の必要

性が指摘される。  

 

6 先進事例としての厚生連病院とその展開方策  

厚生連病院における地場産農産物の使用率は 93.3％であり、恒常的（ほぼ毎

日使用）な使用は、52.0％と半数に上っていた。また、一般病院と比較すると、

病院間で有意な差があり、その使用背景や活動にも違いはみられたが、一般病

院であっても恒常的な使用が 58.2％となっていた。このことは、前章で述べた

学校給食における利用率の 49.2％（ほぼ毎日使用）と比較しても、同水準とい

える。しかしながら、学校給食においても、品目ベースの使用率には課題があ

ることは、前章で述べたとおりであり、病院においても、本活動が活発とは判

断できない。また、アンケート調査では、地場産農産物を都道府県内産に指定

したが、使用の意図に関わらず、県産農産物の使用実態があることも事実であ

ろう。  

今後、病院給食における地場産農産物活用は、意図的に展開されていく必要

がある。そのための方策を段階的に提案する。  
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第一に、厚生連病院内での活動の活発化である。厚生連病院間でも活動の積

極性には差があるので、まずは先進的な活動を行う病院を中心とした展開が必

要である。これらの病院においては、複数の課題を克服することで、現在の活

動展開が行われている。この取り組みを先進事例に厚生連病院、JA など納品担

当者、行政担当者などが協同しながら、個々の厚生連病院に合った環境整備を

行うべきである。とくに、複数の厚生連病院の管理栄養士が求めていた JA な

どからの病院への関係強化の動きや、それらを促進するような地産地消計画の

中への病院給食の明記、活動の認知度を高めるための広報活動、病院と生産・

流通のマッチングといった、行政から病院、生産・流通側への働きかけは、重

要な環境整備であると指摘できる。  

第二に、活動自体の認知度の向上である。これには、厚生連病院が中心とな

った情報発信が必要である。この段階においては、厚生連病院の間でも活動が

広く波及していることが必要になる。このような活動が厚生連病院の独自性を

表すとともに、活動が社会的に認知されることで、それらが推奨される環境づ

くりにつながる。  

第三に、一般病院への活動の拡大である。一般病院においては、地場産農産

物の使用に対して、欠品リスク、価格の不安定さ、価格の高さなどを不安視し

ており、その解消と、購入経路の提示が必要である。厚生連病院における先進

事例は、その提示例として有用である。  

なお、活動の拡大には、地場産農産物の購入先として、小売店を視野に入れ

ることを提案する。前章でも述べたが、従来から病院給食においては、入退院

による食数変化や 1 日 3 回の給食提供から、細やかかつ安定的な供給が必要で

あるため小売店からの購入が活発である。JA と病院との直接的な連携も重要

であるが、JA が病院への個別対応を行えるかは、各 JA の販売能力に左右され

る。よって、既存の小売店が持つノウハウを活用しながら、JA、小売店、病院

といったステイクホルダー全員が地場産農産物を意識して使用するという合意

の下での活動を視野にいれるべきである。これらを行ううえでのコーディネー

ター役として、JA の役割は重要である。  

以上から、厚生連病院が先進事例となり、活動自体の認知度の向上と、それ

に対する社会的評価の高まりが本取り組みの活発化に寄与するといえる。  
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第七節 むすび  

 本章では、以下の点を明らかにした。  

 第一に、池上の提唱する「アグロ・メディコ・ポリス」を援用し、病院給食

と地域農業の関係性を検討した。まず、農業と医療の経済的・物質的循環につ

いては、農産物と販売金額に置き換えることができる。次に、この「アグロ・

メディコ・ポリス」においては、かならずしも経済的意味は大きくないが、農

業が存在しなければ、それは成立しないという前提条件がある。病院給食にお

ける一回の農産物の使用数量は、小さくかつ、配達などは煩雑であるが、病院

は地域農業を、地域農業は病院を意識しながら、互恵的な関係を構築すること

は、社会生活の基盤としての農業や食を守ることであり、その意識的な取り組

み自体に意義がある。さらに、農業と医療を結ぶ「食」については、病院給食

においては、治療の一環であるとともに、その地域性を表現し、患者の精神的

な回復意欲の増進にも寄与するものである。以上のように、病院と農村という

重要な資源の有機的なつながりは、両者にとって重要である。  

 第二に、厚生連病院の歴史的変遷と概要について明らかにした。厚生連病院

は、農民に望まれて誕生し、農村医療の中心を担ってきた。現在においても、

へき地医療や山間地域における公的医療機関としての特性を強く有している。

さらに、厚生連病院は、JA グループの一員であり、あくまでもその事業の一部

である。このため、三位一体の特徴を持つ協同組合の厚生事業を担う立場から、

地域の公益性に配慮した取り組みが求められることを明らかにした。  

第三に、山間地域に複数の分院を持つ佐久病院と加工センターの事例分析を

行った。当該事例からは、地域拠点病院としての機能を求められ、セントラル

キッチン導入による衛生的かつ合理的な給食システムの構築と、国産もしくは

地場産のカット野菜の導入を通じた地域農業への貢献という 2 点を、JA 加工

工場との協同により実現しようとしていた。本取り組みが、本格導入されれば、

佐久病院、加工センターの両者に互恵的な関係が構築できる可能性を含んでい

る。さらに、当該事例では、厚生連病院として新施設建設の際に地産地消を宣

言しており、これが組織としてのあり方を規定し、活動の継続性を担保すると

考えられる。  

第四に、山間地域に立地する新町病院と A コープの事例分析を行った。新町
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病院は、長期間にわたり A コープからの系統利用が行われてきたが、系統利用

が、地産地消という活動へ展開した背景として、病院担当者の地域貢献への強

い意識があげられた。この動機づけとして、①外部環境として、同地域の複数

の厚生連病院が類似した活動を行っており、その活動を行うことは厚生連病院

として重要な活動であるという認識があったこと、②内部環境として経営者の

積極的な推進があげられた。  

第五に、全国的な厚生連病院の地場産農産物活用状況について、アンケート

調査を検討した。全国的に、厚生連病院における地場産農産物の常用率は

52.0％であった。ただし、この使用率に関しては、使用量や品目については不

明であり、高いとは判断できない。しかしながら、厚生連病院においては、一

般病院に比べ使用率には有意な差があり、さらに使用背景に違いが見られ、使

用には病院グループの意向が存在しているとともに、病院の管理栄養士自身も、

その活動を求められていることを感じていることが明らかとなった。今後、厚

生連病院は、病院給食における地場産農産物導入において、先行事例となるこ

とが考えられた。  

 

 

注 1）北川［9］pp.37～58 を参照。  

2）盛岡［10］  pp.10～16 を参照。  

3）2013 年 5 月のヒアリング調査を参照。  

4）2013 年 5 月のヒアリング調査を参照。  

5）2013 年 4 月のヒアリング調査を参照。  

6）2013 年 4 月のヒアリング調査を参照。  

7）新町病院ホームページ［11］を参照。  

8）「第 2 期高知県地産地消推進プログラム」では、活動期間が 2006 年から

2008 年度までとされており、現在は、第 2 期高知県産業振興計画に取り込

まれている。  
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第三章 農業協同組合における病院給食への対応と課題 

 

第一節 はじめに  

本章では、農業協同組合（以下、JA とする）の病院給食における対応と、課

題を明らかにすることを目的とする。  

これまで JA の販売事業は、系統共販による卸売市場への出荷を主としてき

た。しかし、近年、生産者による直接販売の増加と、系統共販率の低下が指摘

されている。このことから、今後の JA には、出荷・販売面では卸売市場出荷

のみでなく、業務・加工用需要への対応や直売などへの取り組みを積極的に行

うことが求められる 1）。そんな中、給食分野における JA の役割をみると、学

校給食に関しては JA がコーディネーターとなり、地場産農産物を使用してい

る事例が報告されている 2）。このことは、地産地消の推進主体としての JA の

あり方を示すとともに、地域社会に責任をもつ協同組合として、共助・共益の

組織から、公益を配慮した組織の一つの活動として捉えることができる。  

さらに、前章までに見てきたとおり、厚生連病院において JA グループの一

員である A コープや JA カット加工工場との協同が確認されている。よって、

本章では、JA の協同組合のあり方を踏まえたうえで、病院給食における地場産

農産物使用に果たす役割と今後の方向性を検討する。  

この課題への接近方法として、第一に、協同組合としての JA のあり方と地

域対応について確認を行う。第二に、JA の農産物流通における歴史と役割を概

観しながら、地場流通への対応と地産地消における方針をみていく。第三に、

JA 神奈川県厚生連伊勢原協同病院（以下、伊勢原協同病院と略す）と伊勢原市

農業協同組合（以下、JA いせはらと略す）における事例から、生産者組織と病

院間における調整役としての JA の役割とあり方について検討を行う。第四に、

JA が直接病院との取引を行っている JA 静岡厚生連遠州病院（以下、遠州病院

と略す）を取り上げ、その納品者としての遠州中央農業協同組合（以下、JA 遠

州中央と略す）、とぴあ浜松農業協同組合（以下、 JA とぴあ浜松と略す）の納

品の意義について考察していく。第五に、JA の食材納品業者として課題と対応

について検討を行う。  
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第二節 協同組合としての JA の地域対応と地産地消  

 

1995 年に改定された協同組合原則では、「協同組合とは何なのか」を、定義・

価値・原則の三つの側面から表している。ここでははまず、協同組合の定義と

して「協同組合は、人々が自主的に結びついた自立の組織であること。また、

組合員が共同で保有し民主的に管理する事業体を通じて、組合員共通の経済的・

社会的・文化的なニーズに答える組織。」であることを確認しておきたい。  

さらに、その第七原則である「地域社会への係わり」については、95 年の原

則改正の際に新しく加えられたものであり、都市への人口集中と農村地域での

過疎化、さらには環境破壊が進むなかで、よりよい地域社会づくりに果たす協

同組合の役割と協同組合への期待が高まっていることを示している。  

このような地域への関与について、北川は、農協が積極的に地域社会対応を

行っていくためには、農を基盤とする協同組合としての農協が、共益性（メン

バーシップ）に加えて、地域に対する公益性（地域公益性）の両面を持つ存在

であり、だからこそ農協が地域社会対応を展開する価値を有するという認識を、

経営トップをはじめとする関係者が持たなければならない、とする一方で、非

営利・非公益な団体である農協が、地域社会対応に全面的に取組むことに限界

があることも事実である、と述べ、さらに、共益の団体として基本特性（組合

員を対象にした事業や活動）を育みながら、地域社会対応に取り組むことが重

要であると、指摘している 3）。また、農協の事業のベースには、協同組合とし

ての人と人とのつながり、お互いの学びあい、活動と活動、活動と事業との結

びつきがなければならないこと、このことが根底にあり、地域を舞台に展開さ

れていくことが重要である、とも述べている 4）。  

次に、田代は、農協がすすむべき現実的な道は、『農』『食』のアイデンティ

ティを軸にした農的地域協同組合（食農協同組合）化の道だろう。それは、食

料自給率の向上、農業の多面的機能の充実、地産地消、食育等のアイデンティ

ティに賛成する地域住民を正組合員として組織する、職能に関わりなく農村住

民の誰にも開かれた、その意味での「公共的」な協同組合である、と述べてい

る 5）。  

 さらに、石井は、農協を経済的目的と社会的目的の両者を備えた『社会的経
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済 6)』の一員としてふるまうべきことを指摘し、「共助・共益の組織ではあるも

のの公益にも配慮した組織」であることを示している。この条件として、第一

に「地域に根ざした協同組合」であること、第二に「地域社会に責任をもつ協

同組合」であること、第三に「農を基軸とした協同組合」であること、第一か

ら第三を踏まえて、第四に、「農協固有の価値とは何か」をたえず考える組織で

あってほしい、という四点をあげている。とくに、本研究で注目すべき点は、

第三の、「農を基軸とした協同組合」という条件である。農協は、農と農的資源

に関する情報とノウハウが豊富にあり、また、農業、農村という活動現場と農

業者という高い専門性の備えた人的資源をかかえていることから、それらをう

まくコーディネートすることで地域社会において独自の役割を発揮しうる組織

だ、と石田は指摘し 7）、農業振興なくして地域からの信頼を集めることはほと

んど不可能である、とも述べている 8）。  

また、農業協同組合が取り組むべき地域社会の問題とは、「雇用」、「保健と医

療」、「いのち（をつなぐ食と農）」、「農地ないし国土の保全」、「環境・エネルギ

ー」、「高齢者福祉」、「次世代対策」、「障がい者の社会参」などではないかとし、

これらの問題解決を役職員と組合員が一緒になって取り組むための基礎的条件

として、役職員教育と組合員教育があることはいうまでもない、と述べ、この

ような問題解決は、組合員参加という手法を取り入れながらアプローチするも

のであり、協同組合固有の価値とは、組合員・利用者が望んでいて、資本制企

業が提供できないが、協同組合が提供できる固有の価値であるとしている（図

3－1）。  

以上のように、協同組合における地域対応は、共助・共益の組織である協同

組合において、その事業の範囲内で可能な限りの公益性を発揮することを求め

られている。とくに JA においては、農業・農村に関するノウハウを持つ組織

であり、食と農のつながりに配慮した社会的対応が必須である。このような JA

の社会的役割について、JA トップを対象にしたアンケート調査結果 9)をみれ

ば、「地域農業の振興を主とするが地域住民の暮らしの向上も目的とする協同

組合」と 212JA（約 6 割）が回答しており、次いで、「農業者の所得確保と地域

農業の振興を主とする協同組合」であると答えたのは 100JA（約 3 割）となっ

ている。JA トップが考える JA の社会的役割には違いが見られるものの、半数
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以上が、農業を中心とした地域協同組合の意識を保有していることがわかる。  

 なぜ、経営トップの意識が重要かといえば、石田は、「意志力」による農協運

動の方向づけを、「地域活動が活発な支店」が、「支店の業績がいい」という増

田の研究成果を基に、この両者に影響を与えるものが「組合員力」と「職員力」

であるとし、それを生み出すのは経営力（構想力）であると定義づけた 10）。そ

の構想力を生み出す一つの要素として、「役員のたえざる学習」をあげているが、

この学習こそが、協同組合における原則の一つである。  

協同組合の基盤が、組合員および役職員の学びあいを持って進められるもの

だとすれば、今後の JA における地域対応には、組合員とともに、そのニーズ

を満たしながら、地域の協同組合としてのあるべき姿を模索し、事業を展開し

ていくことが求められる。この活動として、序章でも述べた、二木の『地産地

消活動は、地域に根差した「食」と「農」と「健康」と「環境」に関する農業

者と消費者（子どもを含む）の啓蒙・啓発・学習・体験等諸活動の積み重ねの

なかから培われていくべきもので、新しい生活価値観の形成・共有ということ』

を改めてみてみれば、まさに農業者と消費者の新たな価値観を創造するための

活動として地産地消が提案されるのである。  

 

 

 

 

 

図 3-1 協同組合固有の価値  

資料：石田［8］p.34 
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第三節 農業協同組合の地域内流通への対応と地産地消の方針  

 

１ 農協共販の展開と特徴  

本項では、岸上の著書『地域再生と農協 変革期における農協共販の再編』

を中心に、農協共販の展開と特徴について青果物を中心に概観していく。  

第一に、戦前と終戦直後の農協の役割と農政についてみる。  

まず、わが国の近代的な協同組合の展開は、1900 年に「産業組合法」成立以

降のことであった。この法の中では、信用、販売、購買、生産の 4 事業が認め

られていたが、その中心は、信用組合づくりであり、販売事業は立ち遅れてい

た。  

1947 年には「農業協同組合法」が制定され、翌年に農協が発足した。このと

きの中心は、「農業生産力の増進と農民の経済的社会的地位の向上を図り、併せ

て国民経済の発展を期する」とし、生産過程の共同化を促すものであった。同

時に農業政策として、食料増産、自給政策が展開されていった。この時期の主

要食料については 42 年の「食糧管理法」が主となっており、農協はコメ・ムギ

などの統制作物を中心とした増産・集荷・供出・配給などの業務をおこなって

いた。  

 その後、49 年の経済統制撤廃（ドッジ・ライン）にともない、 1951～52 年

にかけ、マメ類、イモ類、雑穀、ムギ類について供出後の自由販売が認められ

ると、統制経済の中でコメ・ムギなどの統制作物を一元的に取り扱っていた農

協は、集出荷業者（商人資本）との競合関係に陥り、取扱量を減少させた結果、

農産物市場における地位を低下させた。ここで、農協は「共販三原則」を基礎

に農協共販体制確立運動を推進させたが、一方で当時新興部門であった青果物・

肉畜・酪農部門での共販事業の展開は遅れをとることとなった。  

 以上から、農協における販売事業の展開は、コメ・ムギといった作目を中心

に展開されてきており、青果物に関する展開はかなり遅かったことがわかる。  

 第二に、高度成長期からその終焉までの広域・大量流通への農協の対応過程

をみる。  

1950 年代後半には、重化学工業を中心とする高度経済成長がおこり、 1961

年には農業の近代化を図ることを目的として「農業基本法」が制定された。基
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本法農政では、農工間の所得均衡、作目の選択的拡大、主産地形成、構造改善、

自立農家の育成などがかかげられた。この時の農協は、営農団地構想を打ち出

すなど主産地形成の担い手としての役割を強める一方で、政府の下請け的性格

を強化していった。とくに、コメ過剰問題発生後には、政府に対する価格交渉

力を低下させ、コメの生産調整政策に協力していく。さらに、事業面では、事

業の中心を販売事業から信用・生活購買事業へと移行していく。1961 年には、

「農協合併助成法」が制定され、経営体質の強化を目的とした組織の大型化が

図られていく。これは、兼業・高齢農家層を中心とする組合員との関係の希薄

化と、専業農家層を中心とした営農指導や共販の展開がすすめられていく。  

 一方で、基本法農政のもとでは、選択的拡大政策が推進され青果物・畜産物

部門の生産量が増加し、それらへの対応が求められるようになった。とくに、

青果物では、1966 年「野菜生産出荷安定法」、1971 年「卸売市場法」の制定か

ら、大都市の卸売市場へ大量かつ安定的に農産物を供給するための仕組みとし

て農協共販が積極的に位置づけられた。このようなことから農協は大規模・遠

隔産地形成の主導者や、広域大量流通の担い手として成長を遂げていった。し

かし、都市近郊をはじめとする中規模産地と地域流通・地場流通との関わりを

希薄化させるという問題も内包することとなった。  

 この頃、1965 年の不況から、政府は多額のベトナム特需や不況対策により、

アメリカに次ぐ経済大国へと成長する。その後、基本法農政の追及ともいえる

総合農政が展開されていくこととなった。しかし、1971 年にはブレトン・ウッ

ズ（ IMF)体制が崩壊し、高度経済成長の終焉と低成長期への移行は、国家経済

の逼迫を引き起こし、地域で発生する問題を地域で解決させるという「地域主

義」が農政にも導入され、地域農政が展開されていくことになる。  

 以上から、農協は、これまでの米を中心とした流通から、基本法農政のもと

での本格的な青果物流通への対応をはじめ、大量流通の担い手としての成長を

遂げてきたことがみてとれる。しかしながら、地域流通・地場流通との関係の

希薄化は注視すべき点であるといえよう。  

 第三に、日本経済の長期不況下での農協共販の多様なチャネルへの対応をみ

ていく。  

 1990 年代に入るとバブル景気は崩壊し、金融・不動産関係での膨大な不良債
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権と債務の累積の発生により、日本は長期不況に陥る。このころ WTO 体制の

もとで多国籍企業が主導する経済のグローバル化が推進された。このような状

況のもと、わが国では農産物輸入が急増し、現在では世界でも有数の農産物輸

入大国となっている。  

 このころの農協共販は、共販の大型化と流通チャネルの多様化への取り組み

が特徴的である。とくに、量販店・生協などの要望とも関連して「全農集配セ

ンター」を設置し、市場外流通への対応をはじめた。1980 年代には、これまで

の共販とともに、「顔の見える関係」の構築や都市と農村との交流を目的とした

「直販」や「協同組合間協同（提携）」が活発に行われた。  

さらに、農協共販と深く関係してきた各種法制度が次々に改正されていく。

1999 年に「農業基本法」は改正され、「食料・農業・農村基本法」となり、「食

糧管理法」は 1995 年に「食糧法」へ、青果物では「卸 売 市 場 法 」の改正も行

われた。また、ポストハーベスト問題、遺伝子組み換え農産物問題発生による

消費者の食に対する関心の高まりと、BSE 問題、食品偽装表示問題、無登録農

薬使用問題などからの消費者の食の安全・安心への関心は一層の高まりをみせ

ている。このような状況で、農協共販の取扱い品目は、「食糧管理法」における

中心品目であったコメから青果物へ転換していった。2002 年度における品目別

取扱高（4 兆 7,351 億円）をみると、青果物（1 兆 7,429 億円）がコメ（政府

米・自主流通米・その他コメの合計 1 兆 1,369 億円）を上回っていることから

みてとれる。このような中、農協はコメ中心の共販からの脱却が求められてい

る。  

 また、農協の農産物直売所（ファーマーズマーケット）を「地産地消」運動

の拠点として位置づけ、その設置の推進もみられるようになった。  

これまでみてきたことから、農協共販は、コメを中心に発展してきており、

その後、青果物の広域・大量流通の担い手としての役割を担ってきた。一方で、

地域流通・地場流通への対応はこれまでその範疇外であった。そのような、JA

が行う地産地消について次に検討していく。  

 

2 JA における地産地消の方針と病院給食  

 本節では、JA における地産地消の対応と方針について、伊東維年著『地産地
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消と地域活性化』を整理し、新たな知見を加えながら考察を行う。  

まず、伊東は、三島徳三の「農協が農産物直売所について無関心である理由

が、農協の共同販売事業にとってプラスにならない、むしろ農協への結集を妨

げるものとみなしてきたからである」という論説をあげ、さらに榊原みどりの

「産地化によって特定品目の量的・質的な安定供給をめざし、いかに大消費地

の中央市場で高い評価を得るかが、最も重視されてきたなかで『地産地消』と

いう発想自体、ほとんど無視されてきたと言ってもいい。」という説を確認した

うえで、自身も「地産地消活動、そしてその中心を担ってきた直売所が、農協

の系統出荷、共販事業を妨げるものとして『無視されてきた』ことは紛れもな

い事実である。」と述べている。しかし、直売所は、低価格販売にも関わらず、

選果コスト・物流コスト・中間マージンを省き、農家の手取りの引き上げや、

消費者の新鮮で安全な農産物を求める場としてのニーズから、農協全体として

「無視」・「無関心」を装うことができなくなったことも同時に指摘している。  

このような社会的背景から JA における地場流通における対応は、1980 年代

に開始されたといえる。1985 年 10 月に開催された第 17 回全国農協大会決議

に、「地場販売などを通じ、消費者の地域農業への関心と理解を深めていく」と

され、はじめて「地場販売」が大会決議に明記された。  

次に、2000 年 10 月の第 22 回 JA 大会では、大会決議の中で『「農」と「共

生」の世紀づくりに向けた JA グループの取り組み』の中で、「ファーマーズマ

ーケット等を通じた『「地産地消」の取組み強化』が打ち出され、「地元で生産

者と消費者が連携した顔の見える関係を大切にした『地産地消』の取組みを推

進します」とした。ファーマーズマーケットに取り組むとともに、地場産品を

使った学校給食メニューの普及に取り組む」ことが明記され、これを契機に、

農協による農産物直売所の開設が加速していった。  

 さらに 2003 年 10 月の第 23 回 JA 全国大会決議においては、『「農」と「共

生」の世紀づくりをめざして -JA 改革の断行 -』とし、「地産地消運動を核とし

た地域の活性化」のなかで、①ファーマーズマーケットによる地産地消の拠点

づくり、②地域特産加工事業とファーマーズマーケットの連動の２点を示し、

ファーマーズマーケットが農協の地産地消運動の核として位置づけられた。ま

た、この大会決議文には、学校給食等の食農教育、グリーン・ツーリズム、学
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童農園などを地産地消運動野中に含まれており、農協の「地産地消運動の全体

像」を示したといえる。  

 この時には、全中、 JA 地域特産加工直売所全国連絡協議会が「 JA ファーマ

ーズ・マーケット憲章」を公表、制定している。この憲章は、「基本理念」と「運

営方針」から成り立っており、とくに、給食分野において注目すべきは、 7 項

目ある「運営方針」の中でも、「周年作付け・周年出荷体制の確立をめざし、地

場生産比率を高めます。」、「品質管理を徹底し、新鮮で安全・安心な農産物を提

供します。」、「地域農業と農産物に関する情報を積極的に提供します。」といっ

た方針であり、これらの実現は、業務・加工用と比較すれば相対的に少量であ

るが、一定程度の数量を必要とする給食分野における安定供給へつながる可能

性を示唆している。  

 さらに、2006 年 10 月に開催された第 24 回 JA 全国大会の決議『食と農を結

ぶ活力ある JA づくり -「農」と「共生」の世紀を実現するために -』においても、

前回大会の「JA ファーマーズ・マーケット憲章」の「基本理念」を継承してい

た。この中で、「JA はファーマーズ・マーケットを JA の販売戦略の一つのチ

ャネルとして位置づけ、豊富な品揃えと年間を通じた安全・安心な農畜産物の

出荷体制を構築するため、生産組織の育成と生産履歴記帳指導を含めた営農指

導を実現します。販売チャネルの多様化や品揃えの充実のため、必要に応じ JA

間連携を図ります。また、地域食材や地域伝統食の掘り起し、学校給食におけ

る地場産比率の向上に努めます。」としている。地域食材や伝統食に力をいれる

ことは、給食分野にとって有益であるといえよう。  

 さらに、2009 年 10 月に開催された第 25 回 JA 全国大会決議においては、

「大転換期における新たな協同の創造～農業の復権、地域の再生、JA 経営の変

革～」とし、「消費者との連携による農業の復権」の中の、「地域における安全・

安心ネットワークと地産地消」では、地産地消運動の展開において、① JA ファ

ーマーズ・マーケット事業の確立と、②農商工連携等による地域農業の活性化

の 2 点をあげ、前者は、全大会までのファーマーズ・マーケット憲章の継続を

示していた。後者においては、JA・連合会は、農業と地元企業等とを結びつけ

るコーディネート機能を積極的に発揮します。としている。特に注目すべきは、

この中で学校給食への地場産農畜産物の提供に加え、福祉施設や病院、地元企
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業の食堂等への「地場産農畜産物の提供」があげられたことである。つまり、

JA は、その大会決議の中では、地産地消の対象として、病院を明記しているの

である。  

 ただし、近々の 2012 年 10 月に開催された第 26 回 JA 全国大会決議では、

「『時代へつなぐ協同』～協同組合の力で農業と地域を豊かに～」とし、 10 年

後のめざす姿を掲げた上で、3 つの戦略として、「地域農業戦略」、「地域くらし

戦略」、「経営基盤戦略」を策定・実践するとした。この中で、地産地消は、JA

地域農業戦略における多様な担い手と地域に根ざした生産販売戦略の実践に組

み込まれた。これまでの、ファーマーズ・マーケット憲章を中心とした展開と

は一線を画していることがわかる。ただし、「 JA 地域くらし戦略」の中では、

「JA くらしの活動」と「JA 事業」の連携をあげており、10 年後のめざす姿と

して「総合事業を通じて地域のライフラインの一翼を担い、協同の力で豊かで

暮らしやすい地域社会の実現に貢献している姿」を提言している。さらに、石

田は、農協の総合力を発揮するものとして三つの協同ないしは協働があると指

摘し、その一つは農協事業、もう一つは厚生連や農協観光、農業新聞・家の光

など JA くらし活動を直接サポートする諸事業、さらにもう一つは組合員活動

そのものとしている。これらの事業と活動が縦糸と横糸となり、一枚の織物と

なったのが「地域のライフラインとしての農協の総合力」ということができる、

と述べている 11）。この石田の論説と大会決議を敷衍するならば、総合事業の一

つである医療事業の病院給食と JA との連携も、その姿の一躍を担うことが提

案される。  

 以上より、JA における地場流通と地産地消における対応について検討を行

ってきたが、次節からは、JA の役割を中心に具体的な事例をあげながら検討を

行い、病院給食における役割を明らかにしていく。  

 

第四節 生産者グループと病院の取引における農業協同組合の役割  

 

1 病院と JA および生産者組織の三者による地産地消の概要  

伊勢原協同病院は、1968 年に伊勢原町立国保病院の移管を受け、伊勢原病院

として開設された。  
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栄養科の概要 12）は、給食業務運営は直営であり、人員構成は、管理栄養士 4

名に、調理師 17 名、調理員 7 名、事務 1 名である。1 日の平均的な食数は、昼

食 270 食、朝・夕食 250 食であり、1 食の食費（材料費）は約 260~270 円、調

理方法はクックサーブにて食事提供を行っている。  

伊勢原病院の地産地消活動は、同地域にある JA いせはらと生産者組織との

三者によって成り立っている。具体的な活動としては、次の三点がある。第一

に、農家からの直接納品による地場産農産物の常用、第二に、毎週病院職員を

対象にした野菜の頒布会の実施、第三に、一般市民を対象とした、地場野菜の

料理教室を年 4 回開催、であった。とくに、頒布会では、食材にあわせたレシ

ピも配布している。  

本活動が開始されたのは、2005 年 1 月からである。活動開始のきっかけは、

給食部門担当者が、他県の厚生連の病院にて、地場産農産物を使用しているこ

と知り、その病院を見学したことに始まる。その後、同管内の JA いせはらに

納品を依頼したが、病院への納品が可能な生産者が見つからず、病院の近隣の

量販店の直販コーナーに出荷している生産者部会へ再三依頼を行い、半年後、

購入経路を確保した。  

活動開始当初の取扱い金額は、従来から購入していた小売店支払が約 100 万

円だったのに対し、月 10 万程度であった。現在は、活動が 9 年目に入り、金

額ベースで 30％が生産者組織からの購入となっている。生産者組織の構成員は、

9 名であり、毎日 3～4 名が直接病院の検収場所へ納品している。取扱い品目と

して、ほうれん草や小松菜は通年で使用可能である。また、人参は給食には使

用頻度が高い品目であり、これまでは、生産していなかったが、病院で使用す

るならと生産を開始した生産者も存在している。  

 この生産者組織は、量販店の直販コーナーや直売所へ納品している病院近郊

の農家であり、比較的若い後継者がいる農家も多く、病院からの急な納品や、

少量の納品量へも対応している。  

 

2 活動継続要因と JA の役割  

本活動が継続された要因について二点に分類し検討していく。  

第一に、その購入方法についてである。活動当初その発注方法は、病院担当
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者が生産情報を入手し、献立から使用数量を算出、発注する形をとっていた。

この農産物に購入量を合わせる形では、使用料増加にも、農家の収益増にもな

りにくいことから、現在は、毎週水曜日の夜に JA 本所に、生産者・JA 担当者・

病院の管理栄養士が集まり、次週の出荷計画について打ち合わせを行っている。

ここでは、事前に病院が必要な発注量を JA に伝え、「納品日」、「野菜品目」、

「数量」、「使用日」、「曜日」「区分（朝・昼・夕）」「備考（使用料理名）」を記

し「出荷者」のみ空欄になった「野菜納品日計画書」を JA が準備する。この

資料をもとに、だれが、どんな数量で納品するかを順に決定していく。このと

き、病院担当者も生産者の作付けについて理解しており、その生育状況や、こ

れから使用したい品目等についても意見を出し合っている。また、農家も、互

いの生産状況について情報交換しながら、欠品なく、かつ特定の生産者に偏ら

ないように配慮し、給食用の献立はもちろん、職員を対象とした頒布会用の野

菜の品目も、ここで農家の生産状況に応じて決められている。  

以上から、病院と生産者組織が直接対話を行いながら、生産情報の共有、病

院のニーズの共有を行っていることは注目すべきである。この打ち合わせ会は

時間としては、30 分程度と短時間であるが、毎週互いの情報を交換する意義は

大きい。  

第二に、JA が本取組の事務局としての役割を担っていることである。その役

割について、図 3－2 に整理した。具体的な役割は、①病院への請求書の作成、

②病院が一括で支払った代金を JA の金融事業を活用し、各農家の口座へ振り

込むといった代金決算、③打ち合わせ会用の資料作成、④打ち合わせ会へ不参

加だった生産者への連絡、などである。  

このように、JA が中間に存在することで、複数農家と 1 病院との継続的で

安定的な活動が可能になっている。  
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 第五節 農業協同組合による病院給食への納品の意義  

 

1 遠州病院と県内 JA による地産地消の概要  

遠州病院は、1938 年、「保障責任医療利用組合連合会遠州病院」の名称で、

診療を開始した。その後、48 年に厚生連が設立され、その直属病院として、発

展してきた。2007 年 4 月 1 日より新病院となり、それまでの遠州総合病院か

ら JA 静岡厚生連遠州病院と改め、診療を行っている。遠州病院の栄養科 13）

は、洗浄・配膳・下膳のみを委託化し、主要な給食運営は直営である。事務職

員を除いた人員は、管理栄養士 7 名、調理師 12 名、調理員 1 名である。1 日の

平均的な食数は約 810 食であり、食材料費は 1 食約 265 円である。  

 地産地消を開始した理由として、以下の二点があげられた。  

 第一に、遠州病院は 2007 年に新築移転とともに、名称変更した。これは、

JA グループの病院をさらに、地域に周知したいとの考えからであった。その

際、病院給食においても、県内 JA からの農産物を使用してほしいと院長や事

務長からの打診があった。さらに、院長は、JA 女性グループとの会合の際など

に、病院給食での地場産農産物を使用しているなどのアピールも行っており、

地場産農産物の使用に対し、積極的な姿勢である。このため、地産地消の目標

を、野菜の購入金額ベースで 12 年度は 28％（11 年度の目標であった 25％は
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図 3-2 JA いせはらの事務局としての役割  

資料：ヒアリング調査から筆者作成  
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達成）とし、最終的に 50％を目指すとしている。第二に、静岡厚生連としても、

県内の厚生連病院において、地産地消を行うことを組織決定しており、内容は

病院ごとで異なるが、地産地消を行う環境が整っている。  

 遠州病院では、地域の厚生連病院としての立場を強く意識しており、県厚生

連の地産地消計画という環境づくりもそれを後押ししている。  

 さらに、食材の購入先は、厚生連の地産地消計画から、静岡県内 5JA（JA と

ぴあ浜松、JA 遠州中央、JA 掛川市、JA 遠州夢咲、JA みっかび）と取引が可

能である。ただし、現在は、主に JA とぴあ浜松と、JA 遠州中央からの仕入れ

を行っている。JA 掛川市からは、キャベツが出荷される時期のみ、購入してい

る。また、地域の小売店 2 軒からも、JA から納品できない野菜を購入してい

る。とくに、数量の変更ができない場合や納品ロットが決まっている JA もあ

るため、小売店からはその不足分や、地場産ではそろえることのできない農産

物を購入している。このような、多段階の農産物購入により、継続的に JA か

らの地場産農産物を使用できる購入経路を確保している点は特筆すべきである。 

 地産地消として意識している取り組みとして、①毎日 JA から仕入れた地場

産農産物を使用、②週１回、食事に使用した地場産農産物について記したカー

ドを食事に添える、③農産物の産地を食堂に掲示する、④産科の祝膳に地場産

農産物を使用する、などがあげられる。  

 当該事例では、産科の出産祝いの食事を、洋食のコース料理の形態で、提供

している。このメニューは、担当調理師が、基本の献立に対し、その時期の野

菜などを組み合わせ調理している。この時に使用する野菜を JA とぴあ浜松の

ファーマーズマーケットから購入している。買い付けは、JA 職員に依頼し、多

い時では 10 種類ほどの野菜を使用する。提供時には、産地を記したカードを

添えている。  

 当該活動は日々の給食はもとより、出産祝いといった食事まで、地場産農産

物を使用することで、料理に彩を添え、さらに、厚生連病院であることを意識

させる取り組みとしても機能していた。  

管理栄養士は地産の野菜は新鮮であると実感している。アンケートをしても、

患者の評判はよい。また、地産地消をはじめてから、JA とぴあ浜松から仕入れ

た野菜などを提供すると、他地域からの入院患者は、その野菜がめずらしく、
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興味をもってもらったことがあるとのことである。  

しかし、課題もある。それは次の五点に整理される。  

第一に、JA は出荷された農産物を納品するのみであり、天候不順などで収穫

できなかった場合、他産地からの調達機能がないため、欠品リスクがあること。

第二に、食材料費が高いこと。第三に、取引先 JA は大規模産地ではないため、

貯蔵設備が十分とは言えず、収穫後すぐに使用しなければならないため、献立

を収穫期に合わせる調整が必要なこと。第四に、地域の特産物が、下処理に時

間のかかる海老芋、病院給食に使用頻度の低いセロリ、サラダほうれん草など

であり、通年使用、使用頻度の高い野菜が少ないこと。第五に、取引先 JA で

は、発注数量が箱単位であり、必要量のみの購入ができないところもあること。

などがあげられた。  

とくに、最低でも食事提供の 2 週間前に献立作成していなければならない給

食においては、第三の納品可能時期の不確定さは、大きな課題である。このよ

うな課題解決のために、最近では、JA とぴあ浜松と、月 1 回、１～2 か月先の

納品可能商品の打ち合わせや、加えて新商品の提案などの話し合いをする場を

設けている。  

栄養科担当者の厚生連病院として地産地消を行うことに対する考えは下記の

通りである。  

地産地消を行うことで、食材が新鮮なことはもちろん、地域での資金循環と

いう意義を感じている。だからこそ、課題である下処理作業の増加は理解しな

ければならないが、限られた時間で調理しなければならない調理師としては、

受け入れ難い。その矛盾を克服するためには、調理者側も地産地消の意味を理

解する必要があるだろう、とのことであった。  

また、地産地消を行う中で、地域のつながりは大切と感じる。とくに、地元

で農産物を作っていても、地域に出回らず、都心部の市場に流れてしまうため、

地場産農産物を地域の人が知らない場合がある。これを知ってもらう機会にな

っていると実感していた。  
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  2  JA とぴあ浜松における病院への食材納品と地産地消の意義  

 JA とぴあ浜松 14）は、東は天竜川、西は愛知県境、南は太平洋岸、北は天竜

区境で、中央西寄りに浜名湖を抱え込み、海岸地帯・天竜川右岸地帯・浜名湖

岸地帯の三方原洪積台地を含む平坦地で、北部が中山間地となっている。本店

は浜松市東区に置かれている。  

 農産物では主に、野菜は、ねぎ、チンゲンサイ、セルリー、玉ねぎ、果樹は、

温州みかん、柿、花卉の栽培も盛んであり、取扱品目が多いことがその特徴で

ある。従来から特殊野菜が多く、京浜中心に都市部の消費地に出荷しており、

近年では地場流通が増加してきている。しかしながら、その売上高は年々減少

してきており、その危機感から、病院への納品を行っている営農販売部特販課

は、プロジェクトを開始した。  

 プロジェクトは、これまでの市場出荷の中で、いかに高価格をつけるかを重

要視してきたが、低コストで安定的な価格を確保することも必要であるとして、

直接販売とくに業務・加工用向けを中心とした市場外流通へも業務範囲を広げ

た。これに合わせ、量販店向けの最終パッケージの作成や、業務・加工用契約

販売の広報活動、地産地消活動、職員へ野菜ソムリエの資格を取得させ、学校

や量販店での宣伝活動を行っている。また、給食分野への納品に関しては、2006

年より学校給食センターへの納品を開始したのをきっかけに、現在では通常小

学校７校と依頼時のみ 3 校の計 10 校と取引を行っている。病院給食に関して

は、遠州病院のみの納品であった。このような、市場流通と並行して、直販活

動、地場産農産物の普及啓発にも積極的に取り組んでいることが当該 JA の特

徴である。  

 遠州病院との取引については、07 年から、地産地消計画策定に伴い、病院事

務長からの依頼にて開始された。  

 納品までの流れとしては、JA とぴあ浜松の担当者が 1 週間ごとの注文書を

作成し、病院へ送付、納品の１週間前に受注する。受注した品目は、野菜は管

内に三つの集荷場があるため、前日に 1 か所へ集め、当日に納品を行う。この

配送は、配送者をパートで雇用し、学校給食、遠州病院などへ同じ配送ルート

にて配送を行う。基本的には、土日以外のほぼ毎日納品は行っている。また、

納品においては、冷房車であるが厳密な温度管理までは至っていない。荷姿は
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段ボールにて納品している。  

 価格については、病院や学校などは納品数量が一定ではないため、相場とし

ている。当 JA の野菜は全国的にも高い傾向があるが、これには生産にかかる

費用や残留農薬検査などの費用が反映されているためであった。  

 さらに、JA とぴあ浜松と遠州病院における特徴的な取り組みとして、打ち合

わせ会の開催がある。これは、2012 年 4 月から、お互い使用数量を増加させる

ことを目的として、JA 担当者、管理栄養士、調理師などを交えて毎月行ってい

るものである。内容としては、病院からは納品可能数量の調節や、JA から野菜

の使用方法やレシピの紹介、互いのニーズの交換を行っている。この会を実施

したことで、使用数量の増加につながっている。  

 JA が病院給食に対応することに対して営農販売部の担当者の考えは、下記

の通りである。  

JA が病院給食へ納品することは、コスト面や集荷・分荷機能からも、小売店

のような対応はできないとしながら、JA が地場産農産物の流通を行わなけれ

ば、安価な農産物が優先的に選択される。JA が活動を行うことで、地域の野菜

があることを地域へ誇示していくことは地域農業のためには必要である。今後、

病院給食に関しては、積極的な営業活動は行っていないが、給食分野において

は、学校給食の数量を確保した上で、積極的な病院があれば納品は可能である。

とのことであった。  

 当 JA においては、病院に関しては遠州病院のみの取引であり、担当部署と

して市場流通はもちろん業務・加工用への対応やパッキング事業、農産物の広

報活動に力を入れていた。遠州病院との取引は、コストもかかり、納品数量も、

業務用に比べ多いわけではないが、打ち合わせ会を行うことで、病院のニーズ

を把握し、取引数量の増加につなげたことは注目すべき点である。また、その

取引を行う上での意識として、地域の農産物があることを周知してもらうため

に意識的に行っている点は、JA だからこそできる活動である。その際に、 JA

では、小売店と同様の集配機能は備えていないことを指摘している点には注視

すべきであろう。  
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3 JA 遠州中央における病院への食材納品と地産地消の意義  

 JA 遠州中央 15）は、天竜川東岸の 3 市 1 町にまたがり、組合員数 43,971 人

(団体を含む )、職員 948 人 (2011 年 4 月 1 日現在 )の JA である。本店は磐田市

見付にあり、2011 年度は 40 支店、3 営農経済センター、13 事業所で事業を展

開しており、3 市（袋井市、磐田市、浜松市）1 町（森町）の行政区を管内とし

ている。北部地域は山間部が多く、広大な森林に恵まれ林業が栄え、農作物で

はおもにお茶の栽培が盛んな地域である。また、中央部から南部にかけての平

野部は、静岡県内一の穀倉地帯といわれる米作と、トマト、イチゴ、メロン、

中国野菜に代表される施設作物やレタス、お茶などの生産が代表的である。  

 この中で遠州病院へ食材を納品しているのは、磐田市内にある園芸流通セン

ター営農振興部園芸指導課である。当部署は、市場出荷はもちろん、市場以外

の業務用の販売に力を入れている。とくに、外食業者、中食業者、カット野菜

業者、病院など多様な販売経路を有していることは、その特徴といえる。多様

な販売経路を持つことで、組合員が生産したすべての農産物を販売したいねら

いがある。また、積極的に契約栽培を推進しており、農家に具体的価格を示し、

販路を定めることで、次年度の栽培へとつなげるといった取り組みを行ってい

る。  

 このような多様な販路に対応するため、配達を輸送会社へ委託し、365 日（土

日祝は半日）配送可能な体制を整備した。配送時には JA への販売協力費（12％）

の中から、専用のコンテナを購入し、コンテナ内の内袋も JA から配布してい

る。この内袋は必ず新品を使用するように指導を行っている。衛生管理の徹底

から、5～10℃の温度帯にて配送可能な配送車を導入といった温度管理を行っ

ている。具体的な衛生管理指導として農家に対して、コンテナを土間に置かな

い、異物混入を防止するためコンテナ詰めの際はキャップを着用する、といっ

た指導や、配達員には、配達以外の時間でコンテナの清掃を依頼している。こ

れは、取引先である中食業者などの衛生基準に準拠するためであり、すべての

直販業務でこの管理を行っている。  

 遠州病院との取引開始は、地域特有の野菜の認知度を高め、給食に普及する

ことを目的に、担当者が地域の栄養士に対し行っていた広報活動を通じて販路

を得た。この時すでに、遠州病院では JA とぴあ浜松との取引を行っていたが、
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病院の地産地消計画を推進していたこともあり、取引が開始された。  

 納品の流れについては、発注の 2 週間前に JA 遠州中央から提案書を病院に

送付し、病院から翌週の発注書が届くため、発注を受けてから農家へ依頼する。

提案書には、価格、品目、納品可能数量が書かれており、価格は市場価格より

は再生産価格を意識しているため、市場の影響は受けにくく価格変動は小さい。  

次に JA における病院への納品の課題を、三点に整序する。  

第一に、少量納品への対応の困難性である。納品数量に関しては、納品開始

当初は 100g 単位の注文にも対応していたが、農家に細かい数量を依頼しにく

いため、納品可能数量をやや大きくした経緯がある。第二に、取扱い品目が限

定されることである。病院が地場産農産物の使用を希望する場合、JA が地場産

農産物のみでなく、他の商品を取りそろえて納品するといった小売店と同じ機

能を期待している点にある。これには、JA 間での連携などが解決策としてあげ

られるが、現在の JA では、現実的には難しい対応であると言える。第三に、

受注量が不透明な点である。直販事業においては、業者との契約栽培であれば、

その数量が明確であるが、病院は発注数量が納品も前の週でなければ確定せず、

納品側にとっては大きな課題である。  

 このような課題がありながら、病院給食における納品を行う意義を次にみて

いく。  

 まず、地産地消を意識している点である。中でも、当 JA の担当者は、入院

患者に美味しい野菜を食べてもらい、それがこれからの購入にもつながるので

はないかと期待していた。また、地域の農業や、農業があることで維持される

環境を守り、農業が持続していくためには、地場産農産物を買い支えることが

必要であると強く意識していた。そのような地域環境を作ることも重要であり、

これらをコーディネートすることが JA の役割ではないかと捉え、活動を行っ

ていた。  

 以上から、当該 JA では、病院給食における納品は、直販業務の中の流通チ

ャネルの一つと捉えており、病院単独での売上は大きくないものの、一つの配

送で、複数の取引先を効率的に回ることで、取扱量を確保していた。また、特

筆すべき取組として、地域の農業の持続・発展を視野に、市場流通はもとより、

直販の中でも、外食業者、中食業者の求める衛生管理、温度管理を整備するこ
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とは、給食にも求められる品質管理を敷衍的に担保している。このような独自

の取組が、JA 単独での病院給食における地場産農産物の納品を可能にしてい

た。  

 

第六節 JA の集荷・分荷・配達機能における課題と対応 

 これまで、JA における地場流通への対応と、その事例検討を行ってきたが、

ここからは、これまでのアンケート調査と文献調査から、JA の納品者としての

課題を整理していきたい。  

まず、JA が、病院への直接納品を行うことは、アンケート調査の結果から、

地場産野菜の購入先として、厚生連病院では 31.0％、その他の病院では 2.5％

と高いとは言い難い結果であった。一方、地場産米については、厚生連病院

85.3％、その他の病院では 12.9％と、厚生連病院では高い傾向がみられた。こ

の理由として、米は保存性が高く、納品回数も限られるため JA が直接納品す

ることは可能であるが、野菜に関しては、保存性は低く、毎日の納品が必要で

あり、なおかつ、納品者のきめ細やかな対応が求められるため、これに JA が

単独で対応することは JA の販売能力によるところが大きくなる。とくに本章

三節で取り上げた JA 遠州中央の事例では、当該 JA は販売専門農協との合併

による販売力の高い担当者を有しており 16）、病院を販売チャネルの一つとして

確立していることが指摘できた。  

ただし、JA における主な役割は本来、生産振興（生産計画の策定、産地育成、

技術指導）、生産組織（生産部会）の運営、集荷、および JA 管内での販売とい

うように、生産にかかわる機能が中心であるとされる 17）  。  

よって、JA 遠州中央が行っている対応が全国の JA において可能であるかを

検討した場合、市場流通を販路としてきた JA には現時点では困難であること

が指摘される。  

さらに、藤島らは、卸売市場外流通システム  18）を、①原基型流通システム、

②物流業者介在型流通システム、③小売業者主導型流通システム、④中間業者

主導型流通システム、⑤大口需要型流通システム、⑥準市場型流通システムに

分類しており、②、③、⑤、⑥については農協等の存在を指摘しているものの、

JA からの消費者および小規模の実需者への経路は示されていない。  
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この理由として、第一に、JA は、他産地からの調達機能を有していない場合

が多いこと、第二に、地域農業の特性から生産品目が限定されること、第三に、

JA が個別の配達機能を有していない場合が多いこと、が推測される。この対応

策としては、JA のファーマーズ・マーケットを中心とした取組がある。尾高は、

病院給食における納品に対し、直売所を起点とすることを提案しており、一つ

の流通経路としての確立の可能性はあると考えられる。  

しかしながら、病院給食への地場産農産物導入を展開していく上では、直売

所の活用のみでは、活動の制約にもなりかねず、第一章で取り上げた、小売店

や仲卸業者といった既存の流通システムの有効利用も検討すべきである。  
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図 3-3 卸売市場外流通システム  

資料：藤島ほか［14］p.65 を基に筆者作成  

注 1）「農協等」と⑤の「小売業者等」を点線で囲んだのは、常に農協

（または生産者任意組合、輸入商社、等）や小売業者（または、レ

ストラン、給食業者）を通るとは限らないからである。  

注 2）⑤において「大口需要者」と「消費者」の間を点線の矢印にした

のは、「生産者（または外国の輸出商社等）から「大口需要者」まで

とは異なる商品が流通するからである。  

注 3）②、③、⑤、⑥の「農協等」はそれぞれ互いに別々の農協等であ

ることを必ずしも意味していない。それどころか、実際には同一の

農協が小売業者に直接販売し、さらに全農集配センター等に出荷す

ることも決してめずらしくない。同様に、③、④、⑤、⑥の間で互

いに異なるのはまれである。  
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第七節 むすび  

 本章では次のことを明らかにした。  

 第一に、協同組合としての JA のあり方と地域対応について確認を行った。

JA における地域対応は、共助・共益の組織である協同組合において、その事

業の範囲内で可能な限りの公益性を発揮することを求められていた。とくに

JA は、農業・農村に関するノウハウを持つ組織であり、食と農のつながりに

配慮した地域対応が必須であった。また、今後の JA における地域対応には、

組合員とともに、そのニーズを満たしながら、地域の協同組合としてのあり方

を模索し、事業を展開していくことが求められた。この活動の一つとして、農

業者と消費者の新たな価値観を創造するための地産地消が適切であることを明

らかにした。  

第二に、JA における青果物流通の歴史と、地場流通への対応を検討した。

JA は青果物流通において、大規模・遠隔産地形成の主導者として、広域大量

流通の担い手としての役割を果たしてきたが、近年では、直販への参入や、直

売所の運営も行っている。しかしながら、地場流通への対応の歴史は短く、現

在でもその中心は市場流通が主であり、直販事業においても、業務用需要など

大規模な実需者との関係が主であろう。よって、本研究が取り上げる病院給食

への対応は、まれであることが推察される。  

 なお、JA の活動の方針を示す JA 全国大会決議では、第 25 回 JA 全国大会

決議において、病院給食への農畜産物の提供があげられているが、近々の第

26 回大会では、その文言は記載されなかった。ただし、 10 年後のめざす姿と

して「総合事業を通じて地域のライフラインの一翼を担い、協同の力で豊かで

暮らしやすい地域社会の実現に貢献している姿」を JA は提言しており、この

提言を敷衍し捉えるならば、その総合事業の一つである医療事業の病院給食と

JA との連携も、その姿の一躍を担うことが提案された。  

 第三に、生産者組織と伊勢原病院の間における調整役としての JA のあり方

と役割について検討を行った。当該事例は、 9 年間の継続的な地場産農産物使

用を行っていることに特徴がある。この活動において JA は、病院と生産者組

織の生産者間の調整、代金決済を含めた事務手続きといった事務局としての役

割を担っていた。このような調整機能を持つ存在は、地場産農産物を恒常的に
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使用するために重要であることが明らかとなった。  

 第四に、遠州病院と、JA とぴあ浜松、JA 遠州中央の事例から、JA が病院

へ納品を行う意義について考察を行った。まず、遠州病院は、県厚生連および

院長の積極的な地場産農産物の使用方針が示されている。この中で、とぴあ浜

松では、病院給食への納品は、コストが高く、複数の病院への対応は困難であ

るとしている。しかしながら、その取り組みの根拠として、地場産農産物の存

在を誇示し、意識的に地域の農産物を使用してもらいたいとの意向を持ってい

た。このような活動は、JA だからこそ行えるものであり、まさに地場産農産

物を優先的に使用する環境づくりへの寄与といえた。次に、遠州中央について

は、とぴあ浜松と同様に地域内の地場産農産物認知度の向上を目的としている

一方で、学校給食や業務用需要と並んで、販路の一つであると認識していた。

とくに、遠州中央においては、業務・加工用の販売に積極的に取り組んでお

り、衛生管理・温度管理された納品経路は病院給食にとっても有益であること

が示唆された。この両 JA の活動は、販売面の利益は大きいとは言い難いが、

地場産農産物を病院に納品することで、農業振興を図るとともに、病院の給食

の質に寄与するという、地域公益性へも配慮した活動であった。  

 第五に、これまでの事例から、JA における納品者としての課題を整序し

た。その課題として、①他産地からの調達機能の不足、②取扱い品目が限定的

であること、③配達機能の不足であった。これには、 JA の販売力強化ととも

に、直売所の活用、既存の小売店や仲卸業者の活用など、幅広い検討が必要で

あった。  

 

注 1）岸上［1］p.55 参照。  

2）農林水産省［3］pp.19～20 参照。  

3）小池［5］pp.37～58 を参照。  

4）北川［6］p.73 を参照。  

5）田代［7］p.272 を参照。  

6）社会的経済とは、協同組合が社会的目的と経済的目的の二重の性格をも

つ組織であることを前提として、公共セクターとも異なり、民間営利セク

ターとも異なる独自の領域を形成するような、市民たちがつくる自発的協
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力のセクターのことを指している。  

7）石田 [8]p.287 を参照。  

8）石田 [8]p.31 を参照。  

9）増田［9］p.65 を参照。  

10）石田［8］pp.296～302 を参照。  

11）石田 [8]p.294 を参照。  

12）2013 年 3 月のヒアリング調査を参照。  

13）2012 年 8 月のヒアリング調査を参照。  

14）2013 年 2 月のヒアリング調査を参照。  

15）2013 年 2 月のヒアリング調査を参照。  

16）坂 [12]p.136 を参照。  

17)尾高［13］p.36 参照。  

18）藤島ほか［14］pp.64～67 を参照。  
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第四章 病院給食における業務委託化と地場産農産物導入方策 

 

第一節 はじめに  

本章の課題は、年々増加する病院給食の業務委託化が、地場産農産物使用に

及ぼす影響を明らかにするとともに、業務委託が増加する今日における地場産

農産物活用の展開方策を示すことにある。  

近年、病院給食における業務委託率は、医療関連サービス振興会の実施した

調査（以下、医療サービス調査と略す）によれば、平成 3 年度に 19.9％、平成

24 年度には、67.9％へと増加している 1）。  

病院給食における業務委託化の歴史は、それまでも下請け的な委託は存在し

たものの、昭和 61 年に外部委託が認められたことで全国的に普及した。  

 病院給食の具体的な給食運営の工程には、食材の調達、調理、盛付、配膳、

下膳、食器洗浄、施設設備管理、食器の手配、食事の運搬などがあげられるが、

業務委託が可能な範囲と、病院自らが行わなければならない範囲が決められて

いる 2）。しかし、病院が自ら行う範囲は、給食運営の総括や確認事項が中心で

あり、作業のほとんどは委託可能である。  

この業務を請け負う給食委託会社は、主に、調理業務の全般、および一部を

契約内容により受託する。本研究が提案する地場産農産物導入に関していえば、

食材の発注業務は、食材購入先を決定する重要な工程であるが、近年、給食受

託会社では、独自の食材流通システムを保有する企業が存在している。このよ

うな会社への業務委託は、かつての小売店を中心とした食材購入から、給食委

託会社の食材購入システムへの変化に直結する可能性を含んでいる。また、業

務委託化は、栄養部門内において、病院側と委託側の二つ組織が存在すること

となる。このような中で、地場産農産物を導入し、給食を通じた新たな活動を

行う際には、活動に対する共通認識を持たなければその展開は困難となること

から、直営給食とは異なる展開方策が必要となることが推察される。  

 以上より、これらの課題にもとづいて、本章では、次の検討を進める。  

第一に、病院給食における委託化の歴史と、市場規模、今日的動向を文献に

より把握する。第二に、アンケート調査から給食の委託化が、地場産農産物の

使用に及ぼす影響を整序する。第三に、全面委託給食を実施している JA 広島
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厚生連尾道総合病院（以下、尾道病院と略す）に対する事例分析により、全面

委託給食の導入動機、運営方法などについて検討する。第四に、一部委託しな

がら幅広い地場産農産物活用を行う高知県厚生農業協同組合連合会 JA 高知病

院（以下、高知病院）の事例分析から、活動方針の重要性について検討を進め

る。第五に、全国の病院・福祉施設を中心に給食業務の委託を行う A 社を対象

にヒアリング調査を行い、給食委託会社が保有する購入ルートを明らかにする

とともに、業務委託における地場産農産物使用に重要な要素を抽出する。  

 

第二節 病院給食における業務委託化の動向と課題  

 

 1 業務委託の歴史的変遷  

 病院給食における業務委託化は、前節にも示した通り 1986 年に外部委託が

認められたことに始まる。それまで、医療法第 21 条より、病院は、病院給食の

「人員及び施設」を有さなければならないとされ、直営が原則であった。しか

しながら、医療の合理化が推し進められ、いわゆる国立・公立病院を中心に、

徐々に委託化が拡大する中で、厚生労働省が、「病院における給食業務の一部委

託についての通知」を都道府県知事に出したことから、病院給食の委託に拍車

をかけた。この頃の日本栄養士会の機関誌には、兵庫県の通知が記載されてお

り、委託時の留意点すべき事項について、給食の内容を低下させないこと、調

理技術を低下させないこと、適切な保健衛生上の指示を行うことなど、具体的

に給食の質の低下を防止する事項が通知されていた。その後、1988 年には、基

準給食制度の見直しにより、これまで「早い・冷たい」と言われてきた給食に

対し、適時、適温給食の実施が図られ、その質を向上させるきっかけともなっ

た。さらに 96 年には、院外で調理を行うセンター方式が認めたられた。なお、

現在の外部委託に関しては、07 年「医療法の一部を改正する法律の一部の施行

について」及び 08 年「病院、診療所等の業務委託について）」において、業務

委託の趣旨、受託業者の選定などが示されている。  

このように、病院給食における業務委託は、戦後、直営が原則であったもの

が、合理化をキーワードに、業務委託、外部化と進展してきたことがわかる。

一方で、食事内容に関しては、健康増進法などから質の高い食事提供と個別対
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応が年々求められ、食事に対する期待と合理化の間に、現在の給食経営は置か

れている。  

 

2 業務委託化における目的と課題  

 業務委託化の目的をアウトソーシングの概念 3）からみてみると、①経済的効

果：人件費・食材費・経費の削減と生産性の向上、②人事管理の簡素化：人事

管理業務の簡素化、パート化、③給食経営の改善：運営管理、食事の品質・サ

ービスなどの改善、④専門性への期待：専門知識、専門技術、新しい情報の収

集と提案、⑤新システムの導入：クックチル、センター化、選択食、適温配膳

システム、という 5 点に整理される。とくに、病院側では、業務のスリム化、

給食経営の合理化、専門性への期待が目的となろう。  

次に、現場における業務委託化のメリットを整理する。医療サービス調査 4）

によれば、「人員・人材不足の解消」の 62.4％が最も多く、「経費の削減」が 47.2％、

「業務運営の効率化・迅速化」が 45.2％と続く。「サービス・業務の質などの向

上」に関しては、24.1％に留まっていることから、現場では、業務委託の中心

的なメリットは人材確保とともに、コスト削減であると考えられていることが

わかる。  

業務委託化について、岡野は、業務委託による病院給食が、受託企業の営利

追求性と、業務委託する側（病院）の経費削減への志向から、①人件費の切り

下げに伴う未熟練労働者の多用による技能の低下、②材料費の切り下げによる

給食材料の低下、③医療労働に対する下請け・派遣労働者の意識の低さ（それ

を規定する就労環境）、によって質的低下をきたし、それが患者に波及する、と

述べており、業務委託による給食の質の向上に否定的な見解を述べている。  

 さらに、岡野は、業務委託化が拡大すれば、市場原理が働き、受託会社と直

営病院の間での競争によって患者サービスが向上するという業務委託推進論に

対して、医療の「市場」は、「需要と供給が同時的に発生する即時財であり、こ

のため空間的条件が決定的な重要性をもってくる。」という三木の論説を述べ

た上で、その閉鎖性（一般的に、医療の需要者である患者は、あらかじめ供給

されるサービスの質を知ることができない）からして、医療を提供する病院側

にとって、「競争によるサービス向上」への動機は他のサービス業に比べて低い。
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また、病院給食を見れば、患者が、そのサービス内容の内容によって病院を選

択することはまれである、としている。さらに、診療報酬の加算措置を例にあ

げながら、病院経営を患者サービス向上へ導く最大の要因には、経済的要因、

すなわち患者サービス向上の実施が収入増に結び付く場合である、とも指摘し

ている。  

以上のような、岡野の指摘は、業務委託と労働組合の視点からの分析である

という点には注意せざるを得ないが、業務委託化が合理化を進めるものとなる

ことは否めず、給食の質的低下に関しては、注意すべきであるといえる。  

 

3 給食分野における市場規模と今後の動向  

これまで、業務委託化の歴史と目的をみてきたが、このような給食における

今日の給食市場を整理し、病院給食の位置づけを確認するとともに、今後の動

向をみていこう。まず、給食市場は事業所対面給食、弁当給食、病院給食、老

人福祉施設給食、学校給食、幼稚園・保育所給食の六つの分野に分けられる。

この市場規模は、2005 年度に 4 兆 5,766 億円であり、2009 年度に 4 兆 3,101

億円になっている。この中で病院給食の占める割合は、2009 年度で 1 兆 2,508

億円となり、給食市場全体からみれば 29.0％となっている。給食市場のポジシ

ョニングから見れば市場規模は大きいが、老人福祉施設における新規導入と比

較すると成長性は小さい。  

また、総給食市場の年次推移を図 4-2 に示すが、その市場規模は微減傾向を

示しており、この背景には、長期療養病床の削減、平均在院日数の削減等によ

る病床数の減少といった、医療費の削減を最優先にしてきた医療行政があげら

れ、今後もこの微減傾向は続くことが予想されている。しかしながら、その委

託化率は、病院によるコスト削減と給食サービスの質的向上を目指し、拡大が

進むことが指摘されている。  

 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,516 1,537 1,529 1,555 1,560

4,417 4,365 4,482 4,503 4,461

5,541 5,564 5,710 5,881 6,057

14,512 13,085 12,795 12,478 12,508

6,320
6,277 6,076 5,983 5,725

13,460
13,460 13,600 13,460 12,790

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2005 2006 2007 2008 2009

億
円

年度

事業所対面給食

弁当給食

病院給食

老人福祉施設給食

学校給食

幼稚園・保育所給食

45,766 44,288 44,192 43,860 43,101

図 4-1 給食市場のポジショニング  

資料：光琳［6］p.36  

注：（  ）は 2009 年度の市場規模  

 

図 4-2 給食の総市場規模推移  

資料：光琳［6］p.37 

 

 市場成長性 大 

市場規模大 

老人福祉施設給食 

（6,057 億円） 

＊外部委託進行 

＊新規物件増加 

事業所対面給食 

（12,790 億円） 

＊景気低迷が影響 

弁当給食 

（5,725 億円） 

＊受託件数減少 

＊在宅配食増加 

学校給食 

（4,461 億円） 

＊民間委託進行 

幼稚園・保育所給食 

（1,560 億円） 

＊定員枠増加 

＊制度が変更 

病院給食 

（12,508 億円） 

＊外部委託進行 
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この委託率拡大の指摘を受けて、医療サービス調査による患者等給食を受託

する事業者へのアンケートをみると 5）、受託業務量・業務範囲は「横ばい傾向」

が 69.2％となり、「増加傾向」は 17.6％、「減少傾向」は 6.6％と続いている。

ただし、受託額（平均）の推移では、「横ばい傾向」が 62.6％と最も多く、続い

て「減少傾向」が 20.9％、「増加傾向」が 11.0％となり、ほぼ横ばい傾向がみ

られる一方で、一部、受託量の増加と受託額の減少があることがわかる。  

また、今後の市場規模動向を事業者自身は、「現状維持」と回答した事業者が

52.7％と半数に上り、「拡大傾向」が 34.1％、「縮小傾向」が 7.7％と比較的前

向きな回答が多い。この見解に沿うように、当該サービスの今後の事業拡大・

縮小予定については、「拡大予定」が 57.1％、「現状維持」が 34.1％、「縮小予

定」が 2.2％、「撤退予定」が 1.1％としており、業務の維持・拡大が 91.2％と

大多数を占めている。  

このように、病院給食における市場規模は、集団給食における市場の約 3 割

を占めており、その中で、今後その委託額には微減傾向が予測されるが、各病

院における委託化は増加することが推察される。  

 

 4 全国的な委託率とその傾向  

医療サービス調査による全国的な委託率は、 67.9％であったが、その年次推

移（図 4－3）をみると、前節で指摘したように市場規模は縮小傾向にあるもの

の、委託率は増加していることが明らかである。  

 また、委託率を属性別（図 4－4）にみてみると、業務委託化がはじまるきっ

かけともなった国公立病院では委託率が高いことがわかる。また、病床数 ( 

図 4-5）では、500 床以上の病院においては 8 割以上が委託化されているが、

500 床以下の病院では、6 割に留まり、大きな差はないことがわかる。  
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図 4-3 患者等給食の委託率の推移  

資料：［ 1］医療関連サービス振興会 p.8 を基に筆者作成  

図 4-4 開設主体別にみる業務委託率  

資料：［1］医療関連サービス振興会 p.12 を基に筆者作成  
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第三節  アンケート調査からみる業務委託化の現状と地場産農産物

活用への影響  

 

1 業務委託内容の実態と食材購入  

ここまでは、業務委託化の動向について文献により把握してきたが、次から

は、アンケート調査より業務委託率が食材購入に及ぼす影響について分析を行

う。  

 まず、アンケート調査における委託率を確認すると、全面委託 21.9％、一部

委託 53.4％となり、委託率は 75.3％に及んでいる。医療サービス調査による委

託率は 67.9％であったが、開設主体を公的なものに限定すれば 79.5％と、ほぼ

本調査と同水準であることがわかる。  

その委託内容（表 4-1）であるが、全面委託においては、その名称のとおり給

食業務のほとんどを委託しているのがわかる。一方で、一部委託においては、

「食器洗浄」、「配膳・下膳作業」、「盛付作業」といったルーチンワークが主で

あり、「献立作成」に関しては、病院側が行っていることが多い。  
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図 4-5 病床数別にみる業務委託率  

資料：［1］医療関連サービス振興会 p.12 を基に筆者作成  
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また、そのメリット（図 4-6）は、全面委託では、「病院職員が本来の業務に

専念できる」こと、一部委託では、「人員・人材不足の解消」という異なる傾向

がみられており、このことは、業務委託化における目的の違いにも通じ、地場

産農産物活用における対応策を検討する際には、考慮すべき点であることが指

摘される。  

 

 

 

 

 次に、給食運営別に生鮮野菜の最購入先（表 4－2）を分析すると、運営方法

により購入先に有意な差がみられた（P＝0.0000）。とくに、全面委託において

献立作成 発注作業 在庫管理 食数管理 調理作業 盛付作業 配膳作業 下膳作業 食器洗浄 院外調理 その他 合計

48         51         52         35         53         53         53         53         52         5          1          53         
90.6       96.2       98.1       66.0       100.0     100.0     100.0     100.0     98.1       9.4        1.9        100.0     

13         36         38         39         84         104       112       121       123       3          9          129       
10.1       27.9       29.5       30.2       65.1       80.6       86.8       93.8       95.3       2.3        7.0        100.0     

61         87         90         74         137       157       165       174       175       8          10         182       
33.5       47.8       49.5       40.7       75.3       86.3       90.7       95.6       96.2       4.4        5.5        100.0     

上段：回答数（複数回答）　下段：％

全面委託

一部委託

合計

サービス・

業務の質

などの向

上

病院職員

が本来の

業務に専

念できる

人員・人材

不足の解

消

業務運営

の効率化・

迅速化

経費の削

減

全面委託 24.5 77.6 49 42.9 44.9

一部委託 23.5 39.1 73.9 28.7 45.2
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図 4-6 給食運営別にみる業務委託のメリット  

資料：アンケート調査より筆者作成  

 

表 4-1 委託内容  

資料：アンケート調査より筆者作成  
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は、小売店からの購入が有意に少なく、給食委託会社からの購入が高いことが

わかる。また、一部委託と直営は小売店からの購入が主であるが、一部委託に

ついては業務用食材卸売業者からの購入が、直営では JA からの購入がある傾

向がみられた。  

 さらに、生鮮野菜の購入先軒数（表 4－3）については、2～3 軒が最も多い

ことは共通しているものの、全面委託では、 1 軒からの集約的な購入が行われ

ており、直営と一部委託では、4 から 5 軒と複数の購入先を確保していること

が明らかとなった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

小売店 JA 全農
給食委託

会社
業務用食材
卸売業者

卸売市場 その他 合計

37 9 0 0 2 10 0 58
63.8 15.5 0 0 3.4 17.2 0 100

15 0 1 18 12 6 1 53
28.3 0 1.9 34 22.6 11.3 1.9 100

90 4 0 6 21 10 2 133
67.7 3 0 4.5 15.8 7.5 1.5 100
142 13 1 24 35 26 3 244
58.2 5.3 0.4 9.8 14.3 10.7 1.2 100

上段：回答数（単数回答）　下段：％

直営

全面委託

一部委託

合計

1軒 2～3軒 4～5軒 6～7軒 8～9軒 10軒以上 合計
5 36 11 2 0 8 62

8.1 58.1 17.7 3.2 0 12.9 100
20 25 3 1 3 1 53

37.7 47.2 5.7 1.9 5.7 1.9 100
18 80 23 4 0 8 133

13.5 60.2 17.3 3 0 6.1 100
43 141 37 7 3 17 248

17.3 56.9 14.9 2.8 1.2 6.8 100
合計

上段：回答数（自由記述回答）　下段：％

直営

全面委託

一部委託

表 4-2 給食運営別にみる生鮮野菜の最購入先  

資料：アンケート調査より筆者作成  

注）個人農家、直売所、生産者組織は回答者がいなかったため分析から除外した。  

表 4-3 給食運営別にみる生鮮野菜の購入先軒数  

資料：アンケート調査より筆者作成  
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2 給食運営別にみる地場産農産物の活用状況  

給食運営方法により食材購入に異なる傾向があることがわかった。次に、地

場産農産物購入における影響をみる。  

 給食運営方法と使用頻度の関係いついて検定を行うと（表 4-4）、有意な差は

みられなかった。しかしながら、「まったく使用していない」と選択した割合に

着目すると、全面委託で 22.0％、一部委託で 11.8％、直営で 6.5％となり、使

用率に違いがあることがわかる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、地場産野菜の購入先（図 4-7）について、全体としては、小売店からの

購入が最も多いが、各購入先について運営方法別に検定を行うと、給食委託会

社（P=0.0001）、小売店（P＝ 0.0039）、生産者組織（P=0.0043）、個人農家

（P=0.0077）6）、JA（P=0.0376）において有意な差がみられた。全面委託にお

いては給食委託会社からの購入が 3 割近くを占めており、小売店からの購入が

他に比べて少ないことから、自社の保有する購入ルートを使用した食材調達が

あることが推察される。一方で、直営における JA、生産者組織、個人農家から

の購入が多い傾向にあることは、地場産農産物導入における一つの可能性であ

るとともに、委託化が進展する中での導入課題であることも示唆している。  

 また、地場産農産物使用の経緯（図 4-8）についても、運営方法による違いが

みられている。とくに統計的に有意であったものに、病院経営者の意向

（ P=0.0037）、従来から使用（ P＝ 0.0054）、病院グループとしての意向

ほぼ毎日
使用

ときどき
使用

まったく使用
していない

合計

36          22       4              62         
58.1        35.5     6.5            100.0     

22          17       11            50         
44.0        34.0     22.0          100.0     

76          36       15            127       
59.8        28.3     11.8          100.0     
134         75       30            239       
56.1        31.4     12.6          100.0     

合計

上段：回答数（単数回答）　下段：％

直営

全面委託

一部委託

表 4-4 給食運営別にみる地場産野菜の使用率  

資料：アンケート調査より筆者作成  
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（P=0.0075）がある。この中で、注目すべき点は、病院経営者の意向が強く反

映されている点であり、全面委託において地場産農産物を使用するためには、

重要な要素となることがわかる。さらに、病院グループとしての意向について

は、本調査の回答者へ厚生連病院が含まれることは考慮すべきであるが、経営

者や病院グループとしての意向が、地場産農産物使用の経緯に大きな影響を及

ぼすことは明らかである。  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

小売店

業務用食

材卸売業

者

卸売市場

（仲卸含

む）

JA
給食委託

会社

生産者組

織
個人農家 直売所 全農 その他

購入先な

し

直営 67.2 8.6 19.0 20.7 - 12.1 10.3 5.2 - 1.7 -

一部委託 74.8 16.3 10.6 8.1 5.7 1.6 1.6 0.8 0.8 - 0.8 

全面委託 47.8 17.4 6.5 8.7 28.3 2.2 - 4.3 2.2 2.2 4.3 

-

10.0 

20.0 

30.0 

40.0 

50.0 

60.0 
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80.0 

％

＊＊

＊＊

＊＊ ＊＊

＊

図 4-7 給食運営別にみる地場産野菜の購入先  

資料：アンケート調査より筆者作成  

注）＊＊： 1％有意  ＊： 5%有意  
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さらに、地場産農産物使用の目的（表 4-5）については、「農業者や JA との

関係強化」についてのみ有意な差がみられた（P=0.0002）。これには、直営にお

いてその選択率が高く、一部委託において有意に低かったことがあげられる。

直営においては農業者らとの関係強化を強く意識していることが指摘できる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

従来から

使用

給食提

供部門

の意思

病院グ

ループと

しての意

向

病院経

営者の

意向

JAからの

働きかけ

個人農

家からの

働きかけ

その他

直営 46.3 22.2 20.4 5.6 1.9 1.9 1.9 

一部委託 43.5 33.3 5.6 3.7 0.9 - 13.0 

全面委託 17.1 22.0 19.5 19.5 2.4 - 19.5 

-

5.0 

10.0 

15.0 

20.0 

25.0 

30.0 

35.0 

40.0 

45.0 

50.0 

％

＊＊

＊＊
＊＊

給食の質
の向上

喫食者の
満足度の
向上

給食サー
ビスの差
別化

給食業務
の新たな
取り組み

地域農業
活性化へ
の貢献

農業者や
JAとの関
係強化

地場産農
産物の認
知度の向
上

食材料費
の抑制

病院の認
知度の向
上

環境負荷
軽減

その他 合計

29         26         2          6          26         16         6          16         2          -           1          57         
50.9       45.6       3.5        10.5       45.6       28.1       10.5       28.1       3.5        -           1.8        100.0     

26         24         3          5          11         8          6          6          2          1          2          40         
65.0       60.0       7.5        12.5       27.5       20.0       15.0       15.0       5.0        2.5        5.0        100.0     

63         60         5          6          39         6          10         31         2          7          15         110       
57.3       54.5       4.5        5.5        35.5       5.5        9.1        28.2       1.8        6.4        13.6       100.0     
118       110       10         17         76         30         22         53         6          8          18         207       
57.0       53.1       4.8        8.2        36.7       14.5       10.6       25.6       2.9        3.9        8.7        100.0     

合計

上段：回答数（複数回答）　下段：％

直営

全面委託

一部委託

表 4-5 給食運営別にみる地場産農産物使用目的  

資料：アンケート調査より筆者作成  

図 4-8 給食運営別にみる地場産農産物使用経緯  

資料：アンケート調査より筆者作成  

注 1）＊＊： 1％有意  ＊： 5%有意  

注 2）県・市町村からの働きかけは回答者がいなかったため分析からは除外した。  
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最後に、その活動内容（表 4-6）については、「地場産農産物を使用し、郷土

食の提供」について有意な差がみられた（P=0.0026）。全体では、「地場産農産

物を使用し、季節や旬を意識した食事を提供」がすべての運営方法に共通して

最も多く選択されていたが、次に選択されたのは、全面委託では「とくに意識

していない」、一部委託では「地場産農産物を使用し、郷土食の提供」、直営で

は「地場産農産物を常に使用」と、それぞれ異なった対応であることが表れて

いる。また、直営でのみ「購入先との交流の場の設置」を行っている点には着

目すべきであろう。  

以上のように、給食運営方法の違いは、直接的な地場産農産物の使用頻度に

は影響していないものの、購入先、使用経緯、目的、活動内容に異なる傾向が

みられている。とくに、直営と一部委託に関しては、類似した点もあるが、全

面委託に関しては、異なる傾向を示していることがわかる。  

 

 

 

 

 

3 給食運営別に異なる地場産農産物活用の課題と方策  

 地場産農産物の使用課題における違いをみると、必要数量の不足（P=0.0020）、

地場産農
産物を給
食に常に
使用

地場産農
産物を使
用し、季節
や旬を意
識した食
事を提供

地場産農
産物を使
用し、郷土
食の提供

地場産農
産物に関
する情報
を記した
カードなど
を食事に
添える

食堂や病
棟に地場
産農産物
に関する
情報を掲
示

地場産農
産物の使
用状況な
どを広報
誌などに
掲載

院内で地
場産農産
物に関す
るイベント
を企画・開
催

院内で臨
時的に地
場産農産
物もしくは
その加工
品などを
販売

院内で日
常的に地
場産農産
物もしくは
その加工
品などを
販売

購入先
（JA,生産
者、生産
者組織な
ど）との交
流の場の
設置

その他
とくに意識
していない

合計

18         42         12         13         10         7          6          1          3          6          -           13         58         
31.0       72.4       20.7       22.4       17.2       12.1       10.3       1.7        5.2        10.3       -           22.4       100.0     

6          20         9          10         6          5          2          1          2          -           1          17         40         
15.0       50.0       22.5       25.0       15.0       12.5       5.0        2.5        5.0        -           2.5        42.5       100.0     

24         73         48         18         7          6          5          2          -           -           1          29         109       
22.0       67.0       44.0       16.5       6.4        5.5        4.6        1.8        -           -           0.9        26.6       100.0     

48         135       69         41         23         18         13         4          5          6          2          59         207       
23.2       65.2       33.3       19.8       11.1       8.7        6.3        1.9        2.4        2.9        1.0        28.5       100.0     

合計

上段：回答数（複数回答）　下段：％

直営

全面委託

一部委託

表 4-6 給食運営別にみるとくに意識して取り組んでいる活動  

資料：アンケート調査より筆者作成  
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衛生管理に対する不安（P=0.0070）、対応可能な人材不足（P=0.0088）、必要品

目の不足（P＝0.0145）、価格が高い（P=0.0170）において有意な差が見られた。  

運営方法別にみていくと、全面委託においては、他の運営方法に比べ、品目

や数量に対する不安は低い一方で、「対応可能な人材不足」や「衛生管理に対す

る不安」を有しており、地場産農産物自体に関してではなく、マンパワーの不

足や衛生管理に対する課題を強く課題として捉えていた。このことは、全面委

託が合理化を基本に進められ、給食の全面委託化のメリットが、病院側の管理

栄養士にとって、給食管理以外の業務への専念であるとするならば、人材不足

を強く意識することは当然の結果である。また、衛生管理については、次節の

事例で取り上げるが、全面委託における給食委託会社からの購入のメリットと

して、徹底された衛生管理があげられており、給食委託会社のセールスポイン

トにもなっている。このような、会社へ全面委託を行う病院において、地場産

農産物導入の課題として感じることもその導入の障壁になっていることがわか

る。さらに、全面委託においては「価格が不安定」であることも意識しており、

委託化し、コストの削減や安定化に努める中での、時価の不安定な価格につい

ては強い課題意識があることがわかる。  

次に注目すべきは、直営において「経営側の理解・協力が得にくい」という

項目について、まったく選択されなかったことである。このことは、直営にお

いては、経営側の理解が得やすい環境であることが推察される。また、それ以

外の課題については、「必要数量の不足」、「必要品目の不足」、「規格が不揃い」

といった従来から地場産農産物使用において指摘されてきた課題と類似する傾

向であるといえる。  

また、一部委託についても、数量や品目の不足に関しては、直営と同様の傾

向であるが、「価格が不安定」といった全面委託と類似した課題を意識していた。

このように、一部委託では、直営と全面委託の中間の課題をあげていることが

推察された。  
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ここからは、前述した課題に対する解決方策を検討していく。はじめに、運

営方 法に おいて 差 があ っ た 項目 は 、 品 目を確 保す るた めの体 制 の整 備

（P=0.0030）、食材料費の変動に対する経営側の理解（P=0.0046）、数量を確保

するための体制の整備（P=0.0062）、給食提供側の理解と協力（P=0.0136）、関

係者の交流企画の設置（P=0.0287）、天候等で欠品となった場合の補完体制の

構築（P=0.0318）、品質・規格に関する基準作成（P=0.0439）、であった。  

 これらを給食運営別にみていくと、全面委託では、食材料費の変動に対する

経営側の理解と給食提供側の理解と協力を強く感じており、全面委託における

地場産農産物導入の方策には、経営陣の理解が必要であることを強く示してい

る。さらに、ここでの給食提供側が委託会社のスタッフであるとすれば、病院

側が主体となってこの活動を行うためには、別の組織である委託側の人員に対

しても本活動の取組への理解と協力を得る必要が出てくる。給食運営の一部の
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図 4-9 給食運営別にみる地場産農産物使用課題  

資料：実態調査より筆者作成  

注）＊＊： 1％有意  ＊： 5%有意  
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権限を委譲したなかでの依頼には、明確な使用方針と委託契約の事項として業

務内容へ組み込むことが必要である。  

 次に、一部委託については、品目や数量を確保するための体制の整備、品質・

規格に関する基準作成、天候等で欠品となった場合の補完体制の構築について

選択している傾向がみられる。これらは、概していえば、安定的な地場産農産

物の供給を強く意識していることが指摘でき、一部委託化している中で、病院

側、委託側双方が給食運営に関わっており、直営ほどの柔軟な対応ができない

ことが推察された。  

 直営においては、一部委託と類似した課題の解決方策を要望していることに

加え、関係者の交流機会の設置がその課題解決方策であるとしている。これは、

直営が、これまでみてきたように実際に交流機会の設置を行っていることや、

経営側の理解が得やすい環境があり、これらのさらなる推進が必要であること

を示している。  

 なお、この課題解決の方策の中で、「収穫時期など生産に関する情報の共有」、

「大量調理における衛生管理を理解した供給体制の構築」、「生産・流通を理解

した人材の確保・育成」、「県・市町村の地場産農産物使用方針の明確化」につ

いては、運営方法別に差はみられず、共通の解決方策であるといえよう。  
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一部委託 76.7 67.4 65.1 53.5 41.9 37.2 36.4 17.1 16.3 16.3 13.2 15.5 7.0 7.8 6.2 6.2 
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図 4-10 給食運営別にみる地場産農産物使用課題の解決方法  

資料：実態調査より筆者作成  

注）＊＊： 1％有意  ＊： 5%有意  
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4 給食部門からみた委託化の影響  

 アンケート調査において、「今後、病院給食において、地場産農産物を使用す

ることに対し、病院に勤務する栄養士・管理栄養士としての立場から、あなた

自身のご意見をご記入ください。」とし、自由記述を依頼した。この結果、179

の記述が得られたが、中でも委託化をキーワードに抽出を行うと、28 の記述が

あげられた。この 28 記述を内容別にみると、「コスト面に対する意見」、「購入

経路に対する意見」、「委託業務に対する意見」、「衛生管理に対する意見」に整

理された。  

 「コスト面に対する意見」として、「コスト面での不安定さや、価格が高く委

託側との折り合いがつけづらい」、「委託のため、価格にはシビア」、「委託業者

はコスト重視の傾向」といった委託しているがゆえに、地場産農産物の使用に

制約があることを指摘する記述がみられた。  

 次に、「購入経路に対する意見」として、「委託独自の流通ルートがある」、「食

材の一元化が求められる」、「材料の発注は委託業者が行っており、物流（県外）

にて一括購入を行っている」という記述があげられ、食材購入に関する権限を

委譲し、かつその購入ルートも委託業者が選定していることがわかる。  

 さらに、「業務委託に関する意見」として、「食材管理は病院側なので、全面

委託よりも地場産を使用できているかもしれない」という意見があげられ、業

務委託化自体が地場産農産物導入において、課題であることを示唆している。  

 最後に、「衛生管理に対する意見」として、「衛生管理に対する不安があり、

委託会社が管理する農園からの食材確保は可能」とし、給食委託業者が持つ衛

生管理に対する信頼と、地場産農産物の衛生管理に対する不安といった課題が

みられた。  

 さらに、委託における課題をあげた病院は、すべての病院が、全面委託もし

くは一部委託を行っており、委託しているがゆえに感じる課題であることも示

唆された。  
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分類
地場産野菜
の使用頻度

病院区分 運営方法 最購入先 自由記述（一部省略）

ほぼ毎日使
用

厚生連 全面 給食委託会社
地場産のものは、米・肉・たまご・牛乳が１００％(年事物）です。患者さんに説明しますと安心される様子がわかります。野菜＝青果４
０％、冷凍１５％であり、残念なところです。中国産の質もよいといえないものも多く、委託会社にお願いしてますから価格的にも限界
かとも考えてます。国産（道産）の冷凍野菜の流通を、もう少しうまくしていただけないかと思います。

ほぼ毎日使
用

厚生連 全面 小売店
地場産農産物を使用することに対して、季節、旬のものを取り入れた方が良いと思いますが、やはり直営ではないので人件費管理料
などその他いろいろな問題がある。委託業者と話し合いを持ちながら地場産の新鮮なもの、少しでも多く使用したい。

ほぼ毎日使
用

一般 全面 給食委託会社

その土地に有る農作物を使用する事は、喫食する側にとっても栄養価の高い食品を摂ることができ、また提供する側としても旬も表
現できる為、アピール材料としてとても魅力的ではあるが、コスト面での不安定さや、価格が高く委託側との折り合いがつけづらいの
も事実である。フードマイレージを下げる面では環境に優しいものとは頭で理解していても、お金をかけるのは結局は病院側なので、
経営者側の思惑と合致しないことが、使用頻度を上げることができない理由です。

ときどき使用 一般 全面 給食委託会社
現在冷凍食品が普及し、特に給食委託会社では安易な使用に基づき、季節感のない献立を提供している状況があります。費用や人
員不足等、抱える問題はありますが、出来るだけ、家庭に近い形で、患者様への食事提供を望んでいきたいと思います。

ときどき使用 一般 全面 給食委託会社 地場産業（農産物）、日本の農産物を守ることは大切と思うが病院給食経営と委託の問題は難しい。

ときどき使用 一般 全面 給食委託会社
地元地域の活性化のため、地場産農産物を積極的に利用していく事は大切であると考えます。ＪＡからの働きかけも必要だと思いま
す。低価格で納品できなければ厳しいと思います。特に当院は委託のため、金額にはシビアです。（高い価格設定では、こちらが希望
しても、委託給食会社が取り入れてくれないと考えます）

ときどき使用 一般 一部 -
「地産地消」と経営者が言いなからも安く←徹底的にしているので仕上げろを優先するため難しい。まずここをかえていかなければい
けないが、たぶん難かしい。そして、委託業者も安くていい地のものをというスタンスはない。

ときどき使用 一般 全面 給食委託会社
献立、発注など、委託なので、材料費の問題、流通経路の問題で使用が難しいと思われる面が多い。また、必要数量の確保では、
学校給食が優先なので、病院にまでそろわないことが多いのが現状だと思う。委託業者の選定時には、“地元の業者からの納品”
“地産地消”について要望している。

ときどき使用 一般 一部 小売店
理想としては、地場産農産物を積極的に使用したいが、数量の確保、価格（特に委託会社が食材料購入を行っている場合、価格に
対してシビアである、また委託会社全体で提携している業者からの食材購入が優先されてしまう）等、多くの課題があり、難しい。

ときどき使用 厚生連 一部 小売店
中国産の冷凍野菜の使用割合が増え、できれば、地元産の食材をもっと多く使用したいが、委託会社との契約単価の関係で、限ら
れているため、残念である

ときどき使用 厚生連 一部 小売店
地場産農産物を使用する事は良い事であるが、委託会社との兼ね合い（委託業者の取り引きの関係）もあり、病院の意向のみでは
受け入れて頂けないのが現状です。当院は山間部であり農家も多いため、地域との交流の面からも使用は大切な事だとは感じてま
すが、現状は困難です。

ときどき使用 厚生連 全面 業務用食材卸売業者

当院は２年前より給食業務は委託となりました。それ以前の直営の時は地元の業者が地場産を納品していました　現在は地場産を
利用してはいますか、委託業者はコスト重視の傾向が強いように感じています。地場産使用すればそれで良しとは思いませんが、食
事も治療の一部なのにいざ食事提供となるとコスト優先というのはどうかと思います　少なくても直営の時はまず安全でおいしい食材
を最優先に考えていましたので。

ほぼ毎日使
用

一般 一部 小売店
委託側の人がコスト面から冷凍を使う事が多くなりがちなので、旬の野菜の時は旬の材料を使っていただけたら良い、と思うのだが、
コスト面・手間でなかなか作ってもらいにくい。

ほぼ毎日使
用

一般 一部 小売店
前職場では、直売所で購入していましたが、現職場では、給食管理業務が委託のため、価格、下処理と手がかかるため、協力を得ら
れる環境ではありません。直営で給食管理業務をしないと地場産農産物を使用することには、難しいような気がします。委託でする場
合はコスト高になる可能性があります。今後、委託会社の意識の変容も必要だと思います。

ほぼ毎日使
用

厚生連 全面 業務用食材卸売業者
患者様にとって病んでいる時こそ、地元の野菜や海の幸（沼岸なので）で体の中から活力の涌く様なお食事を提供出来るのが理想
で、又目ざしておりますが、委託している以上は理想ばかりいってられなく…旬の時期でも冷凍を使ったり道内産と唱っていても鮮度
が落ちていたり…と、困惑する事が多いです。

まったく使用
していない

一般 一部 小売店
病院の運営上、委託費内の材料費が安全な農産物使用の壁になっています。安全で栄養価の高い食材を使用すべき医療機関です
が、現状は地場の物は、ほぼありません。又、沖縄の場合は、天候に左右される地域性もあり、県内で品物と量を日々確保するに
は、至難の業かも知れません。だから、せめて、栄養指導の時には、地場産農産物や自給自足の野菜や果物を進めています。

ほぼ毎日使
用

一般 一部 業務用食材卸売業者
食材購入が委託の場合、委託独自の流通ルートがあるため、地産地消が難しい 地場産農産物でセシウム等が検出されれば、地場
産が必ずしも安全と言えない状況となっている。

ほぼ毎日使
用

一般 全面 給食委託会社
地場産農産物を使用する事で、地場産農産業者の活性につながり、また患者様にとってもより身近に感じていただけるものと思いま
す。しかし、委託として給食と運営するに当たっては、食材の一元化が求められ、そこへ地場産農産物をどのような形で取り入れる事
ができるのか、課題だと思います。

まったく使用
していない

厚生連 全面 給食委託会社
地場産農産物を使用することにより地域性を生かした食事提供もでき、喜ばれる患者もいると思われる。しかし、材料の発注は委託
業者が行っており、物流（県外）にて一括購入を行っている為、地場農産物を使用するのは困難な状況である。

ときどき使用 厚生連 一部 JA
地場産の野菜は安心安全病院の特色にもなります。近隣の病院のほとんどか、委託給食をしているため、当院だけと言っても良い状
況です。直営でＪＡ関連の病院だからこそ、より地場のものを使いたいのですが、現実は、お米、梅干、青菜一部位にとどまっていま
す。安価での系統利用を希望する、日常です。

- 一般 一部 小売店
私の病院は、直営一部委託で、食材管理は病院側なので全面委託よりも地場産は使用できているかもしれません。日本全体の国民
の食に対する意識がさまざまになっていると思います。経営者も患者さんもです。安全、安心の問題もありますし、金額の問題もありま
すし、どちらをとるか難しいと日頃から考えています。

まったく使用
していない

一般 全面 業務用食材卸売業者
地域の活性化につながり、患者さんにも喜んで頂けると思う。しかし、都心では、地場産農産物が少ない、情報がないため、使用経験
がない。また、全面委託で、卸業者の選定は委託会社が中心に行っている事も、使用が少ない理由の一つと考えられる。

衛生管理
に対する

意見
ときどき使用 一般 全面 給食委託会社

第1番目に衛生面に対する不安があります。当院は全面委託ですので、委託会社が管理する農園（県内）からの食材の確保は可能
です。地産地消について自治体を主に話し合いの場などあれば活性化するのではと感じています。

資料：アンケート調査より筆者作成
注）厚生連：厚生連病院、一般：一般病院、全面：全面委託、一部：一部委託と省略

業務委託
に対する

意見

コスト面に
対する意

見

購入経路
に対する

意見

表 4-7 業務委託化における地場産農産物使用に関する意見  
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第四節 全面委託給食における給食部門運営と食材調達の変化  

 

1 尾道病院の概要と新調理システム導入による全面委託給食化  

尾道病院は、1957 年に広島県内 4 番目の農協病院として尾道市に開設され、

2011 年に新築移転し診療を行っている。栄養科 7）は、給食運営方法として、

献立作成、調理作業、仕入れなどすべてを日清医療食品株式会社（以下、日清

と略す）に委託している。その人員構成は、病院側の管理栄養士 6 名に、委託

側の管理栄養士 1 名、栄養士 7 名、調理師 7 名、調理員 24 名である。平均食

数は、平日で約 900 食 /日、食材料費は、約 217 円 /食（一日約 650 円）である。   

尾道病院では、新病院建設にあたり調理システムを従来のクックサーブから、

ニュークックチル 8）へと変更した。これと同時に、この調理システムを受託可

能だった日清に全面委託を行うこととした。  

 

2 全面委託化による購入先の変化と地産地消  

尾道病院では、全面委託以前では、青果物は地元業者から購入していたが、

現在は、野菜・果物・乾物・調味料のすべてを、日清の管理する流通ルートか

ら購入している。その選定理由として、給食業務の委託を行っていること以外

に、次の二点がある。第一に、衛生管理の徹底である。これには、農産物の細

菌検査や残留農薬の検査の実施、および納品者など食品を取り扱う人の検便検

査がなされている。第二は、温度管理の徹底であり、納品車はすべて保冷庫を

使用しており、納品までの温度管理が可能となるためである。  

この流通ルート（図 4-11）をみてみると、日清の契約している青果業者から

中央倉庫（同社集配センター）に運ばれ、病院へと毎日納品が行われる仕組み

となっている。不良品や食数の変更による数量不足が発生した場合は、中央倉

庫は受注量のみしか在庫がないため、青果業者に直接納品の依頼を行う。不良

品発生時は  、日清商品部と青果業者による商品の検討が行われるため、病院が

青果業者に直接対応することはない。  
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さらに購入価格は、日清商品部と業者との交渉にて決定しており、1 か月を

通して価格は一定である。このため価格高騰の影響は、3 か月後となり、高騰

する食材は、別のものにするなどで献立作成に反映される。このことから、地

元業者を介して農産物を購入していた頃に比べ、食材料費の変動が小さくなっ

たとしている。また、月 1 回、日清が地産地消の企画として県産の野菜を使用

し、食事にメッセージカードを添え提供を行っている。  

 

3 給食運営における権限移譲の利点と地場産農産物導入への課題  

尾道病院においては、給食委託会社の持つ徹底した衛生管理、温度管理に特

徴を有する物流機能と食材料費の安定化などを評価した上で、給食運営におけ

る権限を委譲していた。とくに、尾道病院における委託化の導入には、新調理

システムの導入が大きく影響しており、このシステムを管理運営していくには、

生産管理を専門に担うスタッフが必要であったことが指摘される。このことを

図 4-11 尾道病院の食材購入ルート  

資料：ヒアリング調査より筆者作成  
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裏付けるように、病院側の管理栄養士は、旧体制での生産管理を中心とした給

食部門と、病棟での対人サービスを中心とする栄養管理部門の両者への対応か

ら、栄養管理部門へ集中できることによりその専門性を発揮が可能となった。

この点については、アンケート調査による全面委託のメリットとも整合するも

のであり、業務委託の優位性を示す点と言える。しかしながら、地場産農産物

に対する使用は多いとは言い難く、受託会社の企画に頼っていることが現状で

あり、病院給食における地場産農産物導入向けた課題の一つである。  

 

第五節 一部委託給食における給食部門経営と活動方針明確化の重要性 

 

1 高知病院の概要と地産地消活動  

高知病院は 1931 年野田村に香長病院として開設され、地域医療を支えてき

た。2002 年に南国市へ新築移転後、「JA 高知病院」と名称を改め、地域医療の

拠点としての役割を果たしている。高知病院の栄養管理科 9）は、給食提供を専

門業者へ委託しており、その人員構成は病院側の管理栄養士 2 名、調理員 1 名、

委託先の管理栄養士 1 名、栄養士 7 名、調理師 3 名である。平均食数は約 300

食 /日（一回約 100 食）であり、食材料費は約 200 円 /食（一日約 600 円）であ

った。給食業務の委託内容は、主に、普段の献立作成から発注、調理作業であ

る。なお委託契約は地産地消を行うことが前提とされている。また、この献立

作成に関しては、委託導入以前に、病院側の管理栄養士が計画したものを引き

継いでおり、かつ現在でも病院側の管理栄養士も献立作成に関与している。こ

のように、本活動の中心は、病院側の管理栄養士であるが、最近では、委託先

の栄養士も興味を示してくれており、科内でその機運は高まっている。  

高知病院が地産地消の活動を本格的に始めたのは、 2009 年 6 月からである。

この発案者は、高知厚生農業協同組合連合会会長であり、「病院給食の中でも、

JA の野菜を取り入れたい」という指示のもと、食材料費に変動があったとして

も、以前より、地場産農産物が購入しやすい環境が整った。新たな取り組みを

開始する場合には、強い発言力を持った者のリーダーシップが重要であること

を示唆している。  

高知病院の農産物購入先（表 4-8）は多岐に及ぶ。普段の野菜の購入先は、
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JA 南国市の直販店「かざぐるま市」および「全農高知」である。旬の地場産農

産物を「かざぐるま市」から購入し、それ以外の地域では生産されない農産物

を「全農高知」から購入している。  

表 4-8 高知病院の食材購入先一覧  

購入先  取引作物  購入先  取引作物  

JA 南国市：かざぐるま市  野菜  米米ハート  米粉パン  

全農高知  野菜  JA コスモス  お茶  

JA 南国  米  JA 土佐れいほく  新米  

JA 長岡（ながおか）  米 北海道厚生連  特産物交換  

資料：ヒアリング調査から筆者作成  

 

さらに、活動内容は、地場産農産物の常用や、食堂への生産者の名前の掲示、

産地を記したカードを食事に添えるなどである。  

また、通常朝食の献立はご飯かパンかの選択食にする病院が多いが、高知病

院では米粉パン提供時は統一の洋食献立とし、日々の食事に変化を加える工夫

をしている。この米粉パンの提供は患者からとても喜ばれ、高評価を受けてい

る。  

この他にも、患者に旬を知らせるイベントとして、新米祭りでは、通常給食

では、衛生管理上の観点から、おにぎりは提供していないが、このときだけは、

新米を型ぬきおにぎりにし、提供している。また、高知で多く生産されるお茶

を知ってもらいたいと、入院患者や、外来患者にも新茶祭りとしてお茶を提供

している。  

このような活動の成果として、病院の位置する南国市は農業が活発な地域性

から、農家の患者から支持されている。また、提供する管理栄養士自身も、味

や鮮度の良さをあげている。  

一方で、時価での納品は、食材料費の変動リスクを抱えておりこの課題克服

には、前述した経営者の理解が重要であった。  
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表 4-9 高知病院の地産地消活動一覧  

活動内容  詳細 

食堂に生産者の名前を掲示  毎日生産者が変わるわけではないので月 1 回実施  

地場産農産物を使った給食の提

供や伝統料理の提供  

直販所からの地元特有の農産物を購入し、それらを使

用した献立の提供  

例）りゅうきゅう・四方竹・芋の茎など特産物の使用  

食事にカードをつけて提供  月に平均 2-3 回実施（多い時は 5 回程度）  

毎日地場産農産物を提供しているため、特別献立を提

供するときに食事に添える  

広報誌に活動を載せる  管理栄養士が記事を執筆し掲載。  

北海道厚生連との交流  厚生連会長会議で会長が PR し、視察などの交流を実

施  

特産物の交換を担当管理栄養士間で実施  

米粉パン（米米ハート）の提供  月 1 回米粉パンを使った洋食献立を提供  

新茶祭り  高知県は有数の茶の産地であり、入院・外来患者に新

茶を提供  

新米祭り  

 

高知県は 8 月から新米を食べることが可能であり、祭

りの際、おにぎりにして提供   

玄関での地場産農産物や米粉  

パンの販売  

かざぐるま市や米米ハートの商品の出張販売  

 

 資料：ヒアリング調査から筆者作成  

 

2 JA 直販店との取引と業務委託化の影響  

高知病院に地場産農産物を納品している「かざぐるま市」は JA 南国市の女

性部グループが 1998 年から開始した直販店である 10）。取扱商品は、野菜・果

実・花卉・花木・加工品であり、家庭菜園に近いため、数量不足から市場出荷

はできないが、少量多品目をセールスポイントにしている。運営主体である「か

ざぐるま市運営協議会」の会員数（出荷者数）は 300 名以上にのぼり、女性部

グループとあって、すべての会員が女性である。この直販店の従業員は JA に

雇用された職員 1 名、臨時職員 2 名、パート 13 名である。主な販売先は、直
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販店に買いに来る消費者と、小学校、病院、施設、市内レストラン、都心のア

ンテナショップなどである。とくに南国市は、地産地消が活発な地域であり、

それに JA が賛同する形で、JA 直販店から学校やレストランへ地場産農産物を

納品している。  

次に、かざぐるま市の入荷から販売までの流れ（図 4-12）に示す。  

通常、出荷者は、朝 6 時から商品を搬入、夕方 5 時 30 分までに引き取りに

来る。給食向けの出荷の流れでは、まず病院などから FAX にて受注する。受注

した商品の量と品目を従業員が確認し、複数の出荷者に対し、納品日に必要な

数量を準備し、出荷するよう連絡を取る。これを、納品当日の朝、集荷し、配

達する。配達業務は、JA の子会社である南国スタイルが請け負っている。また、

納品可能な商品も時期により変化するため、レジ担当の従業員が各施設に向け

商品リストを週 1 回 FAX している。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高知病院との取引は、かざぐるま市の担当者によると、10 年以上前からだが、

病院が給食業務を委託化した頃から、受注量が減少した。納品は毎日だが、一

日平均納品額はきわめて少なく、納品数量の増加を望んでいる。病院とは地産

地消に関する話し合いはできておらず、機会を設けることも必要ではないかと

考えていた。  

 

出荷 

かざぐるま市 A 出荷者 

B 出荷者 

C 出荷者 

小学校 

病院 
南国 

スタイル 

⑤配達 

③A 出荷者：〇月△日 1 ㎏ 

B 出荷者：〇月△日 1.5 ㎏ 

 

①全て FAX にて受注 

②職員が出荷者に

納品依頼 ④依頼された量を出荷 

施設 

レストラン 

図 4-12 かざぐるま市の納品経路  

資料：ヒアリング調査より筆者作成  
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高知病院では、委託契約内容の中に地産地消を盛り込んでいることから、購

入価格の減少の原因が、委託化のみとは、断言できない一方で、病院自ら献立

作成、発注、調理を行う直営の頃とは異なる給食運営となったことは事実であ

る。このことより、給食業務の委託化から、地元業者との関係の希薄化が予想

されることには、注意しておかなければならない。  

 

3 活動方針の明確化と委託契約の重要性  

高知病院では、一部委託化の中でも、病院側の管理栄養士が中心となり、積

極的に地場産農産物に関わる情報提供から、院内での地産地消イベントの手配、

開催までを幅広く行っていた。なお、農村地域において患者から支持される取

組であることは特筆すべきである。  

さらに、当該事例において、最も重要視すべきは、厚生連会長のリーダーシ

ップであり、経営側の活動方針の明確化にある。このようは経営者の明確な使

用方針は、委託契約に盛り込むことで、委託化によって食材選択における権限

を委譲したとしても、その優先的な使用が可能となる。また、地場産農産物を

購入するための多岐にわたる納品先への対応も可能としていた。ただし、購入

先が多岐にわたるが故の納品金額の減少については、継続的な購入の阻害要因

ともなりかねず、今後の課題としてあげられた。  

  

第六節 給食委託会社における受託の実態  

  1 給食委託会社における契約の流れと内容  

 これまで、病院側からの業務委託について検討を行ってきたが、本節では、

受託側である給食委託会社からの視点で、病院給食における業務委託と地場産

農産物導入可能性について述べる 11）。  

 本研究が調査対象とした A 社は、全国の医療機関および福祉施設を中心に、

給食の受託業務をおこなっており、独自の購入ルートを保有している。  

 その契約については、10 年以上の営業活動を行い受託する場合から、数日間

で決定する場合もある。とくに、調査対象とした岡山県内においては、直営率

が高く、直営から委託への新規顧客が多い傾向がある。このような場合、病院

側の調理師、調理員といった社員は、解雇となるか、もしくは希望があれば、
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A 社の社員としての雇用契約を結ぶこととなる。よって、病院側は、業務委託

には慎重な場合も多く、契約までに長期間を要することもある。一方で、調理

作業従事者の退職などにより、短期間で業務委託を行いたいという顧客も存在

している。  

 病院側の希望としては、調理業務に関しては、すべて依頼したい希望が強く、

病院側の担当者は、病棟訪問を中心とした栄養管理を専門的に行いたいとする

場合が多い。  

  

  2 給食委託会社の食材購入の実態  

 食材購入のルートは、大きく二つに大別される。第一に、A 社の一括購入ル

ートである。第二に、従来から病院が購入してきた地元業者からの購入である。  

 まず一括購入ルートについては、「全社一括購入」と「支店一括購入」が存在

している。全社一括購入では、全国で展開する A 社のスケールメリットを生か

した安定的かつ安価な食材の仕入れが特徴である。この取扱商品としては、調

味料を中心とした保存性の高い商品である。次に、支店一括購入では、各地域

にある支店を中心に、生鮮食品を主に取り扱っている。野菜や果物等の農産物

もこの支店一括購入に分類され、岡山県であれば、地方卸売市場にある仲卸業

者 1 社から購入を行っている。他県においても、生鮮食品に関しては、A 社が

地域の小売業者等と契約し、購入経路を確保している。  

 なお、一括購入ルートについては、生鮮食品も含めた取扱商品すべてにおい

て、トレーサビリティ可能な体制を確立していることに特徴がある。  

 次に、地元業者からの購入は、業務委託以前から病院と取引のあった業者と

の継続的な取引のことである。前述したとおり、A 社は自社のルートに関して、

配送・納品への温度管理、衛生管理、トレーサビリティの確立、納品者の健康

診断や検便検査を行っており、このルールを順守できるかを地元業者へ依頼す

る。地元業者が順守可能な時は、A 社の担当者から内容を伝えるが、順守でき

ない場合は、それでも取引可能かを確認の上で、購入を行う。また、これらの

地元業者との取引について強く希望する病院については、契約以前に仕様書が

ある場合も多い。  

 以上のような食材購入経路を整理し図 4－13 に示す。  
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 この A 社が管理する一括購入ルートのメリットは、トレーサビリティが確立

されていることに加えて、配送センターを経由し、食材を一元化し受託先ごと

に混載することで、病院への納品は一日に一度となる。この時、一括購入以外

にも、A 社が契約する食品会社から乳飲料などの食材も配送センターに集めら

れる仕組みになっている。このことから、病院側は、検品作業を軽減できる。  

 また、このようなシステムがない場合は、盆や正月など市場が休止している

際は、病院側が在庫を保管しなければならず負担となっていたが、センターも

しくは、各取引業者が保管機能を有し、かつ 365 日の配送を行うことでその解

消を実現している。  

ただし、実際には、業務委託契約時に病院から業者を指定されることも多く、

一括購入ルートのみでは、食材購入はまかないきれていない場合が多い。具体

的には、小売店や JA などからの購入や、メーカーを指定した調味料の購入な

どにも各受託先の要望に A 社は対応している。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

3 業務委託化での地場産農産物における対応と可能性  

 A 社においては、老人保健施設を中心に地場産農産物の使用を開始した。こ

の活動動機は、担当地域における施設への地産地消が推奨される条例ができる

図 4-13 A 社の食材購入経路  

資料：ヒアリング調査より筆者作成  

 

病院 

A 社 

配送センター 

全社一括購入 

調味料等 

支店一括購入 

生鮮野菜等 

地元業者 

肉・魚・野菜・パン等 

病院より指定 

A 社が契約する

食品会社等 
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ための対応であった。活動内容としては、営業所が中心となり、病院を含めた

各受託先へ地場産農産物の入荷情報を伝えるとともに、そのポスターやメッセ

ージカードを作成し、活用するように各事業所へ依頼している。  

 この活動を行った営業所担当者の考えは次の通りである。  

 まず、課題として①地場産農産物の品目が少ない、②数量が不足している、

③欠品のリスクが高い、をあげた。活動を県内産農産物に限定して開始したが、

旬が短期間であり、1 か月前には献立が決定している場合に、旬と提供時期の

調整はかなり難しい。また、多くの受託先を抱えるため、それに対応可能な数

量を揃えることが必要になってくる。  

 ただし、旬の食材や地場産農産物を使用することは推奨すべきであるとして

いる。具体的には、岡山県の桃を使用したいという要望がある受託先には、地

元一括購入先である仲卸業者へ依頼し、傷みを軽減するために、配送センター

を介さず、直接病院への納品を依頼している。今後、安定的な流通が確保でき

れば、地場産農産物の使用も増加するのではないか、としている。  

 

  4 給食委託会社における食材流通と地場産農産物  

 A 社のヒアリング調査を通じて、野菜に関する流通経路は、独自の購入経路

を保有する給食委託会社においても地域性を重視していることが示唆された。

これは、野菜の持つ保存性の低さや、長時間の輸送には不適切という特性があ

げられ、当該事例では、集荷・分荷・保管機能を有する地方卸売市場内の仲卸

業者がその契約先となっていた。なお、給食委託会社の特徴は、取扱商品すべ

てに、トレーサビリティを確立し、配送センターへ一元化し、各受託先に納品

することであった。このような、すべての食材を管理することは、直営の病院

とは異なる点である。  

 さらに、配送の一元化の一方で、地元業者からの購入に関しては、病院の意

向により決定されていた。地場産農産物を使用する場合に重要となるのは、病

院の委託契約時の意向である。これについては、高知病院の事例分析において

も指摘した点である。この意向を受けて、さらに、業者の指定がある場合は、

給食委託会社はそこからの購入を行う、もしく一括購入ルートから地場産農産

物を選定することが可能となる。  
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 以上より、病院側、給食委託業者側の両者を対象に調査を行うことで、病院

側の意向が地場産農産産物使用にはもっとも重要であることが示唆された。  

 

 第七節 むすび  

 本章では、以下の点を明らかにした。  

第一に、病院給食の委託化の歴史と、今日の給食市場における考察を行った。

病院給食の業務委託化は、戦後の直営原則から、質を担保した上で行うという

前提を持ちながらも、医療の合理化とともに拡大してきた。その目的は、病院

側では、給食経営の合理化、専門性への期待があげられた。今日の病院給食に

おいて、その市場規模は、医療費の削減などから微減傾向にあるが、病院の経

費削減等を目的に、委託率は増加していくことが推察された。  

第二に、アンケート調査の結果から、給食運営方法が地場産農産物の使用に

与える影響を検討した。給食運営方法と、地場産野菜の使用率について直接的

な相関関係は見られなかったが、全面委託と一部委託および直営について、そ

の農産物の購入経路は異なることが明らかとなった。とくに、全面委託に関し

ては、給食委託会社からの流通が多く、一部委託および直営においては、小売

店からの購入が多い傾向がみられた。また、全面委託においては、他社へ給食

業務の権限を委譲しているために、地場産農産物導入の際の人材不足や、価格

の不安定さへの不安といったコスト意識の強さが示唆された。一方で、直営で

は、数量不足や品目不足といった従来から地場産農産物の使用課題として指摘

されてきた事項があがっていた。このことから、地場産農産物導入を検討する

場合には、その病院の給食運営方法を考慮することが必要であることが明らか

になった。  

第三に、全面委託給食を実施する尾道病院と給食受託会社である日清の給食

運営形態について事例分析を行った。当該事例では、新病院建設、新調理シス

テムの導入を契機に、全面委託を行っており、これによって病院管理栄養士は

栄養管理業務へ専念が可能となっていた。また、給食委託会社は、自社の保有

する食材購入ルートを使用することで、温度管理・衛生管理された食材を病院

に納品し、その価格も一定期間は固定価格のため食材料費の安定化にも寄与し

ていた。しかしながら、当該事例において、給食業務の委託化は、既存の農産
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物購入経路からの変化を示しており、今後業務委託化が増加する中で、給食委

託会社が保有する流通経路における地場産農産物の取り扱いについては注視す

べきであることを明らかにした。  

第四に、一部委託化しながら積極的な地産地消活動を行う高知病院と JA 直

販店かざぐるま市の事例から、業務委託化における活動根拠を検討した。地産

地消を行える環境として、厚生連会長の意向、つまり経営者の明確な使用方針

が存在していることが活動を支えていた。また、その根拠をもとに、委託契約

の内容への地場産農産物における使用方針の盛り込みが、委託環境におけるも

っとも重要な要素であることを明らかにした。  

第五に、全国の病院・福祉施設を中心に給食業務の委託を行う A 社を対象に

ヒアリング調査から、給食委託会社が保有する購入経路についても、野菜に関

しては、野菜の持つ保存性の低さや、長時間の輸送には不適切という特性から、

集荷・分荷・保管機能を有する地方卸売市場内の仲卸業者と契約先し、配送セ

ンターを経由して納品される体制が確立されていた。なお、給食委託会社の特

徴は、取扱商品すべてに、トレーサビリティを確立し、配送センターへ一元化

し、各受託先に納品することであった。また、このような中で、地場産農産物

を使用する場合には、病院の契約時の意向が最も大きい活動根拠となり、病院

が希望すれば、指定者地元業者からの地場産農産物購入や、給食委託会社が保

有する購入経路の中からの選択的な購入も可能であることを明らかにした。  

 

注 1）医療関連サービス振興会［1］p.8 を参照。  

2）病院が自ら実施すべき業務として、栄養管理については「病院給食運営の

総括、献立表作成基準の作成」などが、」材料管理については、「食材の点

検、食材の使用状況の確認」がある。  

3）鈴木ら［2］p.78 を参照。  

4）医療関連サービス振興会［1］p.40 を参照。  

5）医療関連サービス振興会［1］pp.66～67 を参照。  

6）個人農家に関しては、全面委託については、回答が０だったため、直営お

よび一部委託の 2 群間による検定を実施した。  

7)2012 年 6 月のヒアリング調査を参照。  
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8）ニュークックチルとは、加熱調理後、冷却し、後日、盛り付けした後専用

の温冷配膳車にて再加熱し、提供する方法。  

9）2012 年 8 月のヒアリング調査を参照。  

10）2012 年 8 月のヒアリング調査を参照。  

11）2013 年 8 月のヒアリング調査を参照。  
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第五章 病院給食における地場産農産物導入の意義と展開方策 

 

第一節 はじめに  

 前章までで、病院給食における地場産農産物の活用状況およびその事例につ

いて検討を進めてきた。本章ではここまでに得られた知見と新たな事例分析か

ら、病院給食における地場産農産物導入の意義を明らかにし、その展開方策を

示すことを目的とする。  

これまで、本研究では、厚生連病院における地場産農産物活用の事例分析と

アンケート調査から、厚生連病院では活動の積極性に違いはあるものの、JA グ

ループの一員であることを意識した『地産地消』を進めていることが明らかに

なった。  

病院給食における地場産農産物活用の意義については、池上が提唱する「ア

グロ・メディコ・ポリス」を援用し、「病院給食において地場産農産物を活用す

ることは、食が農業・農村と医療を媒介し、地域内の経済的・物的循環を促進

することがあげられ、購入者と最終消費者（喫食者）が一致しない給食におい

てもその活動は一定の意義を有している。」としたが、今後、地場産農産物が病

院給食においてさらに活用されるためには、地域内の経済的・物的循環が生み

出す具体的な効果や、その発生過程において明らかにする必要がある。このこ

とが、厚生連病院を中心とした活動展開から、一般病院における普及の促進要

件となるだろう。  

よって、本章では、病院給食における地場産農産物導入の意義と効果につい

て検討し、それに基づいて、今後の展開方策について明らかにする。  

第一に、国立病院機構石川病院（以下、石川病院と略す）における活動の効

果を、部署内、部門間、病院外に分類し分析する。本事例からは、一般病院に

おける地場産農産物の調達の制約と、給食部門の委託化を含めた栄養管理部門

と給食提供部門の乖離という課題が指摘されており、ここから一般病院に普及

するための課題を改めて整理する。  

第二に、これまでの事例分析にさらに検討を加え、病院給食における地場産

農産物の具体的な効果について明らかにする。  

第三に、これまでのヒアリング調査およびアンケート調査から病院給食にお
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ける地場産農産物活用の定義づけを行い、活動の展開方向について検討する。

さらに、厚生連病院を先行事例とする病院間での普及方向について明示する。  

 

第二節 病院における給食提供部門の役割と地場産農産物活用の効果 

1 石川病院の概要と地場産農産物使用の経緯  

 石川病院は、1939 年 2 月に開設された。加賀市の中でも広大な松林の中にあ

り、北方に 2km の所から日本海が広がっている。  

 当院の栄養管理室 1）は管理栄養士 3 名、調理師 9 名の直営給食で運営されて

いる。平均食数は約 570 食 /日（一回約 190 食）、食材料費は約 250 円 /食（一日

約 750 円）であった。従来から地場産農産物を使用してきたが、活動が活発化

したのは、活動の中心となる室長（以下、担当者）の赴任がきっかけだった。

この担当者は、これまで関東信越の病院を中心に勤務しており、病院給食の喫

食率の悪さを懸念するとともに、食べ慣れた郷土料理や地域で親しまれている

料理を提供することで喫食率が上昇することを経験的に認識していた。  

 そこで本地域で昔から食べられてきた加賀野菜の使用をはじめとした郷土料

理の提供を開始した。ただし、価格が高い加賀野菜を使用するためには、食材

料費の上昇に対する経営者の理解が必要である。そのため、担当者は、院長の

検食 2）の際に、それらを提供し、美味しさを実感してもらうことで、活動に対

する理解と、予算制約の緩和を得た。ここより喫食率向上に向けた石川病院の

地産地消活動が始まった。  

 

2 購入業者選定における制約条件  

石川病院で使用される野菜は、地元の小売店 2 軒から購入している。この 2

軒は、取引期間も長く、大量調理施設衛生管理マニュアルにも準拠した衛生管

理の遵守とそれに伴う書類提出などをクリアしている。各食材の購入先は 2 軒

から見積もりを取り選定する。このような書類提出や見積もりは保健所監査や

病院機構の取り決めであり、給食運営の中でも必須事項である。なお、地場産

農産物を指定で購入したい場合は、小売店に産地を指定し、納品を依頼する。  

担当者は、近隣にあるファーマーズマーケットで販売される農産物を給食に

使用したいと考え、JA へ購入依頼を行ったが、配達などの問題から実現しなか
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った。JA からの納品を希望する理由として、地場産農産物を確保することに加

え、給食運営上、前述した見積もりや衛生管理に関する書類が必要であり、そ

れらに対する対応が可能ではないかと考えていたためである。  

 現在、石川病院においては、地場産農産物を市場からの購入に頼っているが、

担当者の希望している、より地場産を意識した購入のためには、JA などの生産

側との連携体制の構築が課題としてあげられている。  

 

  3 地場産農産物活用を通じた給食提供部門における専門性の発揮  

 当院の食を通じた活動は次の六点である。①毎月 1 回程度、病院給食への加

賀野菜を中心とした地場産野菜の使用、②地場産野菜を使用した郷土料理の提

供、③食に関する市民公開講座の開催、④広報誌への活動の掲載、⑤病棟への

スイーツと飲み物のワゴンサービス、⑥調理師が病棟訪問を行い食事に対する

アンケートの実施と献立への反映、である。  

 石川の郷土料理は、「加賀料理」とも呼ばれ、その中心となる加賀野菜は高級

野菜として知られているが、もともと加賀料理は庶民的な郷土料理であり、こ

れらを病院給食として提供している。この活動を支えたのは、調理師である。

栄養管理室では、調理師 9 名を、地産地消チーム、ワゴンサービスチーム、嚥

下食チームに分け、管理栄養士、調理師が持つ専門性を活かしている。調理師

は、その土地で食べられてきた郷土食や食材を理解しており、献立の提案や試

作を積極的に行うなど本活動に対する意識が高い。  

 

  4 給食提供部門及び関連部署への波及効果  

 石川病院における地産地消活動は、病院全体を巻き込んだ取り組みであり、

主な波及効果として次の三点がある。  

 第一に、栄養管理室内で仕事に対するやりがいや責任感の強化である。これ

まで調理師は厨房の中にいることが多かったが、病棟での患者との会話などを

行い、自らが議論し考案した食事を提供することで患者が喜んでくれていると

いう実感を持つ。  

 また、石川病院へ長く勤務する管理栄養士によれば、担当者赴任以前は地場

産農産物の使用のみに留まっていた、と述べた上で、目に見える活動と活動の
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PR 活動を行うことで、周囲から活動が認められ、活動に連続性ができてきたこ

とを実感していた。  

 第二に、院内の栄養管理室に対する意識改革である。食事のおいしさや具体

的な活動は、活動の認知度の向上につながり、他部署から評価されることとな

った。  

 第三に、病院としての独自性の明確化である。食に関する公開講座は、国立

病院機構の中でも稀であり、機構にも特徴的な活動として報告されている。  

 これらの波及効果を見ていくと、地産地消が地場産農産物を使用するという

部内での活動に留まらず、院内外での給食部門への評価の高まり、食事が大切

であると誰もが感じる環境づくり、調理師や管理栄養士の仕事のやりがいに通

じ、これらが、結果的な予算制約の緩和を生むことで、より質の高い給食提供

に寄与するという循環を形成していた。  

 

  5 病院内における給食提供部門の意義とコスト意識  

 石川病院の担当者によれば、本活動における患者の喫食率の向上は、薬剤の

使用量の減少、治療効果の上昇などに寄与するものであり、活動を通した食材

料費の上昇は「グローバルコスト」の視点からは、比較的小さい負担であると

していた。  

 また、担当者は、現在の栄養管理部門は NST3）や医療的な立場からの患者へ

のアプローチと専門性の発揮が求められる傾向が強いが、栄養部門独自の食事

や食を通した専門性の発揮も再度見直す必要性を指摘していた。  

 当院においては、食事を通して、医療に貢献するという強い意識がみられ、

その手段として地産地消があると言える。  

   

6 病院給食における地場産農産物活用の効果と課題  

 当該事例は、これまで本研究で取り扱ってきた厚生連病院とは成り立ちが異

なり、組織的な背景はない。このような中で、担当者は給食の質の向上を目指

し、地場産農産物を戦略的に使用していた。  

その特徴は、活動の効果として、院内外での給食部門への評価の高まり、食

事が大切であると誰もが感じる環境づくり、調理師や管理栄養士の仕事のやり
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がいなどがあげられ、これらが、結果的な予算制約の緩和を生むことで、より

質の高い給食提供に寄与するという良循環が形成されていた点にある。予算制

約の緩和であるが、前章までに取り上げてきた事例においては、経営者の方針

というトップダウン方式での活動が多かったが、当該事例では、担当者のリー

ダーシップが強く影響しており、それが経営者の理解を生んでいたことにも注

目すべきであろう。  

このような循環は、序章で指摘した二木の『地産地消活動は（筆者加筆）、や

はり地域に根差した「食」と「農」と「健康」と「環境」に関する農業者と消

費者（子どもを含む）の啓蒙・啓発・学習・体験等諸活動の積み重ねのなかか

ら培われていくべきもので、新しい生活価値観の形成・共有ということ』に当

てはめると、部署内での郷土料理への関心や学習が管理栄養士や調理師の専門

性を高め、それが給食の質の向上へ寄与しながら、食事のおいしさが、他部署

への食が大切であるという啓蒙・啓発につながり、病院が裁量権を持つ食材料

費の制約緩和に影響していく、という波及効果につながっていた。  

 さらに、担当者が指摘する栄養部門の食事を通した専門性の発揮は、給食提

供と栄養管理（指導）が分離していく中での、双方向性のない業務委託化に注

意を促すものであり、注目しておかなければならない。  

 ただし、課題として次の二点があげられた。  

 第一に、農業者の視点の欠如である。一般の病院において地場産農産物、と

くに地域の農家が生産した農産物の購入を検討した場合、その購入経路開拓は、

病院担当者の努力に委ねられている。当該事例では、農家組織や JA などが、

配達機能に代表される給食に対応可能な機能を保有しておらず、希望する農産

物は市場へ頼らざるを得ない状況が課題として明らかとなった。このような、

地場産農産物を地域に流通させ、その認知度を高めるためには、農業者単独で

はなく、一定の組織化した団体が必要であり、JA などの地域対応が必要である

ことが指摘される。  

 第二に、事業の継続性に対する不安である。第一章の学校給食における課題

でも記したが、栄養士の個人的な努力によって支えられてきた活動は、担当者

の異動などにより継続が困難になる危険性を含んでいる。その課題克服のため

には、活動を継続するための使用方針を明確にするといった基盤整備が必要で
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ある。  

 

 第三節 病院給食における地場産農産物導入の意義  

  1 地域社会に支えられる病院  

 第三章で取り上げた伊勢原協同病院の事例では、JA が事務局の役割を担い

ながら、地域の生産者組織からの購入を行っていた。この取り組みに対し、病

院担当者は、生産者組織とともに給食をつくるという意識を持っており、一方

で、農家も活動を通して自分たちの病院であるという認識を持っていた。とく

に、当該事例では、複数の農家が、毎日直接病院へ納品を行い、病院納品用の

作付けを行っている数少ない事例であり、農家が強く病院への納品を意識して

いることがわかる。  

このような、地域からの『まなざし』は、業務委託化や食材料費の削減とい

う見えない経営の合理化への対抗策ともなることが示唆される。  

  

  2 地域社会を支える病院  

 第二章において取り上げた佐久病院の事例では、JA 佐久浅間加工センター

との協同による国産カット野菜導入を進めていた。佐久病院は、農村医療の拠

点と言われ注目されてきたが、一方で建物の老朽化、医療圏の拡大、一般医療

と専門医療の混在という問題を抱えている。そのため当院は、その機能を整理

し、「地域医療センター」と「基幹医療センター」へ分割し、あらたな医療体制

を構築しようとしている。このような病院の再編の中で、給食部門においては、

地域で治療食を必要とする患者に対し、病院と同様の食事を提供することや、

分院への配食なども視野に入れたセントラルキッチンを導入することとなった。 

セントラルキッチン化により、これまで独自に行ってきた地場産農産物の使

用などへの影響は注視していくべきであるが、病院による一般家庭への配食サ

ービスは、新たな地域の栄養活動であり、高齢社会における対応として評価で

きるものである。地域の新たなニーズにたえず対応していくことは、病院の責

務であるとともに、当院には、その期待が寄せられていることも推察できる。

このような中で、管内 JA との協同による国産カット野菜の導入という地産地

消の宣言は、ここでも地域から病院への『まなざし』を向けさせるものであり、
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活動の継続への根拠となり、給食の質の維持や向上へ寄与することが考えられ

る。  

  

3 地域社会へ開かれた病院給食  

 これまで、病院と地域社会との関係からその意義をみてきた。病院給食にお

ける食材管理とは、病院という閉ざされた組織の中にあり、その実態は外部か

らは見えない。かつて「まずい・冷たい・早い」と言われてきた給食は、温冷

配膳車の導入や夕方 6 時以降の食事提供など、給食制度の整備を通じて改善さ

れてきた。ただし、業務委託化によるコスト削減や、食材料費の制約といった

外部からは見えない課題を抱えていることも事実である。  

 病院給食が地場産農産物導入を行うことで、地域とのつながりや地域に開か

れた病院となり、病院の透明性を高めることとなる。この透明性を高めること

で、コスト重視から脱却し、地域農業に配慮した給食運営が可能になる。これ

こそが、本活動の意義の一つといえる。  

 さらに付け加えれば、地場産農産物を活用するためには、部門内での学習が

行われ、その中での意識の高揚が起こり、それが質の高い食事提供につながる。

鮮度が高い地場産農産物を給食に使用することで、給食の質の向上につながる

というこれまで指摘されてきたメリットはもちろん肯定すべきものであるが、

使用を通じた関係者の努力がそれらを規定しているのである。病院の給食の質

を構成する要素を、①人材（技能）、②材料（材料費）、③病院給食業務に対す

る労働者の意識、であるとするならば 4）、地場産農産物活用は各要素の底上げ

を実現しており、これこそが給食の質を高めるメカニズムであるといえる。  

 

 第四節 病院給食における地場産農産物導入の方向性  

   1 病院給食における地場産農産物導入の全体像と展開方向  

 はじめに、これまでの事例分析とアンケート調査から、病院給食における地

場産農産物活用すなわち地産地消を次のように定義づける。病院給食における

地場産農産物活用は「地域農業を意識し、地場産農産物を優先的に使用するこ

とで、病院と地域農業の間で、一定の経済的・物理的循環を形成し、給食の質

を高めるとともに、地域農業と病院との、間接的・直接的な学びあいが、根強
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い日本農業を支える概念形成に寄与すること」である。  

この定義を踏まえて、病院給食における地場産農産物の流通経路と今後の展

開方向を図 5-1 に示した。次からは、本活動の展開において重要な構成要素を

六点あげる。  

第一に、病院特性にあった地場産農産物の購入経路の確保である。複数の流

通経路を示したが、どこからの納品が可能かは、病院の立地する条件や病院区

分（厚生連病院もしくは一般病院）などにより異なり、検討が必要である。た

だし、連携先を検討する場合に、病院単独に任せるのではなく、JA や地方自治

体などといった青果物流通や地域農業の特性を理解した人材・組織の介入が必

要である。とくに、JA においては、納品者としてはもとより、第三章であげら

れた農業におけるさまざまな地域資源を有する団体として、病院と農業者（も

しくは、地場産農産物を納品可能な事業者）のマッチングといったコーディネ

ーターとしての役割は重要であり、地域の農業振興の軸となることが求められ

る。  

第二に、地場産農産物購入のための行動計画の策定である。この主体は、地

方自治体と病院である。とくに、地方自治体における地産地消の取り組みに病

院給食が含まれることはまれであり、計画への盛り込みは、第四章の給食委託

会社が、条例制定を契機に高齢者施設における地産地消を開始したように、病

院独自の計画はもとより、給食委託会社などへも影響を与えることが考えられ

る。また、病院における行動計画の策定もしくは活動の方針の明確化は、予算

制約の解消や、活動の根拠として必要不可欠である。  

第三に、地域農業（農家）と病院との相互関係の形成である。病院は新鮮か

つ地域特性のある農産物を使用することで給食の質を高め、農家は安定的な販

売経路を確保する。このことは、急激な農産物の需要拡大や農家所得の向上に、

急激な変化をもたらすものではないが、地域にこれらの資源が存在し続ける基

礎となるとともに、安定的な相互関係があることが本活動の継続の基盤となる。 

第四に、地域に開かれた透明性の高い病院（給食部門）となることである。

給食の食材料は、地域からも患者からも、その実態を見ることができない。し

かし、本活動を行うことで、その所在が明らかとなり、これが地域から病院へ

の『まなざし』となり、食材料費の抑制に代表されるコスト削減から、地域農
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業に配慮した給食運営を可能にする。  

第五に、病院内での食事に対する意識の向上である。これは、地域に開かれ

た病院であるとともに、院内においても、食材料から配慮された食事は評価さ

れるだろう。このような食事を大切にする環境づくりが、活動評価につながり、

活動の継続性を担保する。  

最後に、これまでの五点を踏まえた上に、第六の要素として、病院から地域

農業に対する意識の向上があげられる。アンケート調査において、全国的に地

場産野菜を常用している病院は 58％であり、7 割以上が国・都道府県・市町村

内産を意識していた。国産や地場産といった農産物を継続的に使用し続けられ

る農業を望む以上、病院にもそれを選択し、買い支えていく義務があり、なお

かつ、全国的な使用率から見れば、地場産農産物を使用する可能性は高いと言

えよう。一方で、給食における収入は国で定められており、病院給食における

地場産農産物の選択的使用が、第一義ではないことはこれまで論じてきた 5）。

だからこそ、自然発生的な取り組みではなく、地場産農産物活用を活動として

開始し、それが社会的に評価されることが必要なのである。一般的に活動は継

続的に行うことで事業となることが求められるが、地産地消は、活動を通じた

各主体が、間接的・直接的に学びあい続けることが重要であり、活動を活動と

して継続していくことに意味がある。これこそが、根強い日本農業を支える概

念形成への一助となる。  
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図 5-1 病院給食における地場産農産物活用の展開方策  

資料：筆者作成  

地場産農産物への理解と関心  
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病院給食の質的向上へ寄与  
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2 病院間における活動の展開方向  

 前項では、病院給食における地場産農産物導入の全体像と展開方向を示した。

ただし、地場産農産物導入が活発化し、普及してくためには病院間での段階的

な展開が必要である。第二章において、厚生連病院を先行事例とすることを提

案したが、本節ではこの展開方向を具体的に明らかにする。  

 まず、病院間の活動の展開方向について図 5-2 に示した。まず、活動が活発

な厚生連病院を左上とし、その展開方向は①厚生連病院から厚生連病院への「厚

生連間での活動」展開、②厚生連病院から一般病院への「地域内での活動展開」、

③一般病院から一般病院への「地域内での活動普及」の三方向である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この方向に活動を展開するためには次の視点が重要である。  

まず、①厚生連病院から厚生連病院への「厚生連間での活動」展開である。

第二章でとりあげた長野県新町病院の事例からは、病院担当者の地域貢献への

図 5-2 病院間での活動展開方向  

資料：筆者作成  

③地域内での活動普及 

厚生連  
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厚生連  
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厚生連  

病院  

①厚生連間での活動展開 ②地域内での活動展開 

一般病院  一般病院  
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強い意識があげられた。この動機づけとして、同県内厚生連において地産地消

が活発であるという意識を持ち、なおかつ厚生連病院が地域の農業者に望まれ

て設立されたという設立の理念を理解していたことがある。このような考えを、

担当者は研修会などを通じて理解し、かつ他病院の取り組みに関する情報を収

集していた。地域に先進事例があることで、活動に対する肯定感の高まり、厚

生連病院としての周囲からの期待などを感じ、これが活動に対する困難性を低

下させる。とくに、先進事例の病院が具体的な購入経路を示すこと、活動の具

体例を聞くことは活動への積極性を高める。なお、この厚生連間の活動につい

ては、各県厚生連や各病院間でのつながりを示しており、県内という地域限定

的な範囲を示すものではない。  

次に、②厚生連病院から一般病院への「地域内での活動展開」である。先進

事例もしくはそれに影響された厚生連病院が地域にあることは、地域で活動が

可能であるという証明になる。この時、厚生連病院には、活動を行うとともに、

それを地域社会にアピールすることが求められる。本章第二節でみたように、

活動を病院内で終わらせるのではなく、地域社会へ公表することで、活動に対

する評価を得るとともに一部の活動へ関心のある一般病院へ活動が拡大する。

こうして、次の活動への良循環がはじまる。  

最後に、③一般病院から一般病院への「地域内での活動普及」である。厚生

連病院の活動が一般の関心の高い病院へ普及し、その購入経路や活動が社会的

にも認知され、評価されれば、その他の一般病院においても活動を行うことが

当然であるという環境を醸成する。  

なお、本展開方向は、厚生連病院を基軸に論じている。これについては、厚

生連病院が JA グループの一員であり、地域農業に視点を置く根拠を有してい

ること、かつ本活動を積極的に行う病院が各地に存在することがあげられる。

しかしながら、本章第 2 節で示した一般病院においても、その活動の中心にな

ることは可能である。  

以上のように、病院給食における地場産農産物導入は、学校給食にみられる

教育的視点を含めた政策主導型の活動に比べ、事例先行型の活動であり、現在

ある事例から学び、ここから必要な政策を立案し普及していくべきことを本節

では明らかにした。  
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第五節 むすび  

 本章では、以下の点を明らかにした。  

 第一に、厚生連ではない一般病院を事例として取り上げ、一般病院における

活動展開とその効果について検討を行った。活動の中心は栄養部門担当者であ

り、そのリーダーシップが効果的な活動展開へ寄与していた。さらに、活動の

効果として、院内外での給食部門への評価の高まり、食事が大切であると誰も

が感じる環境づくり、調理師や管理栄養士の仕事のやりがいなどがあげられ、

これらが、結果的な予算制約の緩和を生むことで、より質の高い給食提供に寄

与するという循環を形成していた。担当者は、栄養部門の食事を通した専門性

の発揮はその重要な役割であり、業務委託化が進展し、給食運営を別組織化す

ることに対して不安視していた。地場産農産物を活用し、よりよい給食提供を

行うためには、部署内での機運の高まりや調理師の協力といった体制が必要で

あることが示唆された。  

 なお、本活動の課題として次の二点があげられた。一つに、生産側と病院と

の直接的な連携体制構築の困難さである。農業とのつながりを持たない一般病

院において、その購入先開拓は病院担当者に委ねられているが、病院が地場産

農産物の使用を希望しても、地域内の JA や直売所は病院への納品体制を有し

ていなかった。給食における納品者を地域で育成していくことは、今後の残さ

れた課題の一つである。もう一つが、事業の継続性に対する不安である。栄養

士の個人的努力によって支えられてきたこのような活動は、担当者の異動など

により継続が困難になる危険性を含んでいる。その課題克服のためには、活動

を継続するための使用方針を明確にするといった基盤整備が必要である。  

 第二に、厚生連病院における二事例から病院と地域社会との関係からその意

義をみてきた。生産者グループと病院との関係から、病院が地域の農業者とつ

ながることで、農業者は販路を確保するとともに病院を意識し、病院は地域と

ともに給食を運営するという意識を持つことで、委託化やコスト削減への対抗

を図っていた。また、もう一方の事例では、地域の治療食の配食や高齢化への

対応といった地域のニーズに応える中で、地産地消の宣言を行っており、地域

から病院への『まなざし』があることで、活動の継続への根拠となり、給食の

質の維持や向上へ寄与することが考えられた。病院給食における食材管理とは、
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病院という組織の中で、その実態は外部からは見えない。しかしながら、病院

給食が地場産農産物導入を行うことで、地域とのつながりや地域に開かれた病

院となり、病院の透明性を高める。この透明性を高めることが、本活動の意義

の一つといえる。さらに付け加えれば、地場産農産物を活用するためには、給

食部門内での意識の高揚が起こり、部門内での学習が行われ、それが質の高い

食事提供につながる。鮮度が高い地場産農産物を給食に使用することで、給食

の質の向上につながるというこれまで指摘されてきたメリットはもちろん肯定

すべきものであるが、使用を通じた関係者の努力がそれらを規定していること

も指摘された。病院の給食の質を構成する要素を、①人材（技能）、②材料（材

料費）、③病院給食業務に対する労働者の意識、であるとするならば、本活動は

各要素の底上げを実現しており、これこそが給食の質を高めるメカニズムであ

ることを明らかにした。 

 第三に、病院給食における地場産農産物導入の方向性について、その定義お

よび活動全体の展開方向と、病院間での普及の方向性について検討した。  

 はじめに、これまでの事例分析とアンケート調査から、病院給食における地

場産農産物活用すなわち地産地消を「地域農業を意識し、地場産農産物を優先

的に使用することで、病院と地域農業の間で、一定の経済的・物理的循環を形

成し、給食の質を高めるとともに、地域農業と病院との、間接的・直接的な学

びあいが、根強い日本農業を支える概念形成に寄与すること」と定義した。  

この定義を踏まえて、本活動の展開において重要な構成要素を六点あげた。  

①病院特性にあった地場産農産物の購入経路の確保である。ここでは、複数

の流通経路を示し、その中で病院の立地する条件や病院区分を考慮し、適切な

流通経路を選択することを明らかにした。ただし、購入先を検討する場合に、

JA や地方自治体などといった青果物流通や地域農業の特性を理解した人材・

組織の介入が必要であることを指摘した。とくに、JA においては、納品者とし

てはもとより、第三章であげられた農業におけるさまざまな地域資源を有する

団体として、病院と農業者（もしくは、地場産農産物を納品可能な事業者）の

マッチングといった役割を有しており、地域の農業振興の軸となることが求め

られた。  

②地場産農産物購入のための行動計画の策定である。この主体は、地方自治
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体と病院である。とくに、地方自治体における地産地消の取り組みに病院給食

が含まれることはまれであり、計画への盛り込みは、第四章の給食委託会社が、

条例制定を契機に高齢者施設における地産地消を開始したように、病院独自の

計画はもとより、給食委託会社などへの刺激になることが考えられる。また、

病院における行動計画の策定もしくは活動の方針の明確化は、予算制約の解消

や、活動の根拠として必要不可欠であることを明らかにした。  

③地域農業（農家）と病院との相互関係の形成である。病院は新鮮かつ地域

特性のある農産物を使用することで給食の質を高め、農家は安定的な販売経路

を確保する。このことは、急激な農産物の需要拡大や農家所得の向上に、急激

な変化をもたらすものではないが、地域にこれらの資源が存在し続ける基礎と

なるとともに、安定的な相互関係があることが本活動の継続の基盤となること

を指摘した。  

④地域に開かれた透明性の高い病院（給食部門）となることである。給食の

食材料は、地域からも患者からも、その実態を見ることができないが、本活動

を行うことで、それらが明らかとなり、さらに、地域から病院への『まなざし』

があることで、食材料費の抑制に代表されるコスト削減から、地域農業に配慮

した給食運営を可能にする。  

⑤病院内での食事に対する意識の向上である。食材料から配慮された食事は

評価されるだろう。このような食事を大切にする環境づくりが、活動評価につ

ながり、活動の継続性を担保する。  

最後に、これまでの五点を踏まえて、⑥病院から地域農業に対する意識の向

上である。アンケート調査において、全国的に地場産野菜を常用している病院

は 58％であり、7 割以上が国・都道府県・市町村内産を意識していた。農産物

を継続的に使用し続けられる農業を望む以上、病院にもそれを選択し、買い支

えていく義務があり、なおかつ、その使用率から見れば、地場産農産物を使用

する可能性は高いと言えよう。一方で、予算制約をはじめとした課題もある。

だからこそ、地場産農産物活用を活動として開始し、それが社会的に評価され

ることが必要なのである。地産地消は、活動を通じた各主体が、間接的・直接

的に学びあい続けることが重要であり、活動を活動として継続していくことに

意味がある。これこそが、根強い日本農業を支える概念形成への一助となるこ
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とを明らかにした。  

さらに、病院間での普及方向として、次の三方向を示した。  

まず、①厚生連病院から厚生連病院への「厚生連間での活動」展開である。

第二章でとりあげた長野県の新町病院の事例から、地域内での活動の活発化と、

厚生連病院として地域農業に対する貢献を意識していることが明らかとなった。

このことより、先進事例があることで、活動に対する肯定感が高まり、厚生連

病院としての周囲からの期待などを感じ、これが活動に対する困難性を低下さ

せることを明らかにしたうえで、先進事例の病院が具体的な購入経路の提示、

活動の具体例を示すことで、厚生連病院間で活動への積極性を高めることを指

摘した。  

次に、②厚生連病院から一般病院への「地域内での活動展開」である。先進

事例もしくはそれに影響された厚生連病院が地域にあることは、地域で活動が

可能であるという証明になる。この時、厚生連病院には、活動を行うとともに、

それを地域社会にアピールすることが求められた。その活動を病院内で終わら

せるのではなく、地域社会へ公表することで、活動に対する評価を得るととも

に一部の活動へ関心のある一般病院へ活動が拡大する。こうして、次の活動へ

の良循環がはじまることを明らかにした。  

最後に、③一般病院から一般病院への「地域内での活動普及」である。厚生

連病院の活動が一般の関心の高い病院へ普及し、その購入経路や活動が社会的

にも認知され、評価されれば、その他の一般病院においても活動を行うことが

当然であるという環境を醸成することを明らかにした。  

以上のように、病院給食における地場産農産物導入は、学校給食にみられる

教育的視点を含めた政策主導型の活動に比べ事例先行型の活動であり、事例か

ら活動を普及していくべきであることを明らかにした。  

 

注 1）2013 年 2 月のヒアリング調査を参照。  

2）出来上がった食事が計画どおりに安全で安心して食べることができる食

事であるかを確認すること。調理後、対象者に提供する前に、各料理の栄

養量、質、盛付、味等を点検し、記録する。  

3）NST（nutritional support team）栄養サポートチームとは、患者に対し
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て最適な栄養管理サービスを医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床検

査技師などの多職種で構成するチームで行うことである。  

4）岡野［2］p.14 を参照  

 5）序章 pp.3～4 を参照  
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［2］岡野孝信「業務委託と労働組合～病院給食の業務委託に関して～」『医療
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終章 結論 

 

 第一節 各章の要約 

 

本研究の課題は、病院給食における地場産農産物導入の今日的意義を明らか

にするとともに、その展開方策を提言することにあった。  

近年、地産地消が注目される一方で、給食分野における地場産農産物の普及

率はきわめて低い。この背景として、給食経営は、栄養管理的側面と経営管理

的側面の管理・統制から成り立っており、地場産農産物の選択的使用が、食材

料管理における優先度の高い項目ではないこと、給食では個人消費に比べ、地

場産農産物を意識的に購入するには、既存の取引先の見直しなどの課題がある

こと、などがあげられた。しかしながら、地産地消が、輸入農産物に対する国

産農産物の優位性を広め、深める活動と捉えれば、安価な輸入農産物やそれに

準ずる加工品の使用も懸念される給食分野において、本活動を展開する意義は

大きい。このような視点に立ち、本研究では、地域に根ざした社会資本の一つ

である病院を対象に、地場産農産物の今日的意義と具体的な導入方法について

検討を進めた。  

このような課題に対し、本研究では五つの章によってアプローチしてきた。

各章を要約すれば、以下の通りである。  

第一章「病院給食における食材調達の特徴と全国的な地場産農産物使用の実

態」では、本研究が対象とする病院給食の一般的特徴を示すとともに、その食

材購入経路を明らかにした上で、地場産農産物の全国的な使用状況について考

察を行うことを目指した。  

病院給食の一般的特徴として、給食経営は、栄養管理的側面と経営学的側面

から成り立っており、その両者を満たすことが要求されていた。とくに集団給

食における法的根拠として健康増進法があるが、そこには適正な栄養管理を行

うことが記されており、飲食店などの営利を目的とした営業給食とはその目的

が異なることを示した。さらに、病院給食は治療の一環であり、目的は疾病の

回復に寄与することであった。次に、病院給食の食材料の購入に大きな影響を

与える給食の費用については、入院時食事療養によって 1 食の金額が規定され
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ており、この金額が給食部門における病院の収入源となるが、食材料費が占め

る割合については病院に裁量権があるため、病院の方針が食材料費を規定する

ことを明らかにした。  

次に、病院給食における納品者の要件として、二つの事例分析（府中市民病

院と河面食料品店、屋島総合病院と丸二青果）を行った。病院給食では、入退

院による食数変化や病態に応じた毎食の食事提供のため、当日使用する品目を、

少量かつ正確な重量で取り揃える集荷・分荷機能、数量不足時の急な対応を含

めた配達機能が求められており、小売店や仲卸業者が病院給食の納品者として

活用される背景を明らかにした。  

さらに、病院給食と比較すれば、地場産農産物導入の政策的推進がある学校

給食における現状分析では、食材の流通経路は国の政策に大きな影響を受けて

きたことがわかるが、近年では、教育的視点から地場産農産物の導入を目指し

ていた。これに対し、保護者などからの高い評価を受けており、これが今日の

活動展開の基盤となることが指摘できた。病院給食においても、このような根

拠を明示することが、活動の基盤整備につながることが示唆された。  

さらに、全国的な地場産農産物の使用の動向であるが、地場産野菜について、

「ほぼ毎日使用」と回答した病院は 56.3％と約半数であり、その購入先は 6 割

以上が小売店からの購入であった。なお、JA や生産者組織、個人農家、直売所

といった農業者などからの購入は 22.8％で、絶対的にも相対的にも多いとは言

い難いものであった。また、実際に行っている活動をみてみると、「地場産農産

物を使用し、季節や旬を意識した食事を提供」、「地場産農産物を使用し、郷土

食の提供」などといった食事の中で季節感や地域性を意識していることがわか

るが、「とくに意識していない」病院も 3 割近くに上っており、意識的な活動展

開を行っていない病院があることも明らかになった。最後に、地場産農産物の

使用課題とその解決方策であるが、「必要数量の不足」、「必要品目の不足」、「価

格が不安定」、「欠品リスクの高さ」、「収穫時期の不明確さ」といった学校給食

と類似した結果が示されており、その課題解決方策もこれらに対応するもので

あった。全国的にみれば、学校給食の地場産農産物導入時に指摘されてきた課

題とほぼ同様の結果が得られていた。  

第二章「農業協同組合の厚生事業を担う厚生連病院における給食のあり方」
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では、厚生連病院の地場産農産物使用状況を明確化し、農業協同組合の一員と

しての病院給食のあり方を示した。  

はじめに、池上甲一の提唱する「アグロ・メディコ・ポリス」を援用し、病

院給食と地域農業の関係性を検討した結果、農業と医療の経済的・物質的循環

については、農産物と販売金額に置き換えることができることを指摘した。次

に、病院給食における地場産農産物の導入は、急激な農産物の需要拡大には直

結しないものの、病院は地域農業を、地域農業は病院を意識しながら、相互的

な関係を構築することで、社会生活の基盤としての農業や食を守る、意識的な

取り組み自体が意義深いことを明らかにした。さらに、農業と医療を結ぶ「食」

については、病院給食では、治療の一環であるとともに、その地域性を表現し、

患者の精神的な豊かさにも寄与するものであった。以上のように、病院と農村

という重要な資源の有機的なつながりは、両者にとって重要であることが示唆

された。  

次に、厚生連病院の歴史的変遷と概要について明らかにした。厚生連病院は、

農民に望まれて誕生し、農村医療の中心を担っていた。さらに、厚生連病院は、

JA グループの一員であり、あくまでもその事業の一部である。よって、協同組

合の特徴である三位一体性を無視することはできないことから、地域農業に視

点を置き、病院と農村との相互的な関係性を構築することは、事業を通じた組

合員活動であると定義できた。  

さらに、山間地域に複数の分院を持つ厚生連病院の事例分析（佐久病院と JA

加工センター）を行った。当該事例からは、地域拠点病院としての機能を求め

られ、セントラルキッチン導入による衛生的かつ合理的な給食システムの構築

と、国産もしくは地場産のカット野菜の導入を通じた地域農業への貢献という

2 点を、JA カット野菜加工工場との協同により実現しようとしていた。この取

り組みが、本格導入されれば、病院、加工センターの両者に互恵的な関係が構

築できる可能性を含んでいることが明らかとなった。さらに、当該事例では、

厚生連病院として新施設建設の際に地産地消を宣言しており、これが組織とし

てのあり方を規定し、活動の継続性を担保すると考えられた。  

また、山間地域に立地する厚生連病院の事例分析（新町病院と A コープ）で

は、A コープからの系統利用が行われてきたが、系統利用が、地産地消という
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活動へ展開した背景として、病院担当者の地域貢献への強い意識があげられた。

この動機づけとして、①外部環境として、同地域の複数の厚生連病院が類似し

た活動を行っており、その活動を行うことは厚生連病院として重要な活動であ

るという認識があったこと、②内部環境として経営者の積極的な姿勢があった

ことがあげられた。  

最後に、全国的な厚生連病院の地場産農産物活用状況について、アンケート

調査から検討した。全国的に、厚生連病院における地場産農産物の常用率は

52.0％であった。ただし、この使用率に関して、使用量や品目については不明

であり、高いとは判断できない。しかしながら、厚生連病院においては、一般

病院と比べれば、使用率に有意な差がみられ、その使用背景が異なり、使用に

は病院グループの意向が存在しているとともに、病院の管理栄養士自身も、そ

の活動を求められていることを感じていることが明らかとなった。今後、厚生

連病院は、病院給食における地場産農産物導入において、先行事例となりうる

ことが考えられた。  

第三章「農業協同組合における病院給食への対応と課題」では、JA の病院給

食における対応と課題を示した。  

まず、JA における地域対応は、共助・共益の組織である協同組合において、

その事業の範囲内で可能な限りの公益性を発揮することを求められていた。と

くに JA は、農業・農村に関するノウハウを持つ組織であり、食と農のつなが

りに配慮した地域対応が中心になるべきであることを明らかにした。今後の JA

における地域対応には、組合員とともに、そのニーズを満たしながら、地域の

協同組合のあるべき像を模索し、事業を展開していくことが求められた。この

活動の一つとして、農業者と消費者の新たな価値観を創造するための地産地消

が適切であることを明らかにした。一方、JA は青果物流通において、大規模・

遠隔産地形成の主導者として、広域大量流通の担い手としての役割を果たして

きたが、近年では、直販への参入や直売所の運営も行っていることを確認した。

しかしながら、地場流通への対応の歴史は短く、現在でもその中心は市場流通

が主となっており、直販事業では、業務用需要など大規模な実需者との関係に

主眼が置かれているため、本研究が取り上げる病院給食への対応は、まれであ

ることが推察された。なお、第 26 回 JA 全国大会決議から「総合事業を通じて
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地域のライフラインの一翼を担い、協同の力で豊かで暮らしやすい地域社会の

実現に貢献している姿」を JA は提言しており、この提言を敷衍し捉えるなら

ば、その総合事業の一つである医療事業の中の病院給食と JA の連携も、その

姿の一躍を担うことを指摘した。  

次に、9 年間の継続的な地場産農産物使用を行っている厚生連病院の事例（伊

勢原協同病院と JA いせはら）を検討すると、JA は、病院と生産者組織との取

引関係の中で、生産者間の調整、代金決済を含めた事務手続きといった事務局

としての役割を担っており、このような調整機能を持つ存在は、地場産農産物

を恒常的に使用するために重要であることが明らかとなった。  

さらに、一つの厚生連病院に複数の JA が納品を行う事例分析（遠州病院と

JA 遠州中央および JA とぴあ浜松）を通じて、JA（JA とぴあ浜松）が病院に

地場産農産物を納品する意義について検討し、病院給食へ農産物を納品するこ

とは、他地域からの安価な農産物に対抗し、地場産農産物の存在を誇示し、意

識的に地域の農産物を使用してもらいたいとの意向が明らかとなった。このよ

うな活動は、JA だからこそ行えるものであり、まさに地場産農産物を優先的に

使用する環境づくりへの寄与と言える。次に、別の JA（JA 遠州中央）では、

地域内の地場産農産物認知度の向上を目的としている一方で、学校給食や業務

用需要と並んで、直接販売の販路の一つであると認識していることが明らかと

なった。この二つの事例から、JA における病院給食への対応が、販売面での利

益が大きいとは言い難い一方で、地域の農業振興を図るとともに、病院給食の

質的向上に寄与するという公益性にも配慮した活動となっていることが明らか

となった。  

最後に、JA における納品者としての課題を整序すると、①他産地からの調達

機能の不足、②取扱い品目が限定的であること、③配達機能の不足であった。

これには、JA の販売力強化とともに、先ずは直売所の活用、既存の小売店や仲

卸業者の活用など、幅広い検討が必要であることが明らかとなった。  

第四章「病院給食における業務委託化と地場産農産物導入方策」では、年々

増加する病院給食の業務委託化が、地場産農産物使用に及ぼす影響を明らかに

するとともに、業務委託が増加する今日における地場産農産物導入方策を示し

た。  
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病院給食の業務委託化は、戦後の直営原則から、質を担保した上で行うとい

う前提を持ちながらも、医療の合理化とともに拡大してきたことを明らかにし

た。その目的は、病院側では、給食経営の合理化、専門性への期待があげられ

たが、現場におけるメリットは、人材確保とコスト削減であることを明らかに

した。今日の病院給食において、その市場規模は、医療費の削減などから微減

傾向にあるが、病院の経費削減等を目的に、委託率は増加していくことが推察

された。  

さらにアンケート調査の結果から、給食運営方法が地場産農産物の使用に与

える影響を検討すると、給食運営方法と地場産野菜の使用率について直接的な

相関関係は見られなかったが、全面委託と一部委託および直営について、その

農産物の購入経路は異なることが明らかとなった。とくに、全面委託に関して

は、給食委託会社からの流通が多く、一部委託および直営においては、小売店

からの購入が多い傾向が示唆された。また、全面委託においては、地場産農産

物導入の際の人材不足や、価格の不安定さへの不安といったコスト意識の強さ

が示唆された。一方で、直営では、数量不足や品目不足といった従来から地場

産農産物の使用課題として指摘されてきた事項があがっていた。このことから、

地場産農産物導入を検討する場合には、その病院の給食運営方法を考慮するこ

とが必要であることが明らかになった。  

次に、全面委託給食を実施する病院の事例分析（尾道病院と日清）から、全

面委託の開始理由は新病院建設、新調理システムの導入であり、これによって

病院管理栄養士は栄養管理業務へ専念が可能となったことが明らかとなった。

また、給食委託会社は、自社の保有する食材購入ルートを使用することで、温

度管理・衛生管理が徹底された食材を病院に納品し、その価格も一定期間は固

定価格のため食材料費の安定化にも寄与していた。しかしながら、当該事例に

おいて、給食業務の委託化は、既存の農産物購入経路からの変化を示しており、

今後業務委託化が増加する中においてこれらの流通経路のなかでの地場産農産

物の取扱いについては注視すべきであることが明らかとなった。  

一方で、一部委託化しながら積極的な地産地消活動を行う事例分析（高知病

院とかざぐるま市）を行うと、活動根拠として、厚生連会長の意向、つまり経

営者の明確な使用方針が存在していることが明らかとなった。業務委託運営に
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おける地場産農産物導入には、委託契約への地場産農産物における使用方針の

盛り込みが、もっとも重要な要素であることを明らかにした。  

さらに、全国の病院・福祉施設を中心に給食業務の受託を行う A 社の事例分

析を行うと、給食委託会社が保有する購入経路は、野菜では、その保存性の低

さや、長時間の輸送には不適切という特性から、集荷・分荷・保管機能を有す

る地方卸売市場内の仲卸業者と契約し、配送センターを経由して納品される体

制を確立していた。給食委託会社の特徴は、取扱商品すべてに、トレーサビリ

ティを確立し、食材を配送センターへ一元化、各受託先に納品することであっ

た。地場産農産物を選択的に使用する場合には、病院の契約時の意向が必要で

あり、病院が希望すれば、指定した地元業者からの地場産農産物購入や、給食

委託会社が保有する購入経路の中からの選択的な購入も可能であることを明ら

かにした。  

第五章「病院給食における地場産農産物導入の意義と展開方策」では、病院

給食における地場産農産物導入の意義について検討し、今後の展開方策の要点

を明らかにした。まず、厚生連ではない一般病院を事例（石川病院）として取

り上げ、活動の中心は栄養部門担当者であり、そのリーダーシップが効果的な

活動展開へ寄与していることを明らかにした。さらに、活動の効果として、院

内外での給食部門への評価の高まり、食事が大切であると誰もが感じる環境づ

くり、調理師や管理栄養士の仕事のやりがいなどがあげられ、これらが、結果

的な予算制約の緩和を生むことで、より質の高い給食提供に寄与するという循

環を形成することを指摘した。  

なお、本活動の課題として次の二点があげられた。一つは、地域農業とのつ

ながりを持たない病院において、病院に納品可能な生産者組織や JA が存在し

ていなかったことである。このような病院給食における納品者を育成していく

ことは、今後の残された課題の一つであることを示唆した。もう一つは、事業

の継続性に対する不安である。栄養士の個人的努力によって支えられてきたこ

のような活動は、担当者の異動などにより継続が困難になる危険性を含んでい

る。その課題克服のためには、活動を継続するための使用方針を明確にすると

いった基盤整備が必要であることを明らかにした。  

次に、厚生連病院における二事例より、病院と地域社会との関係からその意
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義をみた。まず、生産者組織と病院との関係（伊勢原協同病院と生産者組織）

から、病院が地域の農業者とつながることで、農業者は販路を確保するととも

に病院を意識し、病院は地域とともに給食を運営するという意識を持ち、委託

化やコスト削減への対抗を図っていた。また、もう一方の事例（佐久病院と JA

加工センター）では、セントラルキッチン化により、地域への治療食の配食や

高齢化への対応といった地域のニーズに答える中で、地産地消の宣言を行って

おり、地域から病院への『まなざし』があることで、活動の継続への根拠とな

り、給食の質の維持や向上へ寄与することが考えられた。  

病院給食における食材料管理とは、病院という閉ざされた組織の中にあり、

その実態は外部からは見えない。かつて「まずい・冷たい・早い」と言われて

きた病院給食は、給食制度の整備を通じて改善されてきたが、業務委託化によ

るコスト削減や、食材料費の制約といった外部からは見えない課題を抱えてい

た。このような中で、病院給食が地場産農産物導入を行うことは、地域とのつ

ながりや地域に開かれた病院となり、地域からの「まなざし」があればこそ、

コスト重視から地域農業に配慮した給食運営を可能にすることを明らかにした。

このことが、本活動の意義の一つといえる。さらに付け加えれば、地場産農産

物を活用するためには、部門内で学習が行われ、給食部門内での意識の高揚が

起こり、それが質の高い食事提供につながることを明らかにした。鮮度が高い

地場産農産物を給食に使用することで、給食の質の向上につながるというこれ

まで指摘されてきたメリットはもちろん肯定すべきものであるが、使用を通じ

た関係者の努力がそれらを規定していることを指摘した。さらに、病院の給食

の質を構成する要素を、①人材（技能）、②材料（材料費）、③病院給食業務に

対する労働者の意識、であるとするならば、本活動は各要素の底上げを実現し

ており、これこそが給食の質を高めるメカニズムであることを明らかにした。  

 第三に、病院給食における地場産農産物導入の方向性について、その定義お

よび活動全体の展開方向と、病院間での普及の方向性について検討した。  

 はじめに、これまでの事例分析とアンケート調査から、病院給食における地

場産農産物活用すなわち地産地消を「地域農業を意識し、地場産農産物を優先

的に使用することで、病院と地域農業の間に一定の経済的・物理的循環を形成

し、給食の質を高めるとともに、地域農業と病院との、間接的・直接的な学び
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あいが、根強い日本農業を支える概念形成に寄与すること」と定義した。この

定義を踏まえて、本活動の展開において重要な構成要素を六点あげた。 

①病院特性にあった地場産農産物の購入経路の確保である。ここでは、複数

の流通経路を示し、その中で病院の立地する条件や病院区分を考慮し、適切な

流通経路を選択することを指摘した。ただし、購入先を検討する場合に、JA や

地方自治体などといった青果物流通や地域農業の特性を理解した人材・組織の

介入が必要であることを指摘した。とくに、JA においては、納品者としてはも

とより、第三章であげられた農業における地域資源を有する団体として、病院

と農業者（もしくは、地場産農産物を納品可能な事業者）のマッチングといっ

た役割を有しており、地域の農業振興の軸となることが求められた。  

②地場産農産物購入のための行動計画の策定である。この主体は、地方自治

体と病院である。とくに、地方自治体における地産地消の取り組みに病院給食

が含まれることはまれであり、計画への盛り込みは、病院独自の計画はもとよ

り、給食委託会社などへの刺激になることが考えられた。また、病院における

行動計画の策定もしくは活動の方針の明確化は、予算制約の解消や、活動の根

拠として必要不可欠であることを明らかにした。  

③地域農業（農家）と病院との相互関係の形成である。病院は新鮮かつ地域

特性のある農産物を使用することで給食の質を高め、農家は安定的な販売経路

を確保する。このことは、急激な農産物の需要拡大や農家所得の向上に急激な

変化をもたらすものではないが、地域にこれらの資源が存在し続ける基礎とな

るとともに、安定的な相互関係があることが本活動の継続の基盤となることを

指摘した。  

④地域に開かれた透明性の高い病院（給食部門）となることである。給食の

食材料は、地域からも患者からも、その実態を見ることができないが、本活動

を行うことで、それらが明らかとなり、さらに、地域から病院への『まなざし』

があることで、食材料費の抑制に代表されるコスト削減から、地域農業に配慮

した給食運営を可能にする。  

⑤病院内での食事に対する意識の向上である。食材料から配慮された食事は

評価されることとなるだろう。このような食事を大切にする環境づくりが、活

動評価につながり、活動の継続性を担保する。  
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最後に、これまでの五点を踏まえて、⑥病院から地域農業に対する意識の向

上である。アンケート調査において、全国的に地場産野菜を常用している病院

は 58％であり、7 割以上が国・都道府県・市町村内産を意識していた。このよ

うな農産物を継続的に使用し続けられる日本農業を望む以上、病院にもそれを

選択し、買い支えていく義務があり、なおかつ、その使用率から見れば、地場

産農産物を使用できる可能性は高いと言えよう。一方で、予算制約をはじめと

した課題もあることは事実である。だからこそ、地場産農産物活用を活動とし

て開始し、それが社会的に評価されることが必要なのである。地産地消は、活

動を通じた各主体が、間接的・直接的に学びあい続けることが重要であり、活

動を活動として継続していくことに意味がある。これこそが、根強い日本農業

を支える概念形成への一助となることを明らかにした。  

さらに、病院間での普及方向として、次の三方向を示した。  

まず、①厚生連病院から厚生連病院への「厚生連間での活動」展開である。

第二章でとりあげた事例（新町病院）から、地域内に先進事例があることで、

活動に対する肯定感が高まり、厚生連病院としての周囲からの期待などを感じ、

これが活動に対する困難性を低下させることを明らかにした。さらに、先進事

例の病院が具体的な購入経路の提示、活動の具体例を示すことで、厚生連病院

間で活動への積極性を高めることを明らかにした。  

次に、②厚生連病院から一般病院への「地域内での活動展開」である。先進

事例もしくはそれに影響された厚生連病院が地域にあることは、地域で活動が

可能であるという証明になる。この時、厚生連病院には、活動を行うとともに、

それを地域社会にアピールすることが求められた。これにより、活動に対する

評価を得るとともに一部の活動へ関心のある一般病院へ活動が拡大する。こう

して、次の活動への良循環がはじまることを明らかにした。  

最後に、③一般病院から一般病院への「地域内での活動普及」である。厚生

連病院の活動が一般の関心の高い病院へ普及し、その購入経路や活動が社会的

にも認知され、評価されれば、その他の一般病院においても活動を行うことが

当然であるという環境を醸成することを明らかにした。  

以上のように、病院給食における地場産農産物導入は、学校給食にみられる

教育的視点を含めた政策主導型の活動に比べ事例先行型の活動であり、今後、
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これらの先進事例を中心に普及していくべきことを明らかにした。  

 

  第二節 病院給食における地場産農産物導入の展望－残された課題－ 

 本研究では、病院給食を地場産農産物活用の新たな場として捉え、その今日

的意義と、導入方法について検討を進めてきた。  

病院給食とは治療の一環であり、疾病の回復へ寄与することが目的であるこ

とから、地場産農産物の選択的使用が食材料管理における優先度の高い項目で

はない。しかしながら、コスト重視になりかねない給食分野において、病院給

食の食材調達経路を明らかにし、地場産農産物の導入を検討する意義は大きい。

よって、第一章では、食材購入の特徴と全国的な動向について検討し、納品者

として、集荷・分荷・配達・情報伝達機能を持つ小売店や仲卸業者をあげた。

また、全国的な地場産野菜の常用率は 56.3％であり、6 割以上が小売店から購

入していることを明らかにした。第二章では、JA グループの一員である厚生連

病院を対象にその実態について検討し、厚生連病院は一般病院に比べ地域農業

を意識しており、本活動の先進事例となることを明らかにした。第三章では、

JA の病院給食における対応について検討し、地域公益性を発揮できる活動の

一つとして地産地消があることを明らかにした。第四章では、業務委託下での

活動方策について検討し、地場産農産物導入には、契約内容への明確な記載が

活動根拠となることを明らかにした。第五では、活動の意義を検討し、質の高

い給食提供に寄与する循環過程と、病院の透明性を高めることによる地域農業

を意識した給食運営が可能となることを明らかにした。  

以上のように、本研究では、病院給食の食材購入経路、厚生連病院の先進性、

JA の協同組合としての地域対応、病院の活動方針の重要性、地場産農産物使用

の意義という五点を明らかにした。これらが、実践されることにより、地域の

病院と農業の経済的・物理的循環を形成し、地場産農産物を優先的に使用する

環境整備が可能になるといえる。ただし、本研究が検討を進めてきた病院給食

においては、引き続き解明されるべき課題が残されている。ここでは、その具

体的な課題として二点をとりあげ、本研究の結びとする。  

 第一に、地産地消に対する各主体の認識の違いである。序章より、地産地消

は、消費者と生産者の乖離の解消や、それを通じた地域の活性化が基本的な概
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念であり、その場所として、直売所が中心的役割を担ってきたことをあげた。

しかしながら、このイメージが確立されるなかで、給食分野における地場産農

産物導入には、「集団給食へ不揃いな農産物を使用することは、難しい」といっ

た意見がヒアリング調査から得られている。一方で、アンケート調査からは、

病院給食への地場産農産物の使用について「規格外など安価に購入できれば新

鮮な商品が入り活用できると思う。」、「農家（直売所）で納品可能なものは値段

にかかわらず、使用している。」、「食材料費を考えると地場産農産物は高いので

使用が難しいのが現状。」という記述があるように、病院栄養士の中でも、地産

地消に対する考えには規格・価格などに関して大きな違いがある。さらに、実

際に納品される農産物をみると、第三章で取り上げた JA とぴあ浜松では市場

出荷された農産物を病院に納品しており、第四章のかざぐるま市では、女性農

業者が市場出荷には満たない農産物を納品していた。このように病院給食にお

ける地場産農産物活用には、統一した見解がないことが地場産農産物導入の不

明確さとなり、活動開始の困難性を高めている。よって、本研究では第五章に

て、病院給食における地場産農産物使用を「地域農業を意識し、地場産農産物

を優先的に使用することで、病院と農業の間で、一定の経済的・物理的循環を

形成し、給食の質を高めるとともに、地域農業と病院との、間接的・直接的な

学びあいが、根強い日本農業を支える概念形成に寄与すること」と定義した。

このことは、各地域の農業特性や病院の給食運営などによりその活動には違い

があることは当然であり、県内に農産物が少ない場合には、地方産、国内産と

その範囲を拡大することは、活動の本質から離れるものではないことを示して

いる。これまで教育的意義を持つ学校給食の地産地消に比べ、活動の意義につ

いて評価されてこなかった病院給食の地産地消だが、このような定義づけによ

り、市町村内産、県内産を使うことのみがその活動ではなく、活動とともにそ

の意識を醸成することの重要性が強く認識されるだろう。今後は、この概念を

給食分野に普及することが求められるが、その展開方策について実証的研究を

継続していくことが望まれる。  

 第二に、JA における地産地消の体制づくりについてである。本研究で対象と

してきた厚生連病院においては、系統利用や農業協同組合の一員であることを

意識した取り組みがあることを示したが、直接的な連携関係が構築されている
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のはまれであった。また、厚生連病院の栄養士・管理栄養士に、JA グループの

一員として、農業や地場産農産物、JA との関わりについて自由記述を依頼する

と、「地元 JA の職員などとの交流の機会があればと思います。」、「JA 側の体制

ができていないと思う。」、「もっと JA から直接購入できるシステムが実現でき

ればありがたい。」、「JA や本所の協力が必要だと思います。」というように JA

との連携を望む記述がみられる。病院だけではその地域農業の特性に合わせた

農産物を選定することや流通経路を確保することは困難であり、本活動には生

産側の積極的な取り組みが不可欠である。このことから、今後、JA には地産池

消において主体的な取り組みが求められる。そのためには、具体的な担当部署、

活動方法を含めた地産地消に対する体制づくりの条件などを示すことが求めら

れる。  
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＜第二章＞ 大宮めぐみ「厚生連病院における地場産農産物活用の現状と課

題」『農林業問題研究』、第 49 巻，第 1 号、pp.154～159、2013 

大宮めぐみ「厚生連病院にみる地場産農産物活用の動向と課題

－全国的アンケート調査に基づいて－」『農林業問題研究』（投稿中） 
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